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 午前 ９時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○佐藤 議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順次発言を許可します。 

 一つ、「地域主権改革」に対する市長の認識

は外３点、６番髙橋嘉門議員。 

 〔６番髙橋嘉門議員登壇〕（拍手） 

○６番（髙橋嘉門議員） 皆さん、おはようござ

います。きのうからこの冬一番の積雪というこ

とで、皆さん雪片づけでお疲れかなと思います

が、雪もほどほどに降っていただいて、米沢市

も経済が回ってくるのかなというようなことも

期待しながらですが、まずはこの冬、そんなに

財政負担にならない程度の雪で終わってほしい

なと思います。 

  私の質問は４点であります。 

  まず、地域主権改革に対する市長の認識は、

ということでございます。 

  地方分権一括法が成立して10年余り経過いた

しました。この間「三位一体改革」など基礎自

治体にとっては厳しい時代を経て、政権交代後、

民主党政権は地域主権改革を政策の「一丁目一

番地」と位置づけ、2011年に第１次・第２次地

域主権改革一括法が成立しましたが、実質的に

は成果として進展していない現状があります。 

  これまでの取り組みの中で、「義務付け・枠

付け」の緩和については、これまで自治体の事

業展開を縛ってきた法律・政令・省令の基準緩

和により、地方の事務事業の実施・方法を地方

議会が定める条例によって決定し、地方自治体

みずからの判断と責任において行政を実施する

仕組みづくりを目指しておりますが、なかなか

進展しておりません。 

  また、国から地方への「ひも付き補助金」を

廃止し、基本的に地方が自由に使えるいわゆる

一括交付金も限定的であります。そのほか国の

出先機関の原則廃止や国と地方の協議の場など、

具体的にはなかなか進んでいない現実がありま

す。 

  今後は、地域主権改革において地方自治体の

責務と力量が問われることはもちろんと考えま

すが、基礎自治体、つまり市町村の自己決定権

の強化とともに、自治体の財政調整システムを

構築していくことが大事と考えます。そこで、

地方から現実的な声を発信していくべきと考え

ますが、市長は現時点で地域主権改革に対する

認識はどのように持っておられるのか、また見

解をどのように考えておられるのかお伺いいた

します。 

  そして現在、この「義務付け・枠付け」の基

準緩和により本市への影響は出てきているかお

伺いいたします。 

  また、地域主権改革で機関委任事務量の増加

や、権限移譲が進めば、そのための財源の手当

て、確保などについて、全国市長会などでは政

府に対してどのような要請をしているのか、そ

して地域主権改革の将来の展望に向けて安部市

長はどのようなスタンスで取り組んでいかれる

のかお伺いいたします。 

  ２点目、置広の電算共同処理事業について伺

います。 

  置広の電算共同処理事業は、初め米沢市が先

行して一部の電算業務を行っていたが、昭和46

年に置賜広域行政事務組合が設立すると同時に、

当時株式会社米沢電子計算センター、現在の株

式会社データシステム米沢に業務委託し、３市

５町の電算共同化がスタートしました。 
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  しかし、昭和60年代に入るとコンピューター

技術の飛躍的発展により機器の小型化及び低価

格化が進展し、構成市町から即時処理の要望が

出てきて、共同処理から離脱し自前のシステム

導入による独自処理が進展してきました。 

  そして、平成18年には構成８市町のうち共同

処理事業に残ったのは米沢、南陽、白鷹と長井

の一部事業となり、平成21年からは新たな共同

化の枠組みとして置広が共同アウトソーシング

の取り組みを始めました。これは、市町がシス

テムを所有しないで標準パッケージを使用する

ということで、プロバイダーからインターネッ

トを通じてソフトのレンタル使用する手法を導

入し、ネットワーク回線を利用することで全国

どこの民間データセンターも活用可能となる新

しいサービスのあり方を導入し、電算処理経費

の縮減につながっているようであります。 

  来年平成25年からは一部の事務以外、共同処

理事業は米沢市だけになります。このような中

で、米沢市は共同アウトソーシングの効率性と

メリットについてどのように現時点で考えてい

るのかお伺いいたします。 

  このような中で、今後、置広や電算共同処理

事業について米沢市はどのような対応をしてい

かれるのか、また共同処理のメリットをどのよ

うに考えているのかお伺いいたします。 

  また、歴史的な背景や産業振興の立場から、

地元企業でもあるデータシステム米沢への影響

と米沢市との関係はどのように考えていくのか

お伺いいたします。 

  次に、新年度からの「地籍調査事業」の取り

組みについてお伺いいたします。 

  まちづくり総合計画第４期実施計画の中で、

適正な土地利用の推進という項目の中で地籍調

査事業が25年から計画されております。以前本

市においても、昭和30年代後半ごろに国の国土

調査事業推進や水田の基盤整備事業などの推進

計画策定などにあわせて事業実施されましたが、

住民からの反対を受けて休止となっております。 

  地籍調査事業は、東日本大震災は別格として

自然災害などの災害復旧の迅速化や土地取引の

活発化とトラブルの回避、個人資産の保全、そ

してまちづくり計画策定の基礎資料として、土

地の有効活用や課税の適正化、公正化を推進す

る上で将来に有効な事業と考えます。そして国

も事業推進のために、事業費の市町村負担の軽

減を図る意味で、全体事業費の５％の負担とな

っております。例えば年間の全体事業費が１億

円としても500万円の一般財源となる事業となり

ます。 

  新年度から取り組まれる地籍調査事業をどの

ように進められるのか、実施計画は検討されて

いるのかお伺いいたします。 

  また、休止状態にある本市の実施状況はどの

ような状況にあるか。また、市民の理解を得て

いく事業実施となるような取り組みはどのよう

に考えておられるのか質問いたします。 

  そして、本市としてまちづくりと土地利用の

観点から、どの用途地域から進められるのかお

伺いいたします。 

  次に、周辺地域の公共交通の充実について。

この質問は去年の12月議会に引き続き質問いた

します。 

  多くの議員もこれまで毎回のように質問され

ております。12月議会での質問で市長は、市長

選挙終了直後での答弁で、市民要望として公共

交通の整備、具体的にはバスシステムの整備と

いう声が大変多く、市民要望が高いものと認識

しているという答弁がありました。そしてその

後、多くの議員が公共交通の空白地域の対応に

ついて、デマンド交通や乗り合いタクシー活用

などについて質問されてきました。 

  本市では、現在廃止代替バスシステムの上限

運賃化実証実験が実施されておりますが、本市

としての総合的なバスシステム検討の現在の進

捗状況について、最近のことでいいですから、
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現状について簡単にお願いしたいと思います。 

  また、公共交通の空白地帯に対するニーズ調

査は実施されるのか。また、公共交通がないた

めに高額な交通費をかけながら交通弱者が買い

物や医療機関に行っていることについて、どの

ように考えておられるのか。そして、高齢者が

閉じこもりがちになってしまう現状についてど

のように今後考えていくのか。スピード感のあ

る取り組みをすべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  以前から申しているとおり、県内35市町村の

中で既に19市町村で導入されているデマンド交

通・乗り合いタクシーは、大きいと言われる山

形市、鶴岡市、酒田市でも導入されております。

本市としても廃止代替バス路線の検討と同時並

行して公共交通の空白地域の対策を早急に取り

組むべきと思いますが、これについて市長はい

かがお考えでしょうか。 

  最近、高齢者の運転する自動車事故も増加し、

運転免許証の返還も進められている中で、交通

安全の面からもぜひ取り組んでいただきたいと

要望いたします。 

  以上、４点について壇上からの質問とさせて

いただきます。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの髙橋嘉門議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、地域主権改革に関してお答えをい

たします。その他につきましては部長よりお答

えします。 

  地域主権改革につきましては、国において平

成21年11月に設置された地域主権戦略会議が中

心となり、平成22年６月22日に閣議決定されま

した地域主権戦略大綱に基づき、これまで義務

付け・枠付けの見直しと基礎自治体への権限移

譲、出先機関の原則廃止、ひも付き補助金の一

括交付金化等の分野でさまざまな取り組みが進

められております。この地域主権戦略大綱では

地域主権改革の意義について、明治以降の中央

集権体質から脱却し、我が国のあり方を大きく

転換する改革であり、国と地方公共団体の関係

を上下の関係から対等の関係へと根本的に転換

し、国民が地域の住民としてみずからの暮らす

地域のあり方についてみずから考え、主体的に

行動し、その行動と選択に責任を負うという住

民主体の発想に基づいて改革を推進していくと

しております。 

  御質問のように、全国市長会を初めとする地

方六団体においては、この方針に共感して、平

成21年12月15日閣議決定された地方分権改革推

進計画や地域主権戦略大綱に基づく取り組みを

評価するとともに、みずからも地域主権改革の

推進に取り組まれている状況にあります。この

地域主権改革につきましては、地域がみずから

の責任と実行力で住民とともに独自のまちづく

りを実践していくという観点から、地方自治体

にとっては非常に有益なものであると認識して

おります。 

  しかしながら、先ほどの国の出先機関の廃止

や権限移譲に伴う財源の配分等、解決すべき課

題があることも事実であります。したがって、

地域主権改革の推進については、基礎自治体で

ある市町村の意見を十分に踏まえた上で推進し

ていくべきものであるというふうに考えており

ます。 

  また、御質問にありましたが、地域主権改革

推進の上で現時点では市政運営において財政上

大きな影響は生じていないところであります。 

  続いて、ひも付き補助金の一括交付金化につ

きましては、国の地域主権戦略大綱に基づく取

り組みの一つに掲げられて、これを受けて平成

23年度に地域自主戦略交付金が創設されました。

平成23年度は都道府県向けの投資補助金を対象

として内閣府に4,799億円の予算が一括計上され、

その一部には客観的指標に基づく配分方法が導
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入されたところであります。都道府県は交付金

の配分額の通知を受け、対象となった９つの事

業について、各府省の枠にとらわれず自由な事

業選択が可能となりました。さらに平成24年度

は政令指定都市にも制度が導入されるとともに、

対象が18事業に、予算額が6,754億円にそれぞれ

拡大されております。 

  一方で、政令指定都市以外の市町村への導入

については、年度間変動等の課題を踏まえつつ、

地方の意見を聞きながら引き続き検討を図ると

されております。年度間変動の課題といいます

のは、市町村では特に投資的事業において年度

間で事業費が大きく増減する可能性があり、客

観的指標に基づく配分が拡大されていくと見ら

れる交付金とミスマッチが生じるおそれがある

ことであります。 

  また、一括交付金化されることにより予算総

額が縮減される懸念もあるというふうに心配を

しているところであります。 

  そうした課題を抱える一括交付金制度ではあ

りますが、各地方自治体で異なる地域課題の解

決とこれからのまちづくりに必要な施策に国の

関与を低くした上で自由に使うことができる財

源であるという点で、本市としても期待をして

いるところではあります。 

  最後に、地域主権が推進される中で市民生活

にどのようなメリットがあるかについてであり

ますが、改革の推進により、市町村が地域の実

情や市民のニーズをきめ細かく把握することが

でき、地域にとって本当に必要な行政サービス

を市町村がみずから判断し、スピーディーに提

供することにつながるというふうに考えており

ます。 

  また、住民に一番近い基礎自治体である市町

村でありますから、地域住民がみずからの判断

と責任において地域の諸課題に取り組むように

なってくるものというふうにも考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、置賜広域行

政事務組合が行う電算共同処理事業に対する本

市の考え方についてお答えをいたします。 

  初めに、電算共同処理を開始してから現在ま

での経過を御説明申し上げます。 

  置賜広域行政事務組合は、時代の趨勢による

地域住民の生活圏の拡大に対応するため、し尿、

ごみ処理を初めとした生活関連公共施設の適正

配置やコンピューターを活用した効率的な行政

事務を実施する共同処理体制の確立を目的とし

て昭和46年７月に置賜３市５町が設立をした一

部事務組合であり、電算共同処理は当時では全

国的にも類例がなく、先進的取り組みとして注

目された設立当初からの事業の大きな柱の一つ

であると認識をしております。 

  そもそもコンピューターを利用した行政事務

処理については、昭和30年代前半から全国に先

駆けて本市が独自に実施をしていたもので、当

時では相当に高価なコンピューターシステムを

各市町が独自に導入することは困難であったた

め、置賜３市５町で処理費用を分担しながら共

同利用しようとする機運が高まり、置賜広域行

政事務組合設立と同時に取り組んできたもので

ありますが、その後の急速な技術の進展とコン

ピューター及びシステムの低価格化が進んだこ

とにより、各市町の実情に合わせた独自の処理

方法と運用などが望まれたことから、独自処理

に移行する市町があり、平成20年度時点では本

市を含めて３市町が電算共同処理を行っている

状況でありました。来年度からは、議員仰せの

とおり、米沢が中心になるという格好になって

おります。 

  電算共同処理の将来のあり方については、以

前から置賜広域行政事務組合が中心となって検

討を重ねてまいりましたが、独自処理に移行し

ていた市町も含めて財政状況の悪化に伴う行財
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政改革の必要性や住民サービス向上の観点から、

システム運用経費や導入コストを一層縮減しな

がらシステムを更新しなければならないといっ

た共通の課題が大きくなってきた一方で、そう

した時期と呼応するようにコンピューターや通

信ネットワークの技術の大幅な進化とともに、

従来では存在しなかった新たなサービスの利用

が現実的になったこともあり、改めて電算共同

処理へ向けた検討を進めた結果、平成21年４月

の長井市を皮切りに、現在の共同アウトソーシ

ングによるシステムの利用が開始されたところ

であります。 

  本市でも共同アウトソーシングの利用を検討

をいたしましたが、その時点では次期住民情報

システムの設計や運用の検討などの導入作業に

着手をしていたことと、福祉、介護保険、財務

会計、上下水道料金などの各システムについて

本市では各課が個別に導入・運用を行っており、

その運用形態や更新時期なども含めた調整が困

難であったため、全部で12業務のうち、医療費

助成システムと人事給与システムの２つの業務

について共同アウトソーシングを利用すること

として現在稼働しているところであります。 

  共同アウトソーシングは、導入及び運用経費

を低く抑えるために標準サービスをカスタマイ

ズしないで使用することが前提であるため、原

則として各市町ともに同じ条件で運用しており

ますが、自治体の規模や行政事務の考え方によ

り同一条件での運用が困難な事例も見受けられ、

その場合は別途個別対応している状況もあるこ

とから、本市で全業務を導入する場合の問題点

も十分に検討する必要があると考えております。 

  今後は、平成23年度に稼働いたしました現在

の住民情報システムの更新時期に合わせて、中

長期的な視点に立って本市のシステムのあり方

を総合的に検討していきたいと考えております。 

  次に、置賜広域行政事務組合が電算共同処理

を委託発注をしている株式会社データシステム

米沢との関係についてでありますが、データシ

ステム米沢は、コンピューターによる自治体行

政事務の共同利用及び民間企業の経営合理化を

目的として官民が協力をして昭和41年に設立を

した第三セクターであり、当初は株式会社米沢

電子計算センターとしてスタートをいたしまし

た。以来、本市の電算化における重要な役割を

果たすとともに、置賜広域行政事務組合が行っ

ている電算共同処理の受託事業者として着実に

実績を重ねる一方、大量の情報を短時間で処理

することが可能な技術・設備を有し、公的機関

等の認証を取得している専門会社としては市内

唯一の存在であり、本市にとっても多くの雇用

を生んでいる地元の優良企業の一社として重要

な存在であると認識をしておりまして、基本的

には、今後とも電算システム全体の経費削減と

安全で円滑なシステム運用に努めながら、継続

して業務の一部を担っていただきたいというふ

うに考えております。 

  次に、周辺地域の公共交通の充実についてに

お答えをいたします。 

  初めに、廃止代替バスの見直しについてであ

りますが、現在、山上、田沢、万世地区におい

て廃止代替バスの今後のあり方について検討を

行っているところであります。先日開催をいた

しました山上、万世地区のワークショップ及び

出席者アンケートの結果を見ますと、大半の方

が将来的にバスなどの公共交通が必要であると

いうふうに考えており、その理由としては、高

齢になった際の通院や買い物への不安があると

いうものでありました。現状、乗車人員や運賃

収入が右肩下がりで、ややもいたしますと空気

バスとやゆをされてしまうような状況ではあり

ますが、暮らしを支えるという公共交通の必要

性を鑑みつつ、今よりも利便性が高くお出かけ

に利用してもらえるような公共交通にするため

には、それを利用する地域住民の方々の意見を

集約をし、現状と課題を明確にすることが最も
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重要となるものと考えております。 

  今後も対象地区との調整を重ね、地域の現状

をしっかりと把握をした上で、新しい交通手段

の構築に当たっては既存のバス路線の考え方に

とらわれることなく、デマンド交通システムの

導入の可能性も視野に入れながら、いつまで検

討していくのかという御質問でありましたが、

平成25年度中にはその方向性を明確にしてまい

りたいというふうに考えております。翌平成26

年度以降に新たなシステムの運用につながって

いくように努めていきたいというふうに考えて

おります。 

  次に、交通空白地帯における高齢者の方々へ

の対応及びその調査について一括でお答えをさ

せていただきます。 

  まず、交通空白地帯でありますが、鉄道やバ

スなどによってカバーをされていない地域全体

をイメージをいたしますが、基本的には、その

中でも暮らしを支えることを前提として、移動

手段の確保の必要性が高い地域のことであると

いうふうに考えております。 

  本市においても高齢化が急速に進んでおり、

高齢者の単身または夫婦世帯が65歳以上の人口

の30％を超えているという現状があります。そ

のような中で、特に高齢者世帯では、車がない、

免許を返納している、送迎してくれる人がいな

い場合などにおいては公共交通の必要性は飛躍

的に高まってくるものと認識をしております。  

地域の方々の暮らしを支えるためのお出かけを

どのように保障するかということは非常に重要

なことであり、この状態は５年後、10年後にさ

らに高まってくるものと考えております。 

  このようなことから、交通空白地帯につきま

しても、今後順次検討の時期を見計らいながら

調査を進めてまいりたいと考えております。調

査に当たっては、しっかりと現状と課題を把握

した上でなければ地域住民が望む公共交通とは

ならない可能性がありますので、現在検討を行

っております廃止代替バスの見直しにおける経

験や成果を生かしつつ、デマンド交通システム

導入の可能性なども含めて、地域住民の方々の

協力を得ながら順次実態の調査を進めていきた

いというふうに考えております。 

  次に、民間交通事業者との意見交換の必要性

についてお答えをいたします。 

  道路運送法においては、新たにバス路線等を

設置する場合や市民バスの登録更新の際などに

交通関係の利害関係者を集めた地域公共交通会

議を開催し合意を得ることが必要となっており

ます。この会議体は、基本的には利害関係を調

整することが主な目的となっておりますが、こ

れからの公共交通をどのようにしていくべきか

を考える場として意見を求めていくことも可能

であり、市民バスの運行に関してそれぞれの立

場から御意見、御要望をいただくことも行って

おります。 

  これを随時開催していくとともに、山交バス

株式会社や米沢地区ハイヤー協議会など交通事

業者とも個別に意見交換の場を設けながら、今

後の地域公共交通のあり方についてある程度の

方向性やテーマを設けて協議をしてまいりたい

というふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、新年度からの地

籍調査事業の取り組みについてお答えいたしま

す。 

  地籍調査事業につきましては、今年度中に調

査対象区域をある程度絞り、平成25年度から事

業の着手を予定しております。まず最初の２カ

年、平成25年度、26年度で現地の実調査に向け

整えなければならない諸準備を行いたいと考え

ております。 

  本市の地籍調査事業は、昭和32年度に一度着

手し昭和39年度に休止している関係から、事務
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手続で必要な事業を再開するための計画変更申

請及び現地測量をするために必要な測量基準点

の設置申請を平成25年度に国へ行うとともに、

調査対象区域となった箇所の公図や既存の実測

図及び土地所有者等を把握するための事前調査

などを行う予定にしております。 

  そのような準備を経て、地籍調査システムの

導入などを行いながら、平成27年度から現地の

実調査に入っていきたいと考えております。当

然のことながら、市民の皆さんにはこの地籍調

査の目的とメリットを十分御説明しながら進め

てまいりたいと考えております。 

  なお、地籍調査を進めるには関係部署の調整

と土地情報の一元化が重要であることから、平

成25年度より所管を総務部財政課に移し事業推

進に当たってまいります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） ありがとうございまし

た。 

  地域主権改革について再度質問させていただ

きます。 

  今まさに解散総選挙ということで、今回の選

挙の中で動きとして第三極という流れがあるわ

けですが、その中で出てきているのがやっぱり

地域主権というか、例えば都道府県なり政令指

定都市がいろいろ政策をする上で、なかなか国

の制度が一つのネックになってできないのでそ

れを何とかやっていかなくちゃならないという

ことで、地域政党といいますか、そういう流れ

があるわけですが、そのような中で、ひとつ市

長としての考えとして、やっぱり都市部と地方

については若干ニュアンスが違う部分があるの

かなと私思っているんですが、その辺、東北地

方、特に震災後、東北については大変復興のた

めの流れとしてなかなかおくれているとかいろ

いろある中で、やっぱりその地域主権というも

のを、こういう機会ですので、ぜひ東北の基礎

自治体である市長会あたりがやっぱり復興を中

心としたさまざまな規制なり、また自主的にや

っていく方向性を出すべきじゃないかなと私思

うんですが、そういう東北の市長会の中でそう

いった話といいますか、積極的な前向きな議論

というのはないものでしょうか、ひとつお伺い

します。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 東北市長会等で国への要望と

かそういうものというのは強くありますが、そ

うでなくて、一歩進んでみずからが、制度的な

ものもあるわけですが、制度改革としての地域

主権はあるわけですが、そうでなくて、意識と

しての地域主権、そういうものをどんどん進め

ていこうというような動きは少し弱いように思

います。ですから、結論として、もっと意識的

に踏み込んでいくようなことは今後していくべ

き努力というふうに考えております。 

  今回の選挙で大阪市長の方が立ち上げた政党

とか、あと滋賀県知事の方が立ち上げた政党と

か、地方の首長がリーダーシップをとってとい

うようになっていることからもわかるように、

どんどん流れが変わってきているというのがあ

りますので、そういう中で、先ほど質問にあり

ました交通問題、都会の例えば大阪とか東京の

首長の方あるいは議員の方には御理解いただけ

ない、実感いただけない地方の切実な問題とい

うふうに思います。ですから、そういう地方特

有の切実な問題などを解決していくためにもや

はり地域主権ということを積極的に進めていか

なくてはいけない。そして首長が引っ張ってい

かなくてはいけないという、そういうふうには

考えております。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） なぜそのような質問を

したかといいますと、都市部と地方のそういっ

た認識的に現実として違う部分があるというの

は、市長今言われたとおり、都市部で理解でき
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ないことが地方であるんだと。その中で、今社

会保障と税の一体改革で消費税の地方税化とい

うことが議論されながら、それで反面、地方交

付税の廃止論というかそういったところが、消

費税を地方税化することによって、その交付税

をやっぱり今までの地方交付税の制度を改革し

ていくという流れなんですが、私は大変これは

地方にとって余り芳しくないなと。地方交付税

の廃止論については、若干都市部のやっぱり若

者がどんどん集まる税収の上がるところの議論

ではないかなということを思っているわけです

が、その辺、そういった意味で、地方交付税の

今後議論されることについてやっぱり地方から

いろいろな発信をしながら、やっぱり国民とい

うか市民に平等な政治なり制度が行き届くよう

なことを目指していくべきではないかと思いま

すので、その辺、地方税のそういった廃止論的

な観点についてぜひ一言お願いしたいと思いま

す。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 地方交付税の廃止というよう

な考え方については極めて問題がある、よろし

くないというふうに思っております。極めて簡

単な話ではありますが、田舎の地方自治体と都

会の地方自治体、田舎のほうが努力をしないで

税収が上がらない、都会のほうは努力をして税

収が上がっているというような構図ではなくて、

田舎の若い人たちが都会に出て、働いて、そし

て都会の税収が上がっている。そして、都会で

働いている若い人たちは田舎に残している年老

いた親とかそういうことの心配をしているわけ

ですから、そういう意味では、地方の田舎の人

たちの努力によって都会の税収が上がっている

というそういう簡単な構図があるというふうに

思っています。 

  そういうことからいきますと、地方交付税、

現実にどうなるかですが、地方交付税の制度が

廃止になるというようなことはよろしくないと

いうふうに思っています。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） 市長も私と認識はその

辺は似ていると思っています。 

  それで、一括交付金というひも付き補助金の

廃止に向けたとありますが、それで、現実的に

現在は特区構想的に、例えば特区申請によって

例えば制度、福祉であったりいろいろな部分で

の、子育てをやったりの部分の一括交付金的な

流れはあるんですが、将来的にこの一括交付金

をさまざま地方で活用といいますか、いろいろ

な国に対して要望なりいろいろ事業を展開して

いきたいというときに、やっぱり米沢市独自に、

成長戦略でないですが、米沢市はこういう地方

都市をつくるんだという考え方をやっぱり今か

らきちっと、例えば有機ＥＬを中心とした産業

構造で地域を活性化していくとか、例えば子育

てはしやすい、一番そういう都市を目指す、あ

と義務教育といいますか、基礎教育はもう全国

トップクラスだのような、そういう一つの目指

す方向性をきちっと今から方向づけしながら、

独自の都市を考えていくといいますか、まちづ

くりをしていくという上で、その一括交付金に

対する、対すると申しますか、市としての考え

方を現時点で明確にしながら今後市政をやって

いくべきと思いますが、その辺についてはどう

お考えでしょうか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 そのような準備を進めていく

べきものというように考えています。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） ぜひ私たち議員にも見

える形で方向性を示していただきながら、今後

とも議会とともに議論させていただきたいなと

思います。 

  それでは次に、置広の共同処理ですが、これ

については、共同アウトソーシングについては、

住基ネットのシステムの更新の中で一つ23年あ
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ったわけですが、それで23年度、24年度の分担

金といいますか、置広の処理の分担金について

は、そのシステムができ上がったことで相当分

担金が下がっておりまして、当然それについて

は、一つの電算処理の課題は、そのシステムを

独自で構築していく経費ですか、その辺が一つ

の将来の問題点かなということを思うわけです。

それで、先ほど答弁でありました標準パッケー

ジといいますか、インターネット等で回線を利

用しての共同アウトソーシングについてはその

部分が格安といいますか、経費が安いというよ

うなこともあるわけです。そういう点の中で、

今さまざまなインターネット回線等でウイルス

といいますかセキュリティーの問題が問われて

おりますが、その辺、今後の電算処理上の格安

化といいますか、効率化の中で、そのセキュリ

ティー問題というのはどのようにお考えでしょ

うか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 実は、米沢市の平成23

年度から稼働しました住民関係の基幹のシステ

ムでありますが、これも置広の共同アウトソー

シングと同じような考え方をしておりまして、

サーバーを自庁内に置かないでセンターのほう

に置きながら、遠隔でインターネット回線を使

って端末を操作をするというやり方をしており

ます。 

  当然ながらその通信網における安全性の確保

というのはやっぱり最重要課題でありますので、

市民の個人情報が漏えいする、あるいは誰かに

よって見られる、改ざんされる、こうしたこと

のないようにガードを高くしていくということ

が最大努力として必要なことになってまいりま

す。今運用しております私どもの米沢市のシス

テムにつきましてもこのことに十分に配慮させ

ていただいた上で運用しておりますので、その

データそのものの安全性を確保するその技術と

認証を持っている相手方というところに視点を

置きながら力を入れているところであります。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） それで、データシステ

ム米沢との関係といいますか、結局は民間企業

との取引ということになるわけですが、今後の

このコンピューター関係のシステムの流れがど

う変化するかもまだあるわけで、データシステ

ム米沢との契約の中の共同処理は米沢だけにな

りますが、その辺、米沢の地元企業として雇用

の問題も含めながら、データシステム米沢と置

広を通して米沢がやるのがいいのか、直接がい

いのかというのは、その辺の議論というのはど

ういうものでしょうか、米沢だけになるという

今後の経過の中で。ひとつその辺、お願いしま

す。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 置広の中には御承知の

とおり規約があって電算共同処理をやっている

わけであります。実態としては、今議員仰せの

とおり、来春からは米沢市がそのほとんどを担

ってしまうという格好になりまして、他の自治

体がこの業務に関与しないといいますか、別な

共同アウトソーシングシステムのほうに乗っか

っていくわけでありますので、どうするんだと

いうふうな議論であります。 

  これはひとえに、置広の中でこの電算共同処

理というふうな業務体系をどういうふうに整理

をしていくかということにかかってくるわけで

ありますが、まだ現実的には、米沢市がこうい

う状況になった後の姿について置広の中ではま

だ整理がついていないというふうに承知をして

ございます。当面は今のスタイル、要するに置

広を介しながら米沢市とＤＳＹの中で業務を進

めていくというふうな流れになるんだろうとい

うふうに思いますが、ただ将来的には、議員か

らもお話があったとおり、可能性としては米沢

市と相手方が契約をもって進めるという方法も

選択肢として浮上してくるのではないかなとい
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うふうには理解をしております。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） わかりました。 

  次、移ります。 

  地籍調査事業ですが、当然この事業について

は以前に着手していた経過があるので、そして

なかなかこれは国としても進まないということ

でいろいろ事業推進のためにやっておりますが、

なかなか地味な事業というか、やっぱり将来の

まちづくり、そして個人資産の保全なりという

ことであるわけで、その辺、当然地味な仕事で

すからそんなに大げさに考えないで着々と粛々

とやるべきでないかなと私思うわけです。着手

もしているわけですし。そして、基準点の確認

とかなんとかということについても、当然どこ

からやるという方向性さえ決まれば、２年間も

準備しなくてもすぐできるのではないかなと私

思うんですが、その辺ちょっと、本格的には27

年からという話はちょっと遅いのではないかな

と思いますが、その辺について議論されたんで

しょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 これまでの実施状況の経過

についてまず御報告をさせていただきますが、

先ほども申し上げましたとおり、昭和32年度に

一時着手をいたしまして、39年度に休止になっ

たというふうなことであります。昭和30年代に

実施しました地籍調査につきましては、現地調

査が行われたものの、法務局での登記簿謄本書

きかえ前に住民から固定資産税の負担が重くな

ることを理由に反対があったと、それで本事業

を休止するに至ったというふうな経過があるよ

うでございます。 

  これまでの地籍調査事業の実施状況でありま

すが、本市の調査対象面積につきましては、行

政区域面積548.74平方キロメートルのうち、国

有林等を除いた444.49平方キロメートルとなっ

ておりまして、そのうち、昭和30年代に地籍調

査を実施した上郷地区、塩井地区の22.32平方キ

ロメートルと、昭和56年度以降に土地改良事業

や区画整理事業等で確定測量事業を実施しまし

た6.34平方キロメートルの合計28.66平方キロメ

ートルが実施済み面積となっておりまして、実

施率では約６％となっております。ただ、実施

済みでありましても、当時の測量制度が不十分

であるというふうなこと、あるいは法務局への

届け出状況などを精査する必要があるというふ

うなことから、再度測量調査の実施もあり得る

ものと思っております。 

  休止はしておりましたが、地籍調査の必要性

や有効性については当市においては一定の理解

をしておりましたので、このたびの国の地籍調

査事業10カ年計画、平成22年度から31年度にわ

たって行われるわけですけれども、再開に向け

て研究を進め、まちづくり総合計画の第４期実

施計画に位置づけしたところであります。 

  ただ、25年度、26年度、２カ年、全体計画の

策定でありますとか、県との事前計画協議であ

りますとか、あるいは事前調査でありますとか、

さまざまに進めるべき課題があるようでござい

まして、予定どおり進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） 当然今は測量といって

もＧＰＳでやるわけですけれども、それで、一

番課題については、今空き家もありますけれど

も、人口が減少していく中でそういう土地のい

ろいろな情報的なものが時代の流れとともにう

やむやになっていく部分が結構これからふえる

のかなと私思いますので、そういう意味では、

事前協議なりいろいろについても、やっぱり当

然早急に進めながら早く手をかけたほうが私は

いいと思いますので、ぜひ前向きに取り組んで

いただきたいと思います。 

  あと時間も、次の日程もあるようなので、最

後に、公共交通について市長からお聞きしたい
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と思いますが、先ほど若干地域主権でありまし

たが、やっぱり今廃止代替バスの検討なんか実

験されている。赤字空気バスの問題があるわけ

で当然それはいいわけですが、ただ、視点とし

ては、やっぱり利用者、住民のための公共交通

ということを大前提にしていかなくちゃならな

いと思います。ですから、私たちは代替バスが

これからどういう方向になるのかということも

期待しておりますし、また利用者に喜ばれる、

そして将来不安のある人の不安を払拭する、そ

んなシステムにしていただきたい。ただ、今公

共交通と言われても、車社会の中で例えばＪＲ

の駅があったり、そうしても当然そこまで歩い

ていかなくちゃならない部分の考え方が昔とは

全然違うわけですね。あと、高齢化社会も５年、

10年前と全然高齢化が違う中で、やっぱり最近

議員の方も、乗り合いタクシーであったり、デ

マンド交通をやってほしいというのは、やっぱ

り地元の現実を見ながら、高齢者が本当に買い

物に行けない、あと医療機関にも満足に自由に

行けない、そして何か買い物もできない、そう

いうことも含めながらやっぱり現実に利用者を

考えた対応、あり方という部分で、空白地域の

バス廃止代替もありますが、空白地帯の部分も

同時並行に考えながら、そして、どこかの地域

からやっぱり試験的にそういう部分をやってい

くことによってもっと早期に取り組めるんじゃ

ないかなと思いますので、その辺ぜひ、廃止代

替バスの検討もということでなくて、やっぱり

もう少し空白地域の実態を見つめながら取り組

んでいただきたいと思いますが、その辺、市長、

去年の選挙後の答弁でかなりそういう要望が高

かったということがありましたので、その辺ち

ょっと今の認識をお願いしたいと思います。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 公共交通の整備というのは市

民の皆様方の切実な願いだというふうに思って

いますので、これに応えるべく力いっぱい努力

していかなくてはいけないというふうに思って

います。 

○佐藤 議長 髙橋嘉門議員。 

○６番（髙橋嘉門議員） ぜひともにそういった

意味では知恵を出しながら頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  終わります。 

○佐藤 議長 以上で６番髙橋嘉門議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前 ９時５５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時０５分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、教育力の向上と教育環境・学校管理体

制の整備推進について外１点、５番木村芳浩議

員。 

  〔５番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○５番（木村芳浩議員） おはようございます。

米沢維新会の木村芳浩でございます。 

  本日も市内のほうから西部小学校の生徒の皆

さんが議会傍聴にお越しをいただきました。ま

ずもって心から歓迎をいたします。 

  これから、私、皆さんの将来のために教育に

ついてと自然エネルギーについて市長さんを初

め市役所の担当の方に質問をいたします。ぜひ、

少しでも勉強になるように頑張ってまいります

ので、最後までお聞きをいただきたいと思いま

す。また、執行部の皆様方におかれましても、

金曜日からこうして社会科の勉強に来ている小

学生にもわかりやすく丁寧に掘り下げて御説明

をいただければと、冒頭にお願いを申し上げて
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おきたいと思います。 

  さて、米沢も師走を迎えまして、本格的な冬

の到来を感じる日々になってまいりました。平

成24年も残すところ本日を含めまして21日余り

で幕を閉じようとしております。市民の皆様、

議会場の皆様にとってどんな１年でありました

でしょうか。大震災・福島原発事故により避難

されている被災者の皆様は、進まぬ復興により

不自由な生活を今も余儀なくされていますこと

を思うと、このたび２度目の冬を迎えることに

なりました。一日も早くふるさとの復興が進め

られますことをただただ願うばかりであります。 

  そんな中始まったこのたびの衆議院選挙、各

党が掲げたマニフェストはどれも見渡す限り同

じような政策内容で、国民受けのよいことばか

りが書かれているとしか言いようがありません。

３年前に行われた政権交代によって日本が変わ

ると期待を込めた国民は、今失望と不安のはざ

まに立たされ、東日本大震災で被災を受けた被

災地３県の復興は依然と進まず、脱原発や再生

可能エネルギー・ＴＰＰ・消費税増税・社会保

障といった政策が、国民負担・消費税増税とい

う名のもとに、取り立て政策という形で始まろ

うともしております。このしわ寄せは我が米沢

市にも例外ではなく現実のものとして降りかか

ってまいります。まさに国難を迎え、未来の子

供たちに夢や希望が持てない社会になる危機感

が高く、年金で暮らす高齢者も死活問題であり

ます。この選挙戦に期待する思いは、国家再建

をかけて、国民に対してスピード感を持って揺

るぎのない仕組みを構築し、国民が望む・求め

る政策をいち早くなし遂げられる政党・政治家

が誕生してくれることを願い、早速質問に入ら

せていただきます。 

  私からの質問は、冒頭申し上げました、これ

からの子供たちが社会に羽ばたくとき、あるい

は羽ばたいた後に一人の人間としてしっかり生

きていくための糧として、今の教育の重要性、

必要性の観点から、教育力の向上と教育環境・

学校管理体制の整備についてお伺いをいたしま

す。 

  現在の日本の教育は、少子高齢化やグローバ

ル社会が急速に進む中において、知識基盤社会

の到来を迎えました。今日の学校教育に託され

た国民の思いや期待は日に日に高まってきてお

ります。日本の教育は世界最高水準の教育力を

目指して、新学習指導要領の円滑な実施や、い

じめなどの教育上の課題に対応し、教員が生徒

と向き合う時間や活動などを図ることによって

質の高い義務教育を実現するため、各学校にお

いて取り組みがなされてまいりました。教育は

生徒一人一人の人格の完成を目指すものであり、

将来にわたって幸福な人生生活を送っていく上

で大変重要なものであり、不可欠なものであり

ます。 

  また教育には、将来この国や社会・ふるさと

を担っていく子供たちを育てていかなければな

らない使命があり、国際競争力を身につけ、社

会の急速な変化に対応していくために、教育の

重要性を認識し、さらなる教育力を進めていか

なければならない時代になってきたと思うので

あります。 

  日本の子供たちがどの場所で学んでも一定水

準の教育が平等に受けられるように、平成20年

度より学習指導要領の改訂が進められてまいり

ました。３月定例会の一般質問でも申し上げま

したが、この改訂では、知・徳・体のバランス

を重視した「生きる力」を育むため、知識や技

能の習得とともに、思考力・判断力・表現力・

創造力などの育成を重視し、教科などの授業時

数の増加と教育内容の充実を図る目的がありま

す。個々の能力はさまざまであるものの、時代

を生き抜くためにこれからの子供たちに課せら

れる教育は大変レベルの高いものになっていか

なければならない時代を迎えたのかもしれませ

ん。時に今の時代背景や経済背景が物語ってい
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るように思えてくるのであります。ものづくり

の日本の産業は、生産拠点を海外に移し、流れ

作業・大量生産の時代は日本からどんどんなく

なってまいりました。これから求められるのは

全産業界におけるプロの技術者であり、研究

者・開発者なのであります。そうすると日本の

技術力・研究力・開発力は世界トップレベルで

あり、他国においては、同じものはつくれても

技術・開発・研究においてはまだまだ日本に比

べて乏しい現実があります。その象徴となった

のが、ことしノーベル生理学・医学賞に選ばれ

た京都大学の山中教授のｉＰＳ細胞ではないか

と思うのであります。本日10日、スウェーデン

において授賞式が行われるそうであります。心

からお祝いを申し上げたいと思います。そのよ

うな視点で考えると、子供たちの教育原点のレ

ベルアップはもちろんのこと、人間形成も高め

ていく時代であると考えざるを得ないのであり

ます。近年において教育界では、これからの子

供たちに、科学技術系の人材を育成していくた

めに、理数系の好きな子供たちの裾野の拡大や

子供の才能を見出し伸ばす施策を充実するなど、

科学技術・理数教育の充実のための施策を総合

的に推進するとともに、昨年度からは全国の小

学校で外国語活動を新たに導入したことを初め

とし、外国語教育も積極的に進められてまいり

ました。教育界の新時代の幕あけになるのでは

ないでしょうか。 

  そこでお聞きをいたしますが、本市において

も、新学習指導要領に基づいてこれまでの子供

たちに教育力を高める取り組みを行ってきたこ

とと思われます。本年度教育委員会が掲げた目

標・重点事業計画において、国が定めた策定を

一つの指針として、地域性・歴史性といった重

要な要素に配慮した計画とすることにより、実

効性のあるものと捉えて進められてきた中にお

いて、これまでの全体的な取り組みの成果と時

代背景を考え、理数教育・外国語教育の推進に

ついて、どのような教育指針を米沢市教育委員

会としてお考えなのか御所見をお伺いいたしま

す。 

  次に、道徳教育についてお伺いをいたします。 

  学校教育においては、人間として調和のとれ

た育成を目指し、子供たちの発達の段階に応じ

た道徳教育の指導がなされていると思います。

幼児教育では、総合的な指導のもと道徳性の芽

生えを培うことを目的とし、小中学校では、道

徳の時間をかなめとして、各教科はもとよりさ

まざまな活動とともにそれぞれの特質に応じて

適切な指導を行い、学校の教育活動全体を通じ

て道徳教育が実施されているようであります。

子供たちに対しては、生命尊重の精神や自尊感

情の乏しさ、基本的な生活習慣の未確立、規範

意識の低下、人間関係を形成する力やコミュニ

ティー能力の低下など、心の活力・生きる能力

が弱っているとの指摘や報告もなされておりま

す。このことにより、命の大切さを重んじ、い

じめを許さないといった規範意識などの確立の

根底となる道徳教育の充実とあり方が求められ

る時代になってきたと思うのであります。 

  平成18年に改正された教育基本法においては

「豊かな情操と道徳心」を培うことが盛り込ま

れ、19年には規範意識や公共の精神、生命及び

自然を尊重する精神などを育成することが盛り

込まれるなど、道徳教育の充実が図られてきた

のであります。これに伴って小中学校の新学習

指導要領においては、小学校では、挨拶などの

基本的な生活習慣、人間としてしてはならない

ことはしないといった法律や決まりの意義など

が明記され、中学校では、主体的に社会の形成

に参画を行い、企業などへの労働体験など、子

供たちの発達の段階を踏まえた指導の重点化を

図り、先人の伝記、自然・伝統と文化・スポー

ツなどを題材として子供が感動を覚えるような

魅力的な教材の開発や活動なども盛り込まれ、

各学校長の方針のもと道徳教育の推進を行うこ
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とと定められてきたわけであります。 

  このことにより、本市においても、23年度か

らあるいはそれ以前から取り組みが広範囲にわ

たりなされてきたと思います。生命尊重・規範

意識、いじめの根絶や不登校の減少など、これ

までの取り組みの成果と今後の課題についてお

伺いをいたします。 

  次に、教育環境・防災教育と学校管理体制に

ついてお伺いをいたします。 

  学校施設は、言うまでもなく教育を行う上で

基本的な教育条件の一つであります。発達段階

に応じ、教育水準の維持向上の観点から、子供

たちの安全・安心を確保するとともに、質の高

い学校施設を整備する必要があり、求められて

きております。このため、文部科学省では学校

施設の整備に役立てるための指針等を学校関係

者に周知を行い、耐震性や老朽化した教育環境

の改善等が必要となった場合において、国が国

庫補助などを行い、世界共通の課題である地球

温暖化対策として、環境負荷の少ないエコスク

ールの整備が推進されているわけであります。 

  安全で質の高い学校とは、安心して学べる学

校、地域の拠点となる学校、新たな時代に応じ

た学校、地球に優しい学校などが挙げられてお

り、学校は生活する場であるとともに応急・緊

急避難場所としての役割も果たすことから、大

規模地震や災害に備え、近年では急速に耐震化

が進められてまいりました。また、室内環境対

策では、アスベスト対策や防護シャッター、火

災報知機、エレベーター事故やガラスの飛散防

止等の非構造物の対策が求められており、事故

防止・防犯対策では、学校が十分な防災性・防

犯性に対し安全を図るとともに、不審者の侵入

や子供たちが危険にさらされることのないよう、

学校管理体制をしっかり整え、それに伴う事前

の対策と訓練が求められております。 

  本市が進めている平成24年度の目標・重点事

業計画の重点課題の項目には、残念ながら防災

教育という言葉は見当たりません。恐らく安全

教育などの一環として組み入れられているとは

思いますが、昨年東日本大震災を経験し、今も

なお地震が頻繁に起きている被災地隣県の教育

の現場に防災教育の言葉が明記されていない事

実に目を疑った市民は私だけでしょうか。 

  先日、議員１期生で岩手県釜石市にお伺いを

してまいりました。防災教育の取り組みを学ん

でまいり、地域は違えど、予測する自然災害に

対しての意識・認識は大震災が起こる前から重

要課題として取り組まれてきたそうであります。

子供からお年寄りまで周知されていたことによ

って、最小限の被害であったにもかかわらず、

一人でも市民の方が命を落としてしまえば意味

がないとまで言われておりました。釜石市教育

委員会のプロ意識をお邪魔した７人全員共感し

てまいりました。それぐらいの気概を持って、

教育現場においては、子供たちを預かる先生方

にはこれまで以上の認識を持っていただきたい

と願うばかりであります。なぜならば、子供た

ちの自助に対する教育認識に違いがあると思う

のであります。低学年と高学年のように、学

年・成長段階によっては認識力が足りていない

のではないかと思うのであります。ぜひ本市に

おいても防災教育の必要性は重要度の高い教育

政策として捉えていただきたいと思うのであり

ますが、お考えはいかがなものでありましょう

か。 

  また、学校教育の充実はその担い手である教

員の資質能力に負うところが極めて大きいと考

えられます。これからの教員には変化の激しい

時代にあって、一人一人の子供たちがみずから

学び・考え、自主的に判断し、行動していくこ

とのできる自立した個人として、心豊かにたく

ましく生き抜いていく基礎を培う教育指導を行

うことが期待をされており、そのために、教職

に対する強い情熱や教育の専門家としての確か

な力量、総合的な人間力を備えた魅力が必要で
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あり、尊敬に値する教員が重要になってくると

思うのであります。行き過ぎた精神教育、ＰＴ

ＳＤなどの社会問題を引き起こすことは絶対あ

ってはならないのであります。教職員の資質向

上のための取り組みや指導方法などについての

進め方など、御所見をお伺いいたします。 

  最後に、自然エネルギーの導入についてお伺

いをいたします。 

  昨年の６月定例会において質問をさせていた

だきましたが、国内では東日本大震災以降、あ

るいはそれ以前から議論や整備が進められてま

いりました。ことし９月14日、国のエネルギ

ー・環境会議において、革新的エネルギー・環

境戦略が示されました。その内容は、３つの柱

が掲げられ、原発に依存しない社会の一日も早

い実現・グリーンエネルギー革命の実現・エネ

ルギーの安定供給などが具体策として進められ

ていくようであり、本県では庄内地区の風力発

電に次いで、県独自で村山市の元県立園芸試験

場に大規模太陽光発電所・メガソーラーを建設

し、2013年度工事着工・稼働を目指すことにな

ったようであります。これまで懸念されてきた

積雪地帯での発電効率の低下を克服し、克雪対

策を施しながら、降雪地の先導的なモデルケー

スを目指して期待がされているところでもあり

ます。また、吉村知事は、段階的に原子力発電

への依存から脱却する卒原発を提唱しており、

再生可能エネルギーの導入拡大を目指すエネル

ギー戦略の実現に向けた取り組みを着実に進め

ていくと語っておられます。そうした県の取り

組みに県内各自治体がいち早く連携強化を打ち

出し、取り組みを図っていくことが県民・市民

から求められている政策でもあります。 

  本市においては、米沢市まちづくり総合計画

第４期実施計画において、地域住民の生活等に

不可欠な防災拠点機能を維持するために、再生

可能エネルギー等を導入し、ライフラインの確

保を図り、支援することで地球環境の保全に寄

与することが明記されております。平成15年か

ら進めてきた住宅用太陽光発電システム設置の

補助金などは、民間住宅で微増に設置が進んで

いるものの、残念ながら、公的施設への取り組

みは教材の一環として設置をされているだけの

現状であります。コスト面・財政面の問題があ

るにせよ、原発にかわるエネルギー対策を進め

ていく時期に来ていると思うのであります。本

市が目指す太陽光発電の普及政策・新たなエネ

ルギー政策のお考えがあればお伺いをいたしま

す。 

  さて、西部小の皆さん、皆さんが近い将来こ

のふるさと米沢を背負っていく時代が必ずやっ

てきます。そのために皆さんもさまざまな夢を

持っているかと思います。自分の夢や希望をか

なえるために、自分は学校で何のために勉強し

ているのか、何のために勉強しなければいけな

いのか、スポーツをしなければいけないのか。

その「何のために」ということをぜひ気持ちに

植えつけていただきたいと思います。 

  そして、間もなく年が明けますと、来年の春

は卒業を迎えます。小学校生活、悔いの残らな

いよう満喫して、勉強にスポーツに最後まで汗

を流して、そして友達・家族を大切にして、心

の強い忍耐力のある皆さんに成長していただく

ことを心から期待とエールを送り、壇上からの

質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの木村芳浩議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、自然エネルギーの導入についてお

答えします。その他につきましては部長よりお

答えをします。 

  本市における自然エネルギーの導入につきま

しては、市民への普及・ＰＲ効果という視点も

含めて可能な限り設備の導入を検討していきた

いと考えており、既に塩井学校、上郷小学校、



- 90 - 

中部コミュニティセンターにおいて太陽光パネ

ルを導入しておりますが、出力は少量で施設の

全ての電力需要を賄うまでには至らず、主に教

育用として設置しているものであります。 

  一方、ことしの６月定例会で補正予算を計上

いたしました新グリーンニューディール事業は、

非常時における避難住民の受け入れや地域への

電力供給等を担う防災拠点施設に対して再生可

能エネルギーや蓄電池等の導入を支援するもの

であります。本市では、今年度から平成27年度

までの４カ年で、防災拠点に指定されている小

中学校などを中心に10キロワットの太陽光パネ

ルと15キロワットの蓄電池を整備する予定であ

り、今年度は愛宕小学校と第一中学校で工事を

行っております。この事業では既存の施設のほ

か、今後建設が予定されております第四中学校、

新文化複合施設へも導入予定であります。この

制度はあくまで避難場所としての非常時の電力

を賄うもので、施設全体の電力まではカバーで

きませんが、公共施設への導入規模としては今

までで最大規模となるものであります。 

  公共施設への再生可能エネルギーの導入につ

きましては、今後整備を行う公共施設には可能

な限り導入を検討し、既存の施設についても今

回の新グリーンニューディール事業のような補

助制度を有効に活用しながら、積極的に導入を

検討していきたいと考えております。 

  また、平成15年度から実施しております住宅

用太陽光発電システムの設置補助金につきまし

ては、今年の11月末現在でトータル113件の実績

があり、１キロワット当たりの導入経費も、補

助制度のスタート当初は約94万円であったもの

が年々コストダウンされており、現在は約54万

円と40万円ほど安く設置できるようであります。

今後さらなる技術の革新によって設置のコスト

はもっと下がってくるものと考えられますので、

なお一層推進されることが期待されます。その

ほかにも再生可能エネルギー設備の導入の支援

については、県でもさまざまなメニューがあり

ますことから、今後とも国・県などの動向に注

目しながら、情報の収集と住民への情報提供に

努めていきたいと考えております。 

  本日は小学生の皆さんの傍聴もありますので、

あえて一言つけ加えますと、私が子供のころ、

太陽が燃え尽きたときに暗黒の世界が訪れて人

類は滅びるものと考えておりましたが、今や、

人類がよかれと思って科学技術をどんどん進歩

させた結果、このたびの原発事故や地球温暖化

のような環境の変化が訪れて、太陽が燃え尽き

る前に人類が滅びるという危険性がある時代に

なってきました。このような考えの中で自然エ

ネルギーの重要性というのは非常に大事なこと

というふうに考えております。 

  次の世代を担う子供たちはそのような時代に

生きているということを考えますと、次の世代

に対する教育もきちんとしていかなくてはいけ

ないというふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 木村芳浩議員の御質問にお答

えをいたします。私からは、２点についてお答

えをいたします。 

  第１点目は、道徳教育や心の教育の取り組み

の成果と課題についてお答えをいたします。 

  教育の目標は人格の完成であり、学校は子供

たちの豊かな人格を形成していく場であります。

子供に育てたい豊かな人間性とは、美しいもの

や自然に感動する豊かな感性や、正義感や公正

さを重んじる心、生命を大切にし、人権を尊重

する心などの基本的な倫理観、他人を思いやる

心や社会貢献の精神、自立心、自己抑制力、責

任感、他者との共生や異なるものへの寛容など

の感性及び道徳的価値を大切にする心でありま

す。このような心を育てることが心の教育であ

り、その基盤となるのが道徳教育であると考え
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ております。 

  学力、体力ももちろん必要、欠かせないこと

ではありますが、第３期米沢市教育・文化計画

の中では、道徳教育を中心とした心の教育を最

も重視して取り組んでおります。特に本市の道

徳教育の特色として、上杉鷹山公を初めとした

郷土の偉人や歴史・文化を学ぶことが挙げられ

ます。地域に根差した道徳教育を取り組んでき

たことで、郷土に誇りを持てる子供の育成が図

られてきているということは大きな成果である

と考えております。 

  また、このような指導を行うために、市独自

で副読本を作成し計画的に中学校３年生まで指

導しているということは、ほかにはなかなか例

を見ないことであり、他市町に誇れることであ

ると捉えております。 

  また、本年度も全国的にはいじめによる子供

の自殺など痛ましい事件が続きました。子供た

ちが悩みを打ち明けられる環境をつくり、温か

な人間関係を構築することが急務になっており

ます。本市では、いじめ問題の早期発見・早期

解決や、学校不適応などによる不登校問題の解

決に向け、平成14年度からスクールガイダンス

プロジェクト事業を実施してきております。各

学校においていじめや不登校などの問題の早期

発見をするための教育相談員を配置し、教員と

の連携を強化したことなどから、早期に解決で

きる事例が多くなってきていることも大きな成

果であると考えております。 

  また、不登校は平成14年度をピークに減少の

傾向にあります。しかしながら、最近は子供た

ちの人間関係が複雑化してきており、メールな

どでの中傷や、いじめが発見がしにくい状況と

なってきております。また、一度気まずくなっ

た人間関係を自分から修復することができない

子供も多く、解決まで長くかかる事案もふえて

きています。精神的な強さを培っていく必要が

あると感じております。 

  次に、教職員の資質向上のための取り組みに

ついてお答えをいたします。 

  これからの社会で求められる人材像を踏まえ

た教育の展開、学校現場の抱える課題への対応

を図るためには、社会からの信頼を受ける教員、

実践的指導力を備えた教員、困難な課題に同僚

と共同し地域と連携して対応する教員が必要と

なっています。このような社会の要請に応える

ためには、専門職としての高度な知識や技能は

もとより、教職に対する責任感、探究心、自主

的に学び続ける力等を身につけることが重要で

あります。 

  また、人と人とのかかわりの中でこそ教育が

その力を発揮することを考えると、教員には総

合的な人間力も求められています。このような

資質能力を維持するには学び続けることが重要

であり、教員である限り現状に満足せず、研修

に努めることが義務づけられております。 

  本市教育委員会としましては、国や県で主催

されている研修、初任者研修であったり、５年

経験者研修、10年経験者研修のほかに独自の研

修会を企画し、管理職を対象とした学校経営研

修会や授業改善に向けた授業改善実践セミナー

等を行っております。ほかに希望者には、短期

内地留学として先進校へ派遣し、テーマを設定

して個人研修を行っております。また中堅教員

へは、教職大学院への長期研修や国立教育政策

研究所での中央研修などにも積極的に推薦をし

ております。 

  各学校では日々の教育実践や校内研修、教育

研究団体の研究会などへの参加にも積極的に取

り組んでおり、本年度も筑波大学附属学校の教

員を招いて指導法について学ぶなど、主体的に

研修を行っております。 

  今後とも教員研修の質・量の充実を積極的に

支援する視点から、教育委員会は指導体制を確

立し、組織的・継続的な学校への助言・指導を

行っていくつもりであります。 
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  このたびの当時児童に対する体罰の件につき

ましては、児童生徒はもちろん保護者や地域の

皆様方にも大きな影響と不安を与え、その教員

のみならず学校の信用失墜にもつながりました

ことを心よりおわびを申し上げます。 

  学校教育における最も劣悪な指導方法は体罰

であるとの認識に立って、今後、再発の防止、

絶無を期し、教職員一人一人の指導力、先ほど

申し上げました総合的な人間力、この向上に向

け努力していく所存であります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、理数科教育

と外国語教育の充実について、それから防災教

育の充実についてお答えをいたします。 

  初めに、理数科教育の充実についてお答えを

いたします。 

  議員お述べのとおり、これからの知識基盤社

会の時代においては科学技術の重要性が一層高

まると言われております。しかしながら、近年

実施された国際的な学力調査などの諸調査等で、

理科、数学において習得した基礎的な知識・技

能を実生活に活用する能力や学習に対する意欲、

態度に課題があることが明らかになりました。

学校教育において科学技術の土台である理数教

育の充実が求められており、新学習指導要領で

は、理数教科の授業時間の増加や専科教員のい

ない小学校には理科支援員を配置するなど、系

統的な理数科教育の取り組みが行われています。 

  本市においても、算数、数学では、基礎、基

本的知識の理解はおおむね習得できているもの

の、それらを活用して思考・判断したり、自分

で表現したりする学習を苦手とする児童生徒が

多いという実態があります。そこで、算数、数

学に対する関心や学習意欲を高めるため、知

識・技能を身近な生活場面で活用する活動を意

欲的に取り組むようにしています。現在、多く

の小学校で算数科の学力向上を目指した研究も

行っております。また理科では、観察・実験を

積極的に行い、体験を通して発見する喜びを感

じさせるような学習を進めております。このよ

うな学習活動を充実させるため、移動理科実験

講座や夏期理科研修会などの教員研修も計画的

に行っております。小中学生の科学教室やモバ

イルキッズケミラボでは、学校ではなかなか取

り組めない分野の実験を体験できるということ

もあり、多くの参加者がおります。 

  今後も単なる知識面だけの学力ではなく、生

きて働く学力となるような学びを推進していき

たいというふうに思っております。 

  次に、外国語教育の充実についてお答えをい

たします。 

  平成23年度から小学校で外国語活動、英語活

動が必修となりました。国際化が一層進む中で、

国際社会の一員として自分の意見や考えを伝え、

主体的に行動する態度や能力の育成が求められ

ていることから、小学校では、外国語を用いた

コミュニケーション能力の素地を養うことが目

的となっています。 

  本市では、新学習指導要領の完全実施に先立

って、平成21年度から23年度まで小学校英語活

動支援事業を実施し、全ての小学校に週１日英

語指導講師を配置し、指導法を研修するととも

に、担任とともにＴ－Ｔ指導を行ってきました。

また、外国人英語講師も学校の希望に合わせて

派遣し、交流を通して文化や価値観などの違い

を実感したり、コミュニケーションをとる楽し

さを体験したりすることも行っています。小学

校の教員と中学校の英語科教員が共同で研修を

行い、中学校１年生から始まる英語科の学習へ

スムーズにつなぐようにしています。 

  このような取り組みの結果、小学校での英語

活動は教材の整備や指導計画の作成など計画的

に行うことができました。英語活動が楽しいと

答える児童も多いと聞いております。今後とも
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コミュニケーションの基礎となる関心や意欲を

高めるような指導法の研究を進めていきたいと

考えております。 

  次に、学校の防災教育についてお答えをいた

します。 

  災害はいつ、どこで発生するかわかりません。

防災教育は、さまざまな危険から児童生徒の安

全を確保するために行われる安全教育の一部で

あります。自然災害から火災や事故に至るまで

その範囲は広く、地域の特性や実態に合わせて

重点的に取り組むことが求められています。 

  本市小中学校では防災教育として年に数回の

避難訓練を行い、火災、地震、不審者発生と状

況に合わせた訓練を実施しております。風雪害

の被害も起こりやすいことから、これからは冬

期間の登下校指導も強化していく予定です。 

  また、安全教育として学級活動や各教科、行

事と関連して指導を行い、災害のときに起こる

さまざまな危険について知り、発達段階に応じ

た安全な行動がとれるように、それぞれに時間

を確保して計画的に学習を行っております。 

  本市教育委員会といたしましても、大規模な

自然災害の発生を想定して、災害について正し

い知識と的確な判断力を身につけることが重要

であると考えております。自然災害の発生メカ

ニズムを初めとして、自分の住んでいる地域の

自然環境や災害や防災についての基礎的知識を

しっかり身につけるため、今後とも教育活動全

体で指導を強化していきたいと考えております。 

  昨年度から本年度にかけて、各学校において、

生活安全や交通安全とともに防災に関する内容

も組み入れた安全教育の全体計画を見直すこと

を指導し、より実践的な防災教育を行うように

指導してきました。その結果、さまざまな想定

場面での避難訓練や、保護者と一緒に訓練を行

うなどの取り組みが行われてきました。また、

不審者が学校に侵入した場合の対応や、登下校

で遭遇した場合の対応なども警察の指導のもと

に学習しております。 

  学校は子供たちにとって安心・安全なところ

でなければなりません。今後も多様な場面を想

定しながら、いざというときに行動できる防災

教育をさらに推進していきたいと思っておりま

す。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、学校の安全

性、防災性など施設の管理体制についてお答え

いたします。 

  学校施設については、児童や生徒たちが一日

の大半を過ごす場所であるため、安全性につい

ては特に配慮しなければならないものと認識し

ております。 

  学校施設の安全性に関するもので特に重要な

ものの点検等について御説明いたしますと、消

防関係については、主に火災報知機、防火シャ

ッターや避難誘導灯などについては春と秋の年

２回点検を行っております。エレベーターにつ

いては、常用のものについては毎月、貨物用に

ついては２カ月に１度の点検を行っているとこ

ろでございます。警備に関しましては、本校26

校及び分校１校の27校については機械警備を導

入しており、点検は毎月実施しており、また現

在休校している分校についても、毎月の機械警

備の点検または巡視警備を行っているところで

ございます。 

  また、各種設備の使用マニュアル等について

は、各学校にそれに応じて配備し、危機管理体

制のもとで対応しているところでございます。 

  次に、ガラスの飛散防止については、耐震工

事のほかに、避難場所に指定されている屋内運

動場で安全ガラスや強化ガラス以外の普通ガラ

スが使用されている箇所については、今年度か

ら順次対応していくところでございます。 

  私からは以上です。 
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○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） 御説明ありがとうござ

いました。 

  まずは、自然エネルギーの導入、いわゆる太

陽光発電の必要性がこれだけ叫ばれてまいりま

した。その中で、今市長からも御答弁をいただ

きましたように、脱原発、卒原発を掲げる全国

の自治体においては、さまざまその地域性に合

ったエネルギーの導入も、10年後、20年後、あ

るいはその先までこれからの子供たちのために

も必ずや考えていかなければならない取り組み

をしていかなければならないというふうに私も

思っております。 

  そうした中で、最近ではやはり太陽光発電パ

ネルを利用した再生可能エネルギーの取り組み

というのは本当に全国で急速に進んでまいりま

した。中でも、各メーカーさんがこれまでの太

陽光パネルにかわって例えばコスト的にもある

いは軽量的にも開発が進められてきまして、も

う５年前、６年前のもののコストよりはほぼ半

額に近いものになってきたんではないかなとい

うふうに思っています。それで山形県でも、先

ほど質問でも言わせていただきましたが、メガ

ソーラーというふうな形でこれからどんどん進

んでいく中において、各自治体の課題として考

えていかなければならない現状があります。そ

ういった中で、例えば財政面、コスト面という

ふうな部分の中で、非常に投資が大きく比重が

大きいと、その中で費用対効果に合わないとい

うふうな部分も考えられるのでありますが、そ

ういった中において、民間企業の投資を利用し

て例えば公共施設の屋根を利用したり、あるい

は学校などのグラウンドを利用した形での推進

というお考えは今現状で米沢市持っていらっし

ゃるか教えていただければありがたいです。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 比較的まとまった規模

の太陽光発電については、キロワットアワー当

たり42円の固定買取制度が打ち出されてから事

業採算性が非常にいいというふうなことで、各

事業者さん、民間が主体になって、場所を貸し

てほしいというふうな話はあります。全国的に

も学校の屋根の上に設置をしたり、あるいは公

共施設の余剰な土地に設置をしたりというふう

な例が最近出てきているというふうなお話も聞

いておりますが、本市におきましてはまだ具体

的にそういった要請は届いてございません。 

  実は、耐震化も各小中学校進めている中で、

その校舎施設の屋上に新しいものを、お貸しを

する格好になるわけですが、重量物を載っける

というふうなやり方ではなくて、今回、新グリ

ーンニューディールの中で基金を活用しながら

４年間で８カ所整備をしていくわけであります

が、校庭の空き地を活用しながら自立式の太陽

光のパネルの設置を目指してまいりますので、

そうした方向をまず優先をさせていただければ

というふうに思います。 

  なお、民間のほうからそうした申し出が出て

くる場合については、個々具体的に検討はさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） 今なぜそういう質問を

させていただいたかというと、民間のほうで私

のほうにも、そういう自治体の取り組み、米沢

市でやっていませんかというふうなお話も聞こ

えてまいりました。そういった中で、実は米沢

市の公共施設の耐震性を考えた場合に、従来の

太陽光パネルを屋上なんかに設置しますとその

重さに耐えられない、耐震性の問題があると。

今、各小学校あるいは中学校においては耐震強

化の整備を進めてきたわけでありますが、逆に、

今そういった屋上なんかに設置ができない例え

ば学校あるいは公共施設というのは、米沢市、

どれくらい考えられるんでしょう。例えばこの

市役所もそうですし、例えば向かいの市営体育

館の屋上なんかはもう平面であそこにパネルを
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上げれば相当な電力供給のもとにつくれるんで

すが、耐震性の問題があるというふうに叫ばれ

てきておりますが、その辺、わかれば教えてい

ただきたいんですが。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 恐れ入ります。そこま

でちょっと準備をしてこなかったわけでありま

すが、小中学校につきましては議員から御指摘

のとおりでありますので、今耐震化が進んでい

るという状況になっております。そのほかの公

共施設、役所も含めてでありますが、耐震的な

計画をまだ具体的に持っていない状況でありま

すので、明確にこの施設は大丈夫、この施設は

ちょっと難しいというふうに具体的にお答えす

るところまでには今の段階では至っていないと、

持ち得ていないというのが現状であります。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） ぜひ、そういった話が

これからどんどん進んでいくと思われますので、

また市民の生活のために進めていただきたいと

いうことをまず要望させていただきます。 

  時間がないので、教育のほうにもちょっと触

れさせていただきます。 

  教育長からさまざまな部分で、道徳教育、こ

れからの子供たちが学び得ていく時代において

は、大変我々の時代とは違って、知識という一

つの分野においてはもう10年前、20年前から比

べれば幅の広いものになってきたのではないか

なというふうに思っておりますが、やはり強い

子供たち、心の強い子供たちを育んで育て上げ

るためには、教職員の教員としてのやっぱり自

覚というものが大変重要になってくるのではな

いかなというふうに思います。学校の先生とい

うのはやはりこの子供たちの一生の多分鏡にな

っていくのではないかなというふうに考えるわ

けでありますが、そうした中で、各職員の方々

のそういう研修などをさまざまやっていかれる

中で、米沢市として、米沢市の教員という立場

の方々が基本的に子供たちに対してこうしてい

くという基本理念的なものがあれば教えていた

だきたいんですが。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 今議員御指摘のとおり、

教員は子供たちのやっぱり鏡であると思います

し、教員の背中を見て、あるいは親の背中を見

て子供たちは育っていくということだというふ

うに思います。 

  米沢市の教育の目標ということで第３期の教

育・文化計画の中でもうたっておりますけれど

も、「生きる力を育む教育」ということを大き

な目的にしておりますけれども、その中で、キ

ャッチフレーズ的には「がってしない子供」。

がってしない子供。そこに、米沢の言葉で言え

ば、「おしょうしな」の心を持った「がってし

ない子供」。心優しく、そしてたくましい子供

を育てるということであります。さらには、上

杉鷹山公の考え方からいただいている３つの指

針でございます。倫理観の醸成であったり、目

的意識の確立、そういったものを米沢の教育・

文化計画に沿って、米沢の先生方につきまして

は毎年４月の初めにきちっと確認をして、その

ことを各学校の校長先生方の経営方針の中に生

かしていただきながら今現在取り組んでいると

ころでございます。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） 今お話ありましたよう

に、この米沢というまちはやっぱり上杉鷹山の

学問の教えがあったと思われます。その教えを

師として仰いだのが細井平州さんではないかな

と。その中には実学ということも言われており

ました。ですから、やっぱり本当の教育という

ふうな部分を子供たちに、そして山形県を考え

て、そしてこの米沢を考えますと、非常に全国

でも教育の分野に関しましては大変進んでいる

んではないかなと私も思っております。先々月

ぐらいの新聞にも載っておりましたけれども、
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企業で山形県出身の社長さんが非常に全国的に

多いんだと。やはりこれは教育がその時代に生

きた証であって、形となってあらわれたのがそ

ういったものではないかなというふうに思って

おりますので、ぜひ、教育分野におきましては、

これからも子供たちの未来のために、政策も知

識を含めた中で推進していただきたいなという

ふうに思い、要望として、質問を終わりたいと

思います。 

○佐藤 議長 以上で５番木村芳浩議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  一つ、公共工事発注時期の平準化について外

１点、16番海老名悟議員。 

  〔１６番海老名 悟議員登壇〕（拍手） 

○１６番（海老名 悟議員） こんにちは。私、

一新会の海老名悟といいます。 

  一新会というのは、米沢市議会の中に実は７

つの会派があります。会派というのは言ってみ

れば仲間ですね。それぞれの会派が仲間をつく

って議会活動を行っているというものなんです

けれども、その中で、米沢市議会議員24名いる

んですけれども、そのうちの８名がこの一新会

という会派をつくっています。その中の一人の

私、きょう海老名悟が質問させていただくとい

うことです。 

  本日は、米沢市立西部小学校６年４組の皆さ

んが社会科見学の一環としてこの米沢市議会12

月定例会の一般質問の傍聴に来てくれています。

実は偶然なんですけれども、１年前の12月定例

会、このときにおきましても私の質問の際に南

原小学校の６年生が傍聴してくれました。その

ときに南原小学校の皆さんに私のほうから贈っ

た言葉が、「少年老い易く学成り難し」という

ことわざです。聞いたことあるかどうかなんで

すけれども、まだ若いと思っていても月日がた

つのは早くてすぐに年をとってしまって、何も

学べないで終わってしまう、だから今のうちか

ら頑張りなさいよというような意味です。私自

身も39年前は興譲小学校の６年生でしたけれど

も、このことわざをもっと早くからかみしめて

いればなと思うきょうこのごろであります。 

  それはさておき、きょう傍聴に来ておられる

ほとんどの皆さん、この議会の傍聴は初めてだ

と思いますけれども、この経験をきっかけに、

将来質問をする側になるか、答弁をする側にな

るか、はたまた市長になるか。いずれにしても

何らかの憧れや目標となるような質疑応答がで

きればと考えています。私自身は無論のことで

すけれども、市長、当局におかれましても、将

来の米沢を担う子供たちに思いを伝えるつもり

で御答弁を願います。 

  それでは、質問に入ります。 

  私の今回の質問は、公共工事発注時期の平準

化と山形県立米沢栄養大学の新設について、こ

の２問です。 

  公共工事というのは皆さんの身近でも行われ

ています。きょうも恐らく学校からバスで来る

途中あちこちで見かけたと思うんですけれども、

この雪の中でも行われている道路工事、家の蛇

口をひねると出てくる水道を流す水道管工事、

川にかかっている橋の補修工事、そして、こと

しの夏休み明けには皆さんの通っていらっしゃ

る西部小学校、こちらの耐震補強工事、これも

米沢市の公共工事です。 

  この公共工事を米沢市が実施する際に、地元

の業者さんたちに注文する時期を均等にならし

てできないかということです。 
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  また、山形県立米沢栄養大学というのは、こ

れは仮の名前ですけれども、松川小学校の近く

にある米沢女子短期大学というところがありま

すが、この中に新たに４年制の大学をつくろう

としていることについて聞こうとしているもの

です。 

  まず初めに、ことしの９月から10月にかけて

行われた公共工事の入札において、入札不調が

発生した原因についてお尋ねします。 

  本年度米沢市が発注を見込んでいる公共工事

は75件ありますが、そのうちの12件が入札不調、

つまり入札が中止となってしまいました。入札

というのは、市が発注する工事を、その工事を

できる業者さんですね、これを集めて、その中

から値段が安くてしかも市が望む工事内容を満

たしている業者さんを選ぶというやり方です。 

  今の日本は景気が悪いということは新聞やニ

ュースでもよく見聞きしていると思いますけれ

ども、米沢も同様です。そんな経済状況におい

て公共工事というのは、民間の業者さんにとっ

ては代金の取りっぱぐれのない確実な仕事とし

て捉えられていたはずです。にもかかわらず、

12件もの入札が中止になってしまったことには

何らかの特別な原因があるはずです。 

  10月26日に開かれた市政協議会で報告された

資料には、中止になった理由として入札参加者

不足となっていました。中には入札参加者なし

というものもありました。一体なぜこのように

入札参加者が不足したり果ては参加する者さえ

いなくなってしまったのか。米沢市はこの原因

をどのように捉えていたのかお尋ねします。ま

た、その対応をどのようにしたのかもあわせて

お答えください。 

  次に、発注時期平準化の定着に向けてについ

て当局の考えをお聞きしたいと思います。 

  先ほども触れましたが、平成24年度の米沢市

公共工事発注見通し件数は75件となっています。

米沢市が注文をする公共工事です。これの件数

が75件あるということですね。これは昨年度の

94件に比べて19件減少していますが、問題なの

は、その発注時期です。 

  今年度の発注時期を見てみますと、４月から

６月の第１・四半期に18件、率にすると24％。

７月から９月の第２・四半期に35件、率にして

47％、半分近くありますね。10月から12月の第

３・四半期に22件、率にして29％。翌年１月か

ら３月の第４・四半期は０件となっています。

これを昨年度の比率と比較してみますと、第

１・四半期が今年度と同じ24％、第２・四半期

が54％、半分以上ですね。第３・四半期が18％、

第４・四半期が３％となっていました。ここか

らもわかるように、毎年第２・四半期が突出し

て多く、それ以降で全体の76％程度の工事が発

注されているということになっています。 

  皆さんはこの数字を聞いてもピンとこないか

もしれませんが、公共工事というのは発注され

るとすぐに着工できるというものではありませ

ん。さまざまな手続を経て実際に着工されるま

でには数カ月という時間が必要なのです。とい

うことは、第２・四半期の７月から９月に発注

された工事が実際に着工されるのは、秋も深ま

り冬が近づいているころになるわけです。 

  それでもそこにどんな問題があるのか。皆さ

んもこの時期に道路工事をしているところを見

て大変だなあと感じたことはありませんか。実

際、きょうのようなこの猛吹雪の中でも道路工

事はされているわけです。雨が雪にかわってし

まうこの時期に行う工事というのは、夏場の工

事と違って、アスファルトやコンクリートが乾

きにくいためガスバーナーを使って強制的に乾

かすことになります。その燃料代は工事代とは

別に余計な経費となってかかってきます。そし

てきょうのように、きのうからですけれども、

これだけの雪が降ってくるとどうなるか。今度

は工事を始める前に現場の除雪をしなくてはな

りません。これが夏から秋の時期にできたらど
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うでしょうか。余計な燃料代や除雪費をかけず

に済むのではないでしょうか。 

  米沢の場合、12月から３月までは雪との戦い

を避けては通れません。この時期に何としても

工事をしなくてはならないものがあるのもいた

し方ありません。しかし、もっと発注時期を前

に持ってくることによって、これらの問題はか

なりの部分、解決できるはずなんです。 

  地元の建設業者の方に聞いた話ですけれども、

夏場の天気がいいときに自分のところで持って

いるダンプカーや重機、ショベルカーですね、

こういったものを洗うことくらいしか仕事がな

い。ところが、秋から冬場の悪天候の中では山

ほど仕事をこなさなくてはならない。というの

は余りにも無駄であり無理があるということで

したけれども、これが現実です。 

  こういった状況というのは実は米沢市に限り

ません。全国共通の問題であり、国も県も市町

村も同じような問題を抱えています。しかし、

この米沢市から新たな発注制度を創造していく

ことがあってもよいと思います。この点につい

て、当局がどのように考えておられるのかお答

えください。 

  それでは、２つ目の質問に移ります。 

  山形県立米沢栄養大学、この新設に関する質

問です。 

  なぜこの時期に大学新設の、新設って新しく

つくるということですね、の質問なのかといい

ますと、皆さんもテレビで見たことがあったと

思います。11月２日に田中眞紀子文部科学大臣

が秋田公立美術大学など３大学の開設を認可し

ないと発言しました。テレビの記者会見でそう

いうことを言っていたというのがテレビで流さ

れたと思います。これは、大学設置審議会が既

に設置すべきとして答申していた結果を覆すも

のでした。この大学設置審議会というのは、も

ともとは文部科学大臣本人が、この大学を設置

したらどうか、設置していいかどうかを考えて

くださいとその審議会に諮るんですね。考えて

くださいと。で、審議会ではこの大学について

は設置すべきということになりましたという答

申を文部大臣に返すわけです。あとは文部大臣

はそれに従って手続を踏んでいくということな

んですけれども、今回はその設置審議会がオー

ケーを出していた大学に対して、突然、新しく

なった大臣がそれはなしだと言ってしまったわ

けですね。 

  その後大臣本人の発言も二転三転いたしまし

て、その結果、結局その３校とも認可すること

にはなりましたけれども、この発言をきっかけ

に大学設置基準の見直しを議論する検討会が開

かれることになりました。この検討会によって

米沢栄養大学の設置認可に対する影響があるの

か、現在の状況について御説明を願います。 

  山形県立米沢栄養大学は、学園都市推進協議

会を中心に官民一体となって長年国に働きかけ

てきて、ようやく平成26年４月の開学を目指し

て新校舎の建設にも着工したばかりです。既に

完成予想図もでき上がっています。ここまで来

て、政権末期に新任した大臣の思いつきともと

れるような発言のせいでこれまでの努力が無駄

になるようなことがあってはいけません。まし

てや、この大学への進学を希望している高校生

のことを考えればなおさらです。 

  11月中旬には山形県知事や県議会も文部科学

省に赴いて、山形県立米沢栄養大学が予定どお

り平成26年４月に開学できるように要望してき

たとのことです。 

  そこで、本市としては今後どのような対策を

とろうとしているのかお答えください。 

  山形県立米沢栄養大学は、米沢市にとって、

山形大学工学部、山形県立米沢女子短期大学に

続く３つ目の大学となり、新たな人口流入はも

とより、人材育成と交流の場にもなる重要な施

設です。そして、何よりもきょう傍聴に来てい

る小学生の皆さん、その中からもこの栄養大学
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を受験する可能性があるんです。 

  こういった点も踏まえて当局には答弁される

ことをお願いしまして、壇上からの質問を終わ

ります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの海老名悟議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、米沢栄養大学の新設についてお答え

します。その他につきましては部長よりお答え

します。 

  大学設置認可のスケジュールにつきましては、

申請前における文部科学省との事務相談が開学

２年前から開始され、開学前年の３月までに設

置認可申請が行われます。その後４月から10月

まで大学設置学校法人審議会による審査が行わ

れ、開学前年10月末にこの答申を受けて文部科

学大臣の設置認可がおりるという日程になって

おります。 

  県立米沢栄養大学の場合は、昨年度から文部科

学省大学設置室のほか関係省庁との事前相談、

準備作業を行っており、来年３月の設置認可申

請の準備を進めている段階であります。 

  今回の一連の事態は、ことしの11月２日、文部

科学省の大学設置学校法人審議会で基準に適合

しており認可すべきである旨の答申が行われて

いた３大学に対して、この答申を踏まえること

なく文部科学大臣が設置を不認可とする発言を

したことにあります。 

  今後の米沢栄養大学の対応についてであります

が、校舎につきましてはことしの10月に着工さ

れ、平成25年10月の完成を予定しております。

教員の確保も進んでいると伺っております。ま

た、大学の設置認可申請につきましては、平成

25年３月に文部科学省に提出予定となっており、

平成25年10月ごろに設置認可が決定され、学生

の募集、そして平成26年４月に開学の予定とな

っています。さらに県立米沢栄養大学は管理栄

養士養成施設としての指定を受ける必要があり、

これらのほうは文部科学省と並行して厚生労働

省との事前相談、準備作業を行っており、来年

９月に申請する予定となっております。 

  問題の設置基準の件でありますが、11月21日に

第１回の「大学設置認可の在り方の見直しに関

する検討会」が開催されており、その中では、

新たな大学が地域で必要とされているのか、大

学の財務状況が健全かなど、新たな基準を検討

していくようであります。しかし一部報道によ

れば、検討会の座長の発言では３月申請分に対

しては新たな基準をつくってそれを適用するこ

とはかなり難しいとなっているようであり、県

では検討会の進捗状況を注視しながらも、まず

は現在進めているところであります。現行の基

準のもとでの準備を引き続き進めていくという

ことであります。 

  先日、米沢女子短大主催の懇談会がありました。

出席をしたのは、短大の学長以下事務方、そし

て県の総合支庁、米沢地区選出の県会議員、さ

らに米沢市の私、副市長、そして関係部長であ

りました。その会議の中でも、仮に基準が現行

よりも厳しくなっても十分にクリアできるそう

いう準備を今進めているという大学側の発言が

あり、また総合支庁、県議会、市も一丸となっ

て、仮にハードルが高くなっても越えてそして

推進していけるように努力をしていくという合

意がなされた次第であります。 

  ですから、万が一今後示される新たな基準が大

学設置に支障が出るような状況であれば、県や

関係機関、大学と連携しながら、当初予定の平

成26年４月の開学に向けて強く働きかけを行っ

ていく考えです。 

  最後に、小学生の傍聴もありますので、あえて

一言つけ加えますと、社会の発達によって食生

活が豊かになった一方で、食生活が複雑化し、

さまざまな問題から健康を害するような事態も

生ずるようなことになってまいりました。この
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ような時代に人々が健康な食生活を送るために

も米沢栄養大学は大事な大学になっていくもの

と考えております。米沢の子供たちにもたくさ

ん入学していただいて勉強してもらいたいと考

えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１項目めの公共工

事発注時期の平準化についての御質問にお答え

いたします。 

  初めに、（１）公共工事入札不調発生の原因に

ついての御質問でありますが、入札不調につき

ましては、本市においては今年の８月下旬から

発注工事案件で発生しておりました。この件に

つきましては、10月の市政協議会で当局から報

告事項として、９月以降入札中止となった工事

契約案件として、その件数を議員御指摘のとお

り12件と報告したところでございます。その後

に１件ございましたので、現在、11月末現在で

ございますが、入札不調は13件となっていると

ころでございます。この入札不調につきまして

は、入札前日までに入札辞退者が多数となり、

入札条件に規定する参加者に満たなかったとい

うことで中止したものであります。 

  そこで、なぜ入札参加者が不足になったのかと

いうことについてでありますが、議員が述べら

れましたように、大震災による被災３県におけ

る復興事業が本格化している影響があるものと

認識はしております。市といたしましても、入

札不調が相次いだことから、９月末に市内の土

木工事それから建築工事に入札参加登録してい

る83社を対象に緊急調査を実施したところでご

ざいます。この調査結果から、入札辞退に至っ

た理由の多くが、現場に配置する技術者がいな

いこと、それから下請業者が手配できないこと

などが主な原因となっておりました。 

  次に、こうした原因について市はどう捉えてい

るのかという御質問でございますが、市内業者

への調査を行った際に、入札辞退に関すること

のほか、被災３県への作業員派遣状況や今後の

工事受注に関し問題となっていることについて

もあわせて調査するとともに、県の建設業協会

米沢支部へも聞き取りを行っております。 

  これらの調査から、具体的には次の３点に集約

できるものと思われます。 

  １点目は、東日本大震災の復興工事に市内の業

者、人手、ダンプトラック及び資材が流れてお

り、必要な時期に必要な人手、資材が入りにく

くなっている状況から、本市発注工事について

も発注工期内に完成できるのか不安があり、積

極的に入札参加することができないというもの

であります。特に人手につきましては、普通作

業員のほか大工、型枠工、鉄筋工、それから交

通誘導員などの専門職種が不足している状況に

あるというものでございます。 

  市内に工場のあるアスファルト製造業者からも

聞き取りいたしましたが、材料となる骨材が災

害復興地へ運搬されているために、アスファル

ト製造工場でストックする骨材が不足するとと

もに、チャーターできるダンプトラックが手配

できないことから、小規模な工事現場において

はアスファルト合材の出荷時期を調整している

と聞いているところであります。 

  ２点目は、国それから県を含め各市町とも９月

ごろから工事発注件数が多くなり、配置技術者

が確保できないことから、入札辞退せざるを得

ない状況となったというものであります。 

  ３点目は、年々公共工事の発注件数が少なくな

ってきている中で、建設業界においても人員整

理、統合が進められた結果、作業員の高齢化が

進んできた現状があります。このように建設業

界における人員不足と年齢構成の不均衡も工事

発注が集中したことに対応できなかった要因の

一つと捉えているところであります。 

  次に、この入札不調の解決に向けどう対応した
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かという御質問でございますが、今回の入札不

調に至った工事案件については、上位格づけ業

者への指名がえあるいは追加指名によって再入

札を執行した結果、落札者が決定しているとこ

ろであります。また、再入札の際に入札参加者

が１者のみとなったため入札を中止した案件に

ついては、随意契約により契約者を決定するな

ど、不調案件の解決に努めてまいりました。 

  なお、入札不調となった発注工事については、

資材調達や下請け先の業者選定などに時間を要

することが想定されることから、工期設定にお

きましては、余裕を持たせるなどの対応を講じ

てきたところでございます。 

  現在は本市の発注工事案件での入札中止も解消

されておりますが、今後とも発注工事案件の執

行につきましては、入札の公平性、競争性を確

保しつつ、柔軟な対応をしてまいりたいと考え

ております。 

  また、専門業者の大工、板金、左官業などの人

材が不足している現状につきましては、この人

材育成の対策に向け、国でも建設業における担

い手となる技術者や技能労働者の確保・育成に

ついて課題として認識しており、平成24年７月

にまとめられました「建設産業の再生と発展の

ための方策2012」では、その対策として、技能

労働者の処遇の改善、技術者の育成支援、建設

産業への就業促進のための戦略的広報のあり方

について掲げられているところであります。 

  本市におきましても、この国の対策にも注視し

ながら、次世代の技術者を育成できるよう見守

っていきたいと考えております。 

  次に、（２）発注時期平準化の定着に向けての

御質問でございますが、議員からは以前も御指

摘をいただいているところであり、本市といた

しましても、第１・四半期に工事着手できるよ

うに、例年12月定例会におきまして翌年度予算

からの前倒しとしていわゆるゼロ市債を活用し、

発注時期の平準化を目的に、工事の早期発注に

取り組んでまいりました。工事担当課において

は限られた人数の中で対応していることから、

発注件数は限られますが、本議会にも補正予算

を計上しておりまして、金額は前年度よりも増

加しているところであります。 

  また、予算編成方針の説明会、それから工事発

注課を対象とした担当者会議の折にも、発注時

期の平準化への対応について協力を要請してい

るところでございます。 

  今後とも引き続き市全体として平準化に努めて

まいりますので、御理解をよろしくお願いした

いと思います。 

  なお、補助事業については、関係省庁の補助金

交付要綱に従い補助金交付決定を受けてからの

工事発注となることから、一般的に第１・四半

期からの工事発注が難しいのが実情でございま

す。 

  それから、議員から平準化の定着に向けてゼロ

市債のほか繰越明許という話もあるかと思いま

すが、市全体としてのシステムづくりというこ

とについての御質問でございます。 

  これにつきましては、ゼロ市債と繰越明許を活

用して平準化を図ることができれば、第１・四

半期、通常閑散期と言われておりますが、この

時期に発注工事を増大することができ、年度末

に集中する工事完成の検査分、これについて分

散できること、それから工事担当者においては

監督業務が分散できる一方で、受注者において

は標準工期が確保される中で品質向上が図られ

るなどのメリットがあると考えられますが、特

に繰越明許につきましては、一般的には年度内

の完成が困難となりやむを得ない事由がある場

合として適用することと認識しておりまして、

これを踏まえつつ、繰越明許についてはさまざ

ま調整した上でできるだけ弾力的に対応したい

と考えているところであります。 

  議員が御指摘のように、雪が降るころの工事現

場はバーナーで乾かしながらの施工となり受注
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者の負担になっている現状もありますが、工事

期間を積雪前までと設定している関係でやむを

得ずというところもございます。一方、現場の

状況によりましては契約内容を変更して工期を

延長、場合によっては繰り越しするなどの対応

も行っているところでありますので、御理解い

ただきたいと思います。 

  最後になりますが、発注時期の平準化に向けて

弾力的に対応していきたいと考えておりますが、

市全体としてのシステムづくりということにつ

いては、このようなことから現段階ではなかな

か難しいと認識しているところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） それでは、私の当初

の質問の順番に従って再度質問席から質問させ

ていただきます。 

  先に、公共工事の発注時期の平準化という部分

について今総務部長のほうから御答弁いただき

ましたが、まずその中で、今回12件、それが11

月に入ってもう１件出てきたので13件の入札不

調が出てしまったというようなことについて、

なぜ言ってみれば入札者がそんなに減ってしま

ったのか、いなくなってしまったのかという部

分についての答弁をいただいたわけなんですけ

れども、確かに今回の場合は、いわゆる岩手、

宮城、福島、こちらへの震災復興のための工事

というのがかなり大々的に行われているという

ようなことがあって、そちらにどうしてもこち

らから人と物が流れていってしまっているとい

うようなところが一番今回の場合は大きな要因

だったのではないかということでしたけれども、

私もそういうふうに地元の業者さんたちの話を

聞いていて、そこがやっぱり大きいだろうとい

うような話は伺っていました。 

  しかし、この震災復興に対してのとにかく今の、

言ってみれば今回突然起きてきたことなわけで

すね。だから、これによってこの９月以降の入

札が突然人がいなくてだめになったと。確かに

要因の一つとしては、その復興・復旧のための

工事に人と物が流れてしまっているということ

があるとは思うんですけれども、やはり部長の

答弁の中にもありましたけれども、９月以降で

すね、いわゆる第２・四半期、この中で発注件

数がやはりふえるというところも要因の一つに

もともとがなっていると。これが両方かみ合わ

さって言ってみれば今回の入札者がいなくなっ

てしまったということだと思うんです。 

  これに関しまして言うと、確かに今回特別な理

由としてその震災復興があるということですけ

れども、この復興・復旧の工事に対する人と物

が流れていくということに対して、今後、これ

が来年度も続くというふうに見ておられるのか。

それとも、今回限りの本当に一時的な現象だと

いうふうに捉えておられるのか。その辺につい

て当局としてはどのような見通しを持っておら

れるのかお答えください。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 まずは、災害復興については

今回特別な事情だということがまずありますが、

建設業界全般に、壇上からも申し上げましたよ

うに、人員不足と年齢構成の不均衡、こういっ

た問題がすぐ解決されるわけではないというふ

うな認識を持っています。それから、国や県を

含めた工事発注時期の集中ですね。米沢市に限

らず国、県もそのように秋に集中するような状

況にあるということ。それからもう一つ、今後

の消費税の引き上げがあるかと思います。消費

税の引き上げの中で駆け込み需要がふえてくる

と。そういうことも含めまして、来年以降解決

するというようなことはなかなか判断しにくい

というふうに捉えているところでございます。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 今の答弁からしても、

やはり今後の消費増税というようなものも含ま

れることを考えれば、こういった参加者が不足
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する。参加者がというよりも、言ってみれば、

実際に現場でその工事ができる人たちが足りな

くなっているというのが今後も続くということ

は考えられるということだと思うんですね。こ

れについては、やはり今後、この後また確認を

していきますけれども、その発注時期の平準化

というか、前倒しをすることによって、少しで

もそれを分散すると、一時期に集中をさせない

ということが絶対必要になってくると思います。

これについては後ほどお伺いしますけれども、

ちなみに、今回のその公共工事入札の不調発生

の中において、今年度24年度と、あとそれから

23年度、それぞれお伺いしたいんですけれども、

いわゆる先ほど部長もおっしゃいましたゼロ市

債という工事ですね。言ってみれば予算の先食

いをしてやっていく工事になると思うんですけ

れども、このゼロ市債工事というのは、23年度

にどのくらいあって、今年度どのくらい見込ま

れるのかという点。 

  あと、それから、もうちょっと時間があれなの

であわせてなんですけれども、同様にいわゆる

ゼロ市債、債務負担行為というのは、基本的に

は市単独事業はいわゆる補助を絡まない事業で

ないとこれはできないということは、私昨年の

６月議会で質問させていただいた際に、やはり

総務部長のほうからそういうことなんだという

御説明をいただいておりますので了解しており

ますけれども、その市単独事業というのがこれ

も同様に23年度どのくらいあって、今年度どの

くらいあるのか。これによって、言ってみれば

市単独でやる事業がこれだけある。ということ

は、それをゼロ市債に持っていって次の年に持

っていくということが可能になるのではないか

なというところがあるんですけれども、この２

点についてお答えをいただければと思います。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 まずゼロ市債の関係ですが、

平成22年度に補正しまして23年度当初に施工し

たゼロ市債の数は９件でございます。それから、

23年度に補正しまして24年度に施工した件数は

同じく９件でございます。 

  それから、単独事業でございますが、23年度に

つきましては59件、それから24年度につきまし

ては43件でございます。ただ、その単独事業が、

この件数であると申しましても、この全てをゼ

ロ市債を活用して例えば当初からやってしまう

ということにつきましては、事務上の制限もご

ざいますので、なかなか難しいとは認識してい

るところでございます。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ただいま22年度から

23年度に持ってくるゼロ市債が９件、23年度か

ら24年度に持ってこれたのが同じく９件という

ことでした。市単独事業というのが、いわゆる

補助金を絡まない事業が23年度が59件、24年度

が43件あるということなわけですね。 

  確かにこれ去年も同じ質問をしたんですけれど

も、この市単独事業をそのままそっくりゼロ市

債をもって翌年に繰り越すということ自体は、

これは実際無茶な話だということは私も重々承

知しています。しかし、言ってみれば、59件中

という、この分母と分子の捉え方がいいのか悪

いのか別としても、そのくらいゼロ市債に持っ

ていける可能性のある事業があって、実際とし

てはそのうちの９件がゼロ市債として行われて

いるということを考えれば、もう少しこの比率

を上げても、上げるくらいは可能なのではない

のかなと思うんです。それをすることによって、

言ってみれば、４月から６月の閑散期にもっと

現場で仕事ができるという状況を生み出すこと

ができれば、先ほどのいわゆる入札不調に至っ

たり、あとそれから、今後見込まれるであろう

業者の減少、それからその９月からの繁忙期に

人がいなくなる、足りなくなるということは少

しでも防げるのではないのかなと思うんですけ

れども、この点についてはいかがお考えですか。 
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○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 先ほど壇上からは、今回の議

会に補正予算も計上しておりまして、金額につ

いては前年度よりも増加していると答弁申し上

げたところでございます。金額につきましては、

24年度の補正、いわゆる債務負担行為なので上

限になりますが、限度額になりますが、土木と

下水道工事合わせまして１億5,000万円弱とさせ

てもらっているところでございます。これにつ

きましては昨年は土木と下水道合わせまして

9,000万円ですので、相当程度拡充していると。

それから、件数につきまして９件と申し上げて

おりますが、これにつきましては土木、下水道

工事で18件としておりますので、相当そこにつ

いては改善できるだろうと考えているところで

ございます。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 先ほど部長も最後の

ところで、現状としてはこれを第１・四半期の

ほうにぎゅっと持っていくというのはなかなか

難しいということをおっしゃっておりましたけ

れども、今答弁されたように、23年度よりも24

年度ゼロ市債の工事がふえているという実績は

間違いなくあるわけです。私も昨年これを質問

させていただいて、今回この議会にも土木関係

でかかってきますけれども、そういったところ

を見させていただいても、担当課長に話を聞け

ば、これはやはり平準化を目指すために何とか

努力をしているところなんですという答弁もい

ただいています。そういう点からすれば、当局

としても間違いなくこの平準化に向けた努力を

されているということは、少しずつですけれど

も、感じていることも事実です。 

  しかし、本当にこれ笑えない笑い話がありまし

て、私の知り合いが建設関係のやっぱり知り合

いなんですけれども、それこそ小学生の息子さ

んと車に乗っていて、ついこの間、トンネル工

事のところにぶち当たってしまって、福島に遊

びに行きたいのに時間がおくれそうだというの

で、息子さんが「お父さん、何でこの時期にな

るとこういう工事こんなに多いんだ」というふ

うに聞いたんだそうです。そうしたら、お父さ

んが答えたのが「心配するな。俺がちっちゃい

ときもそうだった」という話をしたそうです。

そうすると、言ってみれば、その子供にしてみ

ても、ああ、じゃあこれは僕が大人になっても

変わりないのかなという話なんですね。これ、

本当にそれでいいのかなと。 

  確かに米沢市単独でできる部分というのは補助

の絡まない事業であるとか、あと、さまざまな

ゼロ市債を発注するにしても手続があるという

ことは理解しています。しかし、少しずつでも

こうやって9,000万円が１億5,000万円にふえた

というところもあって、今後もそれが見込める

のであれば、これをやはり何らかの形でシステ

ム化していくべきではないのかなというふうに

思うんです。それをすることによって、前倒し

をして、４月から６月のダンプや重機を洗って

いるときに現場で仕事ができると。雪が降って

いる中で道路工事をしなくても済むと。全部が

済むわけではないですけれども、そういうよう

なところにまで持っていけるんではないかとい

うふうに思うのは、別にこれ私だけではないと

思うんですね。現場の方々はもっと強く思って

いますし、恐らくきょう来られている小学生の

皆さんだって、その現場を見て感じることは同

じだと思うんです。何もこんなひどい天気のと

きに道路掘りしたり無理やり乾かしたりという

ことはやっている必要ないんじゃないかと思う

のは、これ当たり前の話だと思うんです。です

ので、ぜひともこの部分については、実績が少

しずつ出てきているとはいえ、何とか米沢市全

体としてこれを考えて、担当課ごとに財政を通

して予算をとるときにもこうしましょうという

話をしているというのは何度も聞いています。

しかし、それをもっと一歩進めて、今度はこう
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いうシステムでやっていくので、皆さん、これ

でやっていきましょうというところまで何とか

米沢でできないかというところなんです。この

辺になってくると総務部長一人の見解でどうこ

うというのは難しくなってくる話かもしれませ

んけれども、これは国、県も抱えている問題で

はありますけれども、米沢のように冬場極端に

天候が悪くなるところにおいては絶対的に考え

ていかなくてはならない事象だと思います。 

  また、今後、建設業界はまさに構造的に人がど

んどん今いなくなっています。技術者も高齢化

しています。実際、重機のオペレーターをして

いる方に話を聞きましたけれども、あと10年後

私がやっていられるかというと、厳しいと。そ

うした場合、自分の後輩、後継者がいるかとい

うと、実際今いないと。20代くらいの人でもう

重機を今訓練しているという人がほとんどいな

いんだと。じゃあそれどうなるのかと。非常に

怖いという話をしていました。そのときに、い

わゆる建設、土木関係の工事がこの世の中から

一切なくなってしまえばそれまでなんでしょう

けれども、そうなったら恐らく日本の生活自体

がアウトになるということだと思いますので、

そんなわけはありませんので、ぜひともこの点

も含めて米沢市として考えていっていただきた

いというふうに思います。 

  この点について、どうでしょう。市長御自身、

何かお考えがあればお聞きしたいんですが。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先ほど部長からも答弁をいたし

ましたが、やはり現実的には非常に矛盾を抱え

ている問題であるというふうに思いますので、

できるだけ善処できるように検討をしていきた

いというように思います。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 何とか、善処とか前

向きとかというのは非常に最近怪しい言葉に使

われるので、何とか本当に具体的な方策ができ

るように考えていただきたいというふうに思い

ます。 

  続いて、米沢栄養大学ですね。山形県立米沢栄

養大学。先ほど市長の答弁からも、この大学に

ついてはもう来年の３月に申請をすると。この

間の11月21日に開かれたという大学設置検討委

員会、検討会と言うんですか、その中では、新

たな基準をどうするのかというところまでいっ

たものの、実際に平成24年の３月の申請には間

に合わないというお話だったということは確か

に出ておりました。そういった点からいって現

行の基準で対応せざるを得ないのではないかと

いうのが現実的なところだとは思います。 

  なお、県のほうとしても、この基準がさらに厳

しくなったとしてもそれに十分対応できるよう

準備を整えてやっていくんだということですけ

れども、この栄養大学で実はどういう学生さん

たちが何を勉強するのかというと、管理栄養士

という資格を、国家試験をとるための勉強をす

るというところだということなんですね。この

管理栄養士、実際にどういう資格で、その資格

が今後どういった言ってみれば社会に役立って

いくのかという部分について、一部市長のほう

からもありましたけれども、この辺についてぜ

ひ、きょうはせっかく小学生の皆さんが傍聴に

来ておられますので、これからできるであろう

米沢のこの栄養大学において勉強される管理栄

養士というのがどういったものなのかというこ

とについて、わかりやすく担当部長から御説明

いただければと思いますが。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 それでは、できるだけ簡

単に御説明したいと思います。栄養士さんの存

在はわかっていると思いますので、栄養士さん

と管理栄養士さんの違いを御説明したほうがい

いかなというふうに思います。 

  栄養士さんは最低でも２年以上の専門学校を卒

業して、それぞれ都道府県知事がその免許を差
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し上げるという制度であります。管理栄養士は

４年間の専門の養成課程を卒業した上で、国家

試験を受けて合格した者のみに与えられる厚生

労働大臣の免許が与えられて仕事をするという

中身になります。 

  仕事の中身につきましては、平成14年に法律改

正があって、栄養士さんと管理栄養士さんの業

務分担が明確になっております。例えば病院に

おいてお医者さんなどと連携をしながら患者さ

ん個々に合った栄養指導を行う場合、これは管

理栄養士さんに認められるものというふうにな

っておりまして、診療報酬もいただけるという

格好になっております。それから介護施設など

においても、ケアマネジメント、栄養に係るケ

アマネジメントについては管理栄養士の仕事に

なっておりまして、管理栄養士の配置加算など

も受けられるというふうになっております。 

  全国的にもやっぱり栄養士さんよりも高度な知

見と業務内容ができるということになっており

まして、県内でも管理栄養士の数は年々増加を

しているというふうなニーズのある職業だとい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 簡単で御丁寧な説明

ありがとうございました。予定であれば平成26

年の４月に開学するであろうこの山形県立米沢

女子栄養大学ですけれども、無事、女子じゃな

い。済みません。女子はありません。山形県立

米沢栄養大学。男子も入れます。男子も入れま

すよ。そちらについては、26年３月となれば、

本当に今来られている小学生ももう中学生です

よね。もう高校受験が始まるとなれば、本当に

具体的な目標になり得る大学ということですの

で、これは当然議会も全面的に応援するもので

ありますし、官民一体となって今までやってき

た経緯もございますので、米沢市におかれまし

ても、ぜひ山形県と一致協力してこの県立栄養

大学が無事平成26年４月に開学できるよう努力

されますことを御祈念申し上げまして、私の質

問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○佐藤 議長 以上で16番海老名悟議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、「まちの広場」を廃止する条例につい

て外２点、22番鈴木章郎議員。 

  〔２２番鈴木章郎議員登壇〕（拍手） 

○２２番（鈴木章郎議員） 政鱗会の鈴木でござ

います。 

  先ほど外を眺めましたら大変な吹雪の寒いと

きに、傍聴席に大変たくさんの足を運んでいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  新文化複合施設の建設地を「まちの広場」と

したことに、中部地区住民より反対デモや署名

運動並びに要望書が提出されていることは、市

長初め当局の知るところであります。 

  「市民が主役の市政」、「行政と市民の信頼

関係が大事だ」と言っておられる市長が、８月

の25日の中部コミュニティセンターでの説明会

で市民とのあつれきがあったことや、９月３日

中部コミュニティセンターでの座談会で反対意

見が多かった等、まちの広場への建設は到底市

民に理解されていない現況であります。 

  このまま強引に事を進めれば行政と市民との

信頼関係は間違いなく失われますが、市長は今
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後どのようにして市民との理解を得ようとする

のか、しないのか。それとも、市民の声を無視

して建設を強行するのかお聞きいたします。 

  まちの広場に関する条例についてお伺いいた

します。 

  まちの広場に新文化複合施設を建設すべく、

９月議会において土地の調査費、設計料の予算

が計上され、議決されましたが、まちの広場を

壊すには、「広場」と位置づけされている都市

計画法並びにまちの広場に関する条例の廃止が

必要であります。 

  しかしながら、この手順を踏まずして予算が

執行されました。この行為は違法かつ不当であ

るとして住民訴訟の手続がとられ予算執行が差

し止められた場合、あるいは３月議会に上程す

るであろう「まちの広場に関する条例の廃止」

が否決される場合もあります。当局が言う３月

議会に「まちの広場に関する条例の廃止」を、

この上程の期日は妥当なのでしょうかお伺いい

たします。 

  ショッピングビル株式会社と交わした覚書に

ついて御質問をいたします。 

  覚書の一つに、土地購入の際に売り手に利益

の出ない取引とありますが、利益とは売値から

原価を引いたものであり、原価に何を加えるか

は明記されておりません。たな子への立ち退き

料などを含めれば大変な額の原価となり得るわ

けで、この覚書がいかに危険であると思うが、

当局の見解をお伺いいたします。 

  また、新文化複合施設の建設地をまちの広場

と決定した要素に、「１期計画で行えるので他

の案と比べ費用が少なくて済む」とありました。 

  現在のまちの広場に計画する建物の建築費と

まちの広場の解体費、まちの広場がなくなるた

め歴史公園に仮につくる広場の造成費、ポポロ

跡地へ正式につくるまちの広場の土地購入費と

造成費、それぞれ個別にその費用をお答え願い

ます。 

  加えて、ポポロ跡地土地購入費ですが、既に

ことし８月23日、ショッピングビル株式会社と

覚書が交わされておりますが、その時期をいつ

ごろと想定しているのかもお答え願います。 

  要望書では歴史公園への新文化複合施設建設

が述べられております。その場合の建築費は幾

らと試算しているのか、これもお聞きいたしま

す。 

  最後に、ＮＨＫの立ち退きについて、私はこ

れに質問しております。ＮＨＫの立ち退きにつ

いて３月に陳情書が出ておりますが、私は質問

で、当局が今後どのように対処するのか３月議

会で質問いたしました。現況の説明を求めます。 

  壇上から１回目の質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの鈴木章郎議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、まちの広場を廃止する条例につい

ての概括的なお答えをいたします。その他につ

きましては部長よりお答えをします。 

  新文化複合施設の建設地変更については、ポ

ポロビルのテナント問題が解決しないことで、

都市再生整備計画期間の平成26年度までに中核

事業の新文化複合施設が完成できなくなれば中

心市街地の活性化に重大な影響を及ぼし、今回

の国の制度がどうなるか不透明な状況において、

時期を逸すれば財源確保が難しくなり施設整備

自体が困難になる、早期建設への市民や関係団

体の方々から強い要望があるなどから、建設地

変更についての議会とのさまざまな費用シミュ

レーションを含めた協議を踏まえて総合的に判

断した結果、現計画期間内に完成できるまちの

広場に建設地を変更することにいたしました。 

  このような建設地の変更に至る経過や理由等

については全員協議会の場において説明を行い、

８月開催の臨時議会において、まちの広場に建

設するための設計費等に係る補正予算の議決を
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いただいて、９月15日号の広報に４ページにわ

たる記事を掲載して広くお知らせをしたところ

であります。 

  しかしながら、一部の市民の方においては、

建設地変更に伴う内容と意義について十分理解

していただくまでには至っておらず、反対の御

意見をいただいていることも承知しております。 

  今後とも引き続きさまざまな機会を捉えてこ

の事業の必要性や経過を説明するとともに、特

に市民の方に広く御理解をいただくために、広

報等を積極的に活用してお知らせをしていきた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 それでは、私からは、

市長答弁以外の部分でお答えをさせていただき

ます。 

  多岐にわたっておりましたが、まず最初に、

まちの広場の条例についての御質問にお答えを

したいと思います。 

  まちの広場の条例は、設置をされている目的

や実際の管理や使用方法等の手続を定めたもの

であります。また、広場の都市計画決定は広場

機能を長期的視点に立って担保をするための手

続であります。まちの広場の機能は現在も有し

ており、市民の方々には新文化複合施設の建設

に支障がない範囲でできるだけ長く使用してい

ただきたいと考えております。 

  このことから、いつからまちの広場が使用で

きなくなるのか、設計を進めていく中でスケジ

ュールを含めた検討を行い、廃止をする日にち

を明確にして説明をしていく必要があるため、

新文化複合施設の基本設計を進めようとする段

階での条例廃止の手続は難しいものと考えたと

ころであります。同様に都市計画決定の変更に

ついても、広場機能の効用が失われる時期を見

据えながら実態に即した変更が必要であり、条

例の手続と同時期に変更することが望ましいと

考えております。 

  これまでも新文化複合施設の予算等を議論い

ただく中でこれらの手続が必要であることは議

会に御説明を申し上げてきておりますし、他の

公共施設を建設するに当たって、設置及び管理

に関する条例が必要な場合であっても、同様に

予算を先行させて完成及び供用開始の時期を見

据えることができるようになった時点でこれら

条例の制定を行ってきているところであります。 

  次に、覚書についての御質問にお答えをいた

します。 

  覚書の第３条においての「利益を生じない」

という意向でありますが、これについては地権

者側と確認を既にしておりますが、現在裁判中

でありますので、その推移を見守っている段階

であり、現時点で具体的な条件や金額について

話し合いが行われているわけではございません。

覚書の第４条で「取引は関係予算が議会で議決

された後に成立する」というふうに規定してい

るように、価格交渉を含めて、実際に取引を行

う段階においては、当然ながら予算の議決を要

するものでありますので、議会へは御相談を申

し上げていきたいと思っておりますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。 

  次に、まちの広場の解体費でありますが、ま

ちの広場の解体費につきましては、現在、新年

度の予算要求に向けて検討中でございます。記

念碑などの移設を含めて約二千数百万円程度の

費用を見込んでおります。また、この費用につ

いては都市再生整備計画事業の補助対象経費と

して認められるため、国からの交付金を受ける

ことが可能であります。 

  次に、ポポロビル跡地に広場整備をする場合

のビル解体費や造成費を含めた事業費について

の御質問であります。 

  ポポロビル跡地に新たなまちの広場を建設す

る場合、ビル解体費や造成費についてでありま
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すが、本市がビル解体を行う場合、不確定要素

が現時点では多くありますので一概に言えませ

んが、約２億数千万円程度の解体費が伴うので

はないかというふうに考えております。また、

広場の工事費につきましては、現在のまちの広

場と同程度の整備を行うことを想定いたします

と約２億円程度が必要であり、総額約４億数千

万円程度の整備費用が必要になってくるものと

考えております。これを第２期の都市再生整備

計画の認定を受けて行うとした場合は約40％の

交付金が受けられるということになります。 

  次に、まちなか歴史公園の造成費についての

御質問でありますが、当該事業の整備費につき

ましては、平成23年度の当初予算において8,140

万円が予算化されたものであります。収入財源

として国からの交付金を40％と、起債に対して

後年度交付税措置される事業でもあります。 

  しかしながら、関係者などとの協議に時間を

要したことから平成23年度内の執行が難しくな

りましたので、平成24年度に明許繰越予算とし

ての処理を行ったところであります。このこと

から、今年度中の事業完了が必須条件となって

いるものであり、現在整備工事が発注済みであ

り、来年３月末までの工期の予定で工事が進行

中であります。 

  次に、新文化複合施設の建設場所がまちなか

歴史公園になった場合の整備費についての御質

問であります。 

  新文化複合施設を（仮称）まちなか歴史公園

に整備する際には多くの課題がございます。当

該地については歴史公園用地として取得済みで

あるとともに、整備工事が発注済みであり、今

年度中に必ず完成しなければならない事業とな

っております。また、平成26年度までの計画期

間となっている今回の都市再生整備計画の事業

完了はスケジュール的に困難であり、第２期の

都市再生整備計画で取り組むことになります。

その場合には国から交付される割合が現在の約

40％から約24％まで低下する見込みであります。 

  また、現在までポポロ用地及びまちの広場で

費やした用地測量費、地質調査費、基本設計費

などの調査費や、歴史公園として取得をした用

地費に係る交付金の返還、それから起債の繰上

償還、修正工事費など、総額およそ２億4,000万

円のかかり増し費用が発生することが予想され

ております。 

  このような条件のもと、歴史公園を建設地と

して都市再生整備計画全体として試算をいたし

ますと、市の負担額はおおよそ33億3,000万円と

なります。一方で、本市が計画をしているまち

の広場への建設及びポポロビルのテナント撤退

後にその場所に新たな広場を整備をする場合を

都市再生整備計画全体として試算をしてみます

と、市の負担額はおおよそ29億5,000万円となり、

両計画の市の負担額で比較をしてみますと、新

文化複合施設をまちなか歴史公園へ建設する場

合は、本市の今の計画よりも約３億8,000万円の

負担増となることが見込まれるところでありま

す。 

  それから、次に、ＮＨＫ米沢ラジオ中継送信

所についての御質問にお答えをいたします。 

  ラジオ中継送信所については、継続してＮＨ

Ｋ山形放送局と交渉をしている段階にございま

す。特に、現在の老朽化した送信所を近々建て

かえることにつきましては、山形放送局と東京

の本部との協議により当面凍結との判断をいた

だいているところであります。現在は技術面で

の調査、つまり移転した先でも現在と同様のラ

ジオ電波の送信が可能かどうか市内の広い範囲

で測定調査を行っていただいているところであ

ります。 

  移転候補地についてでありますが、ラジオ送

信所の性格上、最低でも50メートル掛ける50メ

ートルの広い敷地が必要なこと、また、ある程

度の湿地が望ましいことから、伝導率の問題が

あるようであります、河川などの水辺近くが適
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地とされております。そのほかさまざまな条件

があることから候補地もある程度限定され、現

在のところ数カ所を想定をしながら、先ほど申

し上げました技術面での調査を行っていただい

ているところであります。 

  この技術面がクリアをされますと、次は費用

負担を含めた具体的な交渉に移ってまいります。

その後移転先を決定をし、ＮＨＫから総務省に

新たな中継所の所在地を申請することになりま

す。さらに、ラジオなどの電波送信所の移転に

ついては国際規約があり周辺隣国への照会手続

などがあることから、移転着工までにはさまざ

まな手続があるとのことであります。 

  このことから、このまま交渉が順調に進み本

市とＮＨＫとの移転について合意が得られたと

しても、移転完了までには相当の期間、最低で

も５年というふうに伺っておりますが、こうし

た期間を要することになりますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。 

  次に、設置当時の契約内容とその後の改築等

に伴う契約の有効性についての御質問でありま

したが、当初契約は昭和27年の１月に米沢市と

仙台中央放送局との間で「市有地の貸借及びそ

の他の契約書」を取り交わしております。そこ

では、米沢放送局設置のための敷地といたしま

して現在の土地を無償で貸与するとの内容のほ

か、費用負担についても取り決めをしてござい

ます。その後、当初契約の翌年であります昭和

28年の３月に、用地の部分について当初契約か

ら切り離して別個の契約を締結しているようで

ありました。内容は当初の契約と変わりはあり

ませんが、いずれにしても、ＮＨＫが業務上の

必要により構築物を増設することを無条件に承

認する内容となっておりました。詳しい経緯な

どの記録は残っておりませんが、当初放送局と

していた木造の局舎は昭和40年代に現在のもの

に建てかえられたようであります。市民への良

好なラジオ電波の送信といったそもそもの送信

所の目的のために建てかえがなされたものであ

りますから、契約条項からしても、これを認め

ないわけにはいかないとの当時の判断があった

ものというふうに推測をしております。 

  しかしながら、現在は当時と違い、町並みの

維持、景観保全に対して市民の関心が非常に高

まっており、本市といたしましても、松が岬公

園周辺につきましては、歴史と文化にあふれた

良好な空間として後世に残し伝えていきたいと

考えておりますので、老朽化した現在の送信所

の建てかえの時期を逃すことなくＮＨＫとは粘

り強く交渉を続けていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） 一番最初に、中部地

区の方からあの今のまちの広場を残してくれと

いう声が今非常に上がっていまして、そして今、

行政、市長との信頼関係は非常に溝ができてい

るのかなと。そこで市長のほうは今後さまざま

な機会、また広報等でいろいろお知らせをして

いくとありますけれども、市長が中部地区の方

に、コミセン等を使ったりとかそういうところ

で、粘り強く、まちの広場を壊してここに何と

しても新文化複合施設を建てさせていただきた

いというような、自分からの声で行動をなさる

つもりはないんですか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 今度の土曜日の夜、さる団体

から、必ずしも中部地区の方々とは限らない構

成メンバーだと思いますが、さる団体からやは

りこの問題について話を聞きたいという御要望

があって、出前市長室という形で説明をするこ

とになっております。そのようにして、ほかに

もさまざま機会を捉えて説明をしていきたいと

思っています。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 
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○２２番（鈴木章郎議員） そういうさまざまな

機会を捉えた中で、やはりこの事業は反対だと、

市長と、やっぱりまちの広場は残してくれと、

そういうふうな声、理解が得られなかった場合

はどうしますか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 議会に説明をして、そして議

決をいただいて、なおかつそれを実行しなかっ

たなどということがあってはならないと思って

おりますので、議決をいただいたとおりに執行

していく、そういう努力をしていかなくてはな

らないというように思っています。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） 議会も市民の代表で

すから、市長はその声は重いという認識だと思

っておりますが、でも、市長は、どうしてもそ

このポポロ館跡地がだめだったから、横見たら

市有地があったと、そこでその建設をやってい

くと。そういうふうに私は捉えております。や

はり地元の方の声、この声を無視して建設を強

行するのかなと、今後。私はそう思うんですよ。

ここでまた想定してやってしまうと堂々めぐり

になってしまうので、次に移りますけれども。 

  条例についてお聞きいたします。 

  先ほど部長のほうから、条例廃止については

スケジュール的なものは何ら問題ないとありま

したけれども、これが、私の考えであれば、予

算が2,000万円ついているわけですよね。それ執

行されたと、今回まちの調査費云々ということ

で。しかしながら、条例、まちの条例の改廃を

しなければあそこに建設はできないと常々委員

会等とか市政協議会でお伺いしましたけれども、

もし、この前回のポポロ跡地と同様に先行の地

質調査、設計料が無駄になる危険があるわけで

すよ。条例廃止が通らなければ。このリスクを

どのように捉えておりますか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 現在私はそういう想定

はしていないところであるわけでありますが、

議員からの御質問の中で、仮に、そのまちの広

場の設置条例の廃止について認められない及び

来年度の当初予算について認められないという

ふうな判断になった場合に、これまで費やして

きた経費についてどうなのかというふうな御質

問であります。 

  そのこれまで費やしてきた経費をいつからの

時点で考えるかというところもあるわけであり

ますが、８月の臨時会以降再び設計業務に移っ

ておりますので、それ以降３月末までの発生す

る経費を想定いたしますと、今議員からもあり

ましたが、基本設計及び実施設計が進むことに

なりますので、この経費が約3,900万円程度、そ

れから、改めて用地の現況測量、地質調査をさ

せていただきました。これが700万円程度。トー

タルいたしまして約4,600万円程度が、経費とし

て無駄になるといいますか、必要外の執行にな

ってしまうという状況になるようであります。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） やはりまちの広場に新

文化複合施設の建設にはやはり最後に大きなハ

ードル、まちの広場の条例改廃というのがある

わけでありますよ。私も本来ならば予算計上と

一緒に改廃も上げるべきだと思っておりました

けれども、行政の手続上、３月に条例の改廃を

上程すると。わかりました。 

  でも、そもそもポポロ館予定地は、２年近くも

前から立ち退き交渉が難航していることを知り

ながら議会に報告せずに、魚民は協力してくれ

るだろうという思い込みが2,059万円の無駄金を

生んだわけで、この２年間に当局は借地借家法

を勉強していればショッピングビル株式会社の

取引がいかに危険であるかが学習できたはずで

あります。当局は法というものを本当に軽く見

て、真摯に勉強するという努力を怠った結果の

失策と言わざるを得ない。市長は大学で法を学

んだと聞いております。市長室前に市庁舎管理



- 112 - 

規則で禁止されている「自由の風」ののぼりを

上げて、市長が認めればいいのだと開き直って

おられますが、裁量権者がみずからを裁量する

ことが御法度であることは常識であります。こ

のように法を軽く見た結果、思いが2,059万円の

無駄を生んだことであります。今般も手順を踏

まないという法を軽んずる行為は、ポポロ館予

定地同様また経費が無駄になる可能性が大であ

ることを警告して、次に移らせていただきます。 

  ３番目の、先ほど当局のお答えで、まちの広場

解体費には二千数百万円、ポポロ跡地土地購入

費２億数千万円、また造成費に２億とお答えに

なっておられますけれども、ここで、歴史公園

にかかわる広場の造成費についてお伺いいたし

ます。 

  12月１日広報よねざわのほうにまちなか歴史公

園が出ております。この広報に載っているこれ

は、このイメージは、ことし３月、産業建設常

任委員会で、歴史公園は名ばかり、児童遊園地

ではないかと、遊具の施設ですか、3,000万円の

補正費計上が否決されております。で、この時

点において新文化複合施設の建設予定地はポポ

ロ館跡地であったはずです。思い出してくださ

い。その後、建設をまちの広場に変更した際に

まちの広場の機能を歴史公園に持たせると説明

しておられますよね。おられますよね、これ。

で、天満神社付近の土地購入予算、あくまでも

歴史公園として議会のほうで承認されたわけで

ありますから、用途変更の手続が必要ではなか

ったのでしょうか。現にポポロ館跡地が建設不

可能となったとき出された案がまちの広場への

建設であります。このとき、ポポロがだめだか

らまちの広場に文化複合施設を建てると。もう

議会全体が、それはないでしょうと。現在あそ

こはイベント等、年間数十万人使われていると

ころであります。それも、ポポロ館跡地建設を

断念、数日しかたっていない変更であって、全

員協議会では総スカンを食らったところであり

ます。そんな中、８月臨時会にまちの広場への

建設地変更に伴う補正予算が上程されたとき、

信じられないことに12名の議員が賛成をいたし、

これが可決となったわけであります。うなずい

た理由は、わかっていますよね。このことによ

り、議会を軽視した証拠がこの図ではないんで

すか。 

  また、同じまちの広場の機能を持たせるといっ

た場所が、当初の遊具を取っただけの歴史公園

であります。これどうやってまちの広場の機能

を持たせるんでしょうか。今言いましたとおり、

歴史公園を持たせるとしたら、まちの広場の機

能は具体的にどういうことなのか。このままの

計画図で工事を進めるのか。また、用途変更が

あるのか、ないのかお伺いします。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 まちなか歴史公園につきまし

ては、今発注して工事を進めているところでご

ざいますが、基本的には当然広報に載ったよう

な形で進めるというふうなことでございます。 

  歴史公園というふうな、（仮称）歴史公園でご

ざいますが、公園としての性格は今も変わって

いないというふうなことでございます。 

  それから、まちの広場の機能でございますが、

（仮称）歴史公園の中で、補完的にまちの広場

の機能を受け入れることができるというふうな

ことでございます。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） 当初の変更からなった

ときに、当局は、まちの広場を壊しその機能を

歴史公園に持たせると言っているはずなんです

よ。この場所で。まちの広場を壊すこととそこ

への新文化複合施設は、設計図まで予算化した

のに、まちの広場の代替地についてはもとのま

ま何も考えていない。これではまちの広場を愛

する市民の方が反対署名の運動を起こすのは当

然であります。これは。市民の既得権を奪うに

しては余りにも配慮のない計画ではないのでし
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ょうか。 

  この答弁は時間もあれなのでもらわないですけ

れども、次のポポロ跡地の土地購入について質

問いたします。 

  先ほど質問で、土地と購入は相手方が争ってい

るのでわからないと。現在係争中の物件である

わけですから結審には相当な時間がかかると思

います。それに、借地借家法によると、契約を

終了させようとする場合は更新拒絶を通知しな

ければならず、賃貸人がこの更新拒絶の通知を

行うためには正当事由が必要となると28条に定

めております。その正当事由でありますが、公

の図書館に供するという事由はなくなった現在、

魚民の勝訴となり、そのまま長年にわたり入居

の可能性が大であります。その間、歴史公園に

つくる仮のまちの広場で各種イベントが行われ

ることになるんですけれども、議長のほうに許

可をもらってパネル掲示をさせていただきます

けれども、まちの広場、ここですよね。イベン

ト、Ｙ－１グランプリとかですか、あと産業ま

つり。そのときは、まちの広場でなくこのまち

の広場線を潰してやっているわけですよ。この

イベントを歴史公園のほうへ持ってきますと、

相当劣っているんですよね。面積的にも。議員

の皆さんも、相当劣っていると。 

  よく市の職員が、市の職員で構成する労働組合

では既得権の主張を言っておられますが、まち

の広場を利用する市民にも既得権があるわけで

すよ。新文化複合施設を望む人のためにまちの

広場を愛する人々の既得権を奪う行為は不当で

あると言わざるを得ない。 

  また、広報よねざわで３万2,000を配布し求め

たアンケートの結果、まちの広場に建設を希望

したのは28通だけです。それに比べ、まちの広

場の存続を願う運動には6,000名近い署名が集ま

っております。新文化複合施設を願う市民がい

ることは認めますが、しかしそれを上回るまち

の広場の存続を願う市民がいることも、当局、

これは事実であります。 

  市長は「市民が主役の行政」、「市民が主役」

をうたって３期目の当選を果たしたわけであり

ますが、自分の都合のよい28名の意見を尊重し

数千人の意見を無視する。「市民が主役」とは

いかなるものか、市長はどうお考えですか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 おっしゃっている御意見につき

ましてはさまざまに論理的な矛盾があって、お

答えしようがありません。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） 論理的な矛盾、じゃあ

そこをおっしゃってください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 広報の折り込みで全ての市民の

御家庭にいっているわけですが、そこの中から

108通の御意見が来て、そして、そこの中でそれ

ぞれ意見が幾つかに分かれました。でも、その

数とそれから署名の数を比較するということ自

体、同じまないたにのっているものではありま

せん。同じ土俵にのっているものではありませ

んので、その比較によってどうのこうのという

こと自体がまず、同じ土俵にのせること自体が

まず妥当でありませんし、そして、さまざまに

話があれですのでちょっとよくわからなくなり

ましたが、そういう数の比較自体がありません

し、そしてあとは、議会で議決を経て、経たも

のをその署名が議決したものをひっくり返すそ

ういう法的効力が何かあるのであれば、そこで

議論がスタートするということになりますが、

全くそういうような法的なものがなくて、そう

いう中で議決をこの数でひっくり返す、もしく

は議決には従わないような執行の仕方をしろと

いうようなふうに求められても、それは答えよ

うがないということです。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） いや、市長、答えない

とだめですよ、それは。 
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  時間があれですので、次に移ります。 

  ８月23日にショッピングビルと交わされた覚書

について質問しますけれども、覚書を抜粋しま

すと、「地権者に利益が生じないことを基本と

した土地等の取引を行う。取引は、米沢市議会

における関係予算等の議決を得た後に成立す

る」とありますが、この文言がいかに危ないか、

これより説明いたします。 

  市は歴史公園予定地として天満神社付近を購入

しましたが、このとき直接地権者から購入する

のではなく、社会福祉法人あづま会を経由して

購入しております。この行為は不法として市長

は刑事告発されておるわけですが、このことは

司法判断に委ねるとして、問題はその購入価格

であります。 

  ここに示しますけれども、あづま会は市が購入

する天満神社の土地を、最終購入日平成23年１

月、地権者より坪単価７万5,000円で購入しまし

た。それを市は坪単価16万円で購入しておりま

す。ちなみに平和通り駐車場は平成22年７月に

坪単価９万円で売却されておりますけれども、

さらに不思議な取引を市は行っております。こ

れ天満神社ののり面のパネルですけれども、平

成23年８月、市はこののり面を16万円で購入し

ております。あづま会を経由しないで地権者か

ら直接購入すれば、30年も前に工事が行われ継

続して天満神社が使用していることなので、時

効取得によって無料の土地であります。 

  それでは、なぜ近隣土地の実勢価格が坪単価７

万5,000円や９万円の土地を市は16万円で購入し

たかと申しますと、山形在住の不動産鑑定士の

評価を根拠にしております。これがまた問題で

あります。これが評価基準となっている地番で

す。門東町三丁目、門東町二丁目、ちょっと飛

んで、飛んでもうちょっと違うところの本町二

丁目、この平米ですけれども、取引、わかりや

すく坪で出しております。このように余りにも

高い高額な坪単価を抽出しており、喫緊に取引

された先ほどのあづま会と平和通り駐車場のデ

ータが省かれておるんですよ。 

  話を１回覚書に戻しますが、この手法でショッ

ピングビルと当市の取引が行われれば、求める

ポポロ館の土地評価額は坪単価40万円と想定さ

れます。覚書に、先ほど申しましたけれども、

土地購入に際し売り手の利益の出ない取引とあ

りますが、利益とは売値から原価を引いたもの

で、原価に何を加えるかは覚書には明記されて

おりません。魚民への立ち退き料や長期にわた

る減収分を含めれば大変な額の原価となり得る

わけで、坪単価40万円の土地代でも利益が出な

いようにというテクニックが可能であります。 

  このように、この覚書がいかに危険であるかが

わかろうかと思いますが、坪単価40万円は議会

承認されないだろうという方がいると当局には

思われると思いますが、ことしの４月、まさか、

まちの広場を壊しての新文化複合施設計画は議

会承認されないだろうと思われた事案が可決に

なったわけですよ。当初ポポロで建てる文化複

合施設をたった数日で目の前のまちの広場、議

会もあれはもうだめだろうと、通らないだろう

というものが通った事例があります。あったわ

けです。 

  であるからして、覚書も契約書も効力は同じで

あることから、私はこのような危険を含んだ覚

書の破棄を求めますが、今回の覚書の契約破棄

に関するお考えはどうですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 議員、少し誤解をされて

いる部分がありますので、そのことをちょっと

申し上げながらお答えしたいというふうに思い

ます。 

  この覚書についての第３条の規定については、

乙に利益が生じないことを基本とした土地取引

という意味は、もともとはショッピングビル、

あのビルと土地を含めて市に寄附してもいいん

だと、中心市街地活性化に役立てていただきた
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いというところからスタートをしたその原点に

また立ち返りましょうという意味であります。 

  ただ、さまざまな経緯の中から、ビルの解体に

ついては、公共がやるよりも地権者、民間でや

っていただいたほうが安く上がろうし、また早

く済むだろうという中から、こちら側からお願

いをした経過もあるわけでありますが、民間側、

所有者側のほうで建物の解体をしていただきた

いというふうに基本的にお願いをしてまいりま

した。で、そのことにより発生した経費を売買

価格として補塡をしていかないと相手様に対し

て申しわけのない結果になるわけでありますの

で、そういう意味での土地の売買というふうな

格好で24年の当初予算にも計上させていただい

たというふうな経過があります。ただ、その中

でも、当然ながら価格の交渉については、かか

ってくる解体費、必要経費の部分だけをとらま

えながら地権者と改めて交渉して、鑑定価格、

評価額の範囲の中で決定をしましょうというこ

とにしておりましたので、そういう意味では、

利益が発生しないという形で売買をしていこう

という流れでありました。 

  次に、解決した暁にまた同じ手法になるのか、

あるいは、改めて話し合いをしたときには、解

体は地権者側ではできないと、市側でぜひやっ

てくれということであればまた別の方法になっ

てくるわけでありますが、ここの中で申し上げ

ているのは、利益が発生しないというのは、も

ともとの発想が地権者側からの提供だったとい

う部分を尊重して、改めて解決した暁に甲乙で

協議をさせていただきたいという趣旨でありま

すので、御理解をぜひお願いをしたいというふ

うに思います。 

  こういう経過でありますので、この覚書につい

てはこのまま有効として締結を続けさせていた

だきたいと。これを破棄する考えはないところ

であります。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） 当局はこの覚書は破棄

しないと。この覚書で進めていくということで

理解をいたします。 

  そのまちの広場の解体ですけれども、やはり地

元住民の意見を聞かずして、また、使える財産

を壊すということは地方自治法、地方財政法に

おいて不法にて不当であるとして、近いうちに

住民監査請求そして住民訴訟が行われると聞い

ております。もし住民訴訟により予算執行差し

とめの司法判断が下れば、当局が考えている計

画は白紙になるわけであります。法的手段を踏

まず市民の意見を無視して計画を進める現在の

やり方は必ずや後々問題を引き起こすと思われ

ますが、必ず行われるという住民訴訟に対して、

市長はどう思われますか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 法に背いてとか法の趣旨にそぐ

わないというような趣旨の御質問がずっと出て

いるわけですが、決してそのようなことはなく

て、きちんと法の趣旨にのっとって法的な手続

を踏んで行政を行っておりますので、そのよう

な状況にはならないというふうに思っています。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） 断言されました。その

ようなことにはならないと。覚えていてくださ

い。 

  それでは、最後の質問に入りますけれども、Ｎ

ＨＫ。先ほど３月に陳情が出て、当局は５月に

ですか、ＮＨＫ側との交渉等を早急に行ったと

ありますけれども、今米沢市として考えている

のは、ＮＨＫさんに今の場所を移ってもらうと

いうことでいいんでしょうか。 

  あと、もう一つですけれども、ＮＨＫさん側は

今の場所で今後事業を行っていくということで

いいんでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 まず１点目、市の考え方

でありますが、先ほど答弁しましたように、市



- 116 - 

としては、やはりこれはかつてから何度となく

移転の話が住民側を含めて出てきたわけであり

ますので、移転をしていただくのがベストだと

いうふうな考えに変わりはございません。 

  ＮＨＫ側でありますが、ＮＨＫ側として最終的

な決断はこれからさまざまな調査や交渉の結果

によって決まるものでありますので、今軽々に

こちらから申し上げることは控えさせていただ

きたいわけでありますが、これまで私もＮＨＫ

と交渉を何年か前にさせてもらった経過があり

ますが、ＮＨＫ側としては、当時は移転を望む

のであれば原因者である望んだ側の費用負担に

よってやってもらうのが一般的なルールである

というふうなことに固執をしてきたわけであり

ますが、今現在は、やはり米沢市側からもこう

した要望を何回となくさせてもらっている経過

の中で、できれば移転をしながらといいますか、

自分で土地を求めながらというふうなところも

頭の中にあっての今交渉が続けられているとい

うふうに私は理解をしているところであります。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） やはりあちら側の費用

負担ですよね。これは相当な額のあちらからの

提示はあるんですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 先ほど申し上げましたよ

うに、今回につきましては、局舎の老朽化を前

提にして、建てかえを前提にしてどういうふう

にＮＨＫ側で予算をつくっていくかということ

からスタートしたわけでありますが、さっきお

答えしましたように、まだ交渉に入っておりま

せんので、具体的にどういうふうな負担割合に

しましょうかというところは全く白紙の状態で

あります。 

  ただ、今使えるものを全部だめにしてどこかに

移転してくださいというお話ではなくて、ＮＨ

Ｋとしては老朽化したものを建てかえようとし

ているという前提があるわけでありますので、

その分は少なくともＮＨＫさんが自力でやって

いただける部分として前提としてあるものとい

う理解はしてございます。そのほかの通信施設

をどうするかはこれからの話であります。 

○佐藤 議長 鈴木章郎議員。 

○２２番（鈴木章郎議員） やはりあの場所は、天

地人放映で観光の産業としていかに重要な場所

であるかと思うんですよ。やはりコンクリート

でなく、ある意味、あそこに歴史公園をつくっ

ていただけるのが非常に景観的にもよろしいか

なと思っているところでございます。 

  それで、やはりまちの広場、地元住民の方もぜ

ひともあそこは残してくれということで強い要

望で、私どもＡ４判で新聞の広告入れたんです

けれども、非常に反響が大きかったです。なぜ

今どきにまちの広場を壊して新文化複合施設な

のかと、やめてくださいと、なぜ今この時期に

と、そういう声が非常にありました。 

  最後のまちの広場の廃止の条例、これが大きな

ハードルでございます。最後の望みがあるわけ

ですから、その望みを、私はあそこにまちの広

場を残すべく、行政そして市長のほうに反対の

声を大にしてこれから言っていきたいと思って

おります。 

  以上で質問を終わります。 

○佐藤 議長 以上で22番鈴木章郎議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  一つ、学童保育の障がい児受け入れ人数に応じ

た補助加算を次年度予算に盛り込むべきではな
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いか外３点、８番高橋壽議員。 

  〔８番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○８番（高橋 壽議員） 私の質問は４点です。 

  学童保育の障がい児受け入れ人数に応じた補助

加算を来年度予算に盛り込むべきではないか。 

  ２つ目は、小学校のスタート支援員、特別支援

教育サポーター、学習チューターを来年度も継

続できるように予算措置すべきではないか。 

  ３点目は、自家生産の野菜などの放射能を測定

できるように測定器を用意すべきではないか。 

  そして最後の４点目は、県が策定した第３次雪

対策基本計画と行動計画に連動して、米沢市も

雪対策基本計画を策定すべきではないか。そし

てまた、今年度から県が新たに創設した雪対策

総合交付金を米沢市はどのように活用すること

になっているのか、以上の４点についてお伺い

をしたいというふうに思います。 

  まず、第１点目の、学童保育の障がい児受け入

れ補助加算についてお伺いをいたします。 

  このことについては学童保育連絡協議会の市長

要望でもここ数年毎年出されております。そし

て、さきの９月議会では、国、県に対して意見

書提出を求め、米沢市当局には独自に予算措置

を求める請願が全会一致で採択されたことは御

案内のとおりでございます。 

  そこでお伺いをいたしますが、来年度から実施

できるように来年度予算に盛り込むべきと考え

ますが、どのようにお考えなのかお伺いをした

いというふうに思います。 

  次に、第２点目は、小学校スタート支援員、特

別支援教育サポーター、学習チューターを来年

度の継続を強く求めてお伺いをしたいと思いま

す。 

  このことについては９月議会でもただしました。

教育委員会としては、これらの事業について

「継続すべきもの」と高く評価をしておりまし

た。しかしながら、財源が県の緊急雇用対策事

業に求めざるを得なかったという経過から、県

の事業の終了とともにこの事業の終了を余儀な

くされようとしています。 

  ９月議会での私の質問に対して教育委員会では、

「この３事業の成果はこれまでの事業に引き継

いでいきたい」といった趣旨の答弁をしており

ました。この答弁は、「やむなくそうせざるを

得ない」といった教育委員会としては大変「つ

らい答弁」であったというふうに考えています。 

  この３事業は、本市の小中学校現場の声を教育

委員会がしっかりと受けとめて、これまでの実

績の上につくり上げた米沢市教育委員会独自の

施策として始まったもので、私は大いに評価す

べき事業と考えています。緊急経済対策の臨時

的な事業の財源で始めざるを得なかったもので

はありますが、本来であれば、財源を教育委員

会の教育予算に計上し、実施できるようにすべ

きものと考えるものです。 

  そこで、９月議会に引き続きこれは予算編成権

を持つ市長にお伺いいたしますが、この３事業

を来年度も継続できるように来年度予算に計上

し、父母、教職員、そして何よりも子供たちの

声に応えていくべきものと考えますが、どのよ

うにお考えなのかお伺いをしたいというふうに

思います。 

  ３点目の質問は、自家製野菜などの放射能を測

定できるように測定器を準備すべきものと考え

ます。 

  先日、市民の方からこのようなお話をお伺いを

いたしました。「市内のスーパーで流通してい

る野菜は放射能検査をして大丈夫とは思います

が、家庭菜園や地場ものの野菜として売られて

いるものは放射能の検査はなされているのでし

ょうか。安全なのでしょうか。安全なものを孫

たちに食べさせてやりたい。市民が自家製の野

菜などを持ち込んで測定してもらえるように、

放射能の測定器を市で備えていただけないもの

でしょうか」といったものでした。 

  私はこのお話をお伺いをし、市民の皆さんの中
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にはまだまだ食べ物に対する放射能汚染の心配

と不安は払拭できていないと。そしてまた、福

島第一原発の事故後の現状が依然として放射能

を放出しているということを直視すれば、消費

者側からとそして生産者の双方からの不安と心

配に応えていく必要があるというふうに考える

ものです。 

  そこで伺いますが、自家野菜や地場野菜の放射

能検査を測定する検査機器を準備し、測定した

いという市民の声に応えていく必要があるとい

うふうに考えますが、いかがでしょうか。 

  最後に、４点目の質問です。 

  山形県は、平成22年に策定した第３次雪対策基

本計画とこれを具体的に実施するために行動計

画の改訂版をこのほど策定をいたしました。改

定したことの背景としては、平成23年、24年の

２年連続の豪雪、これで高齢者を中心にした多

数の死傷者が発生したこと、そして県民生活や

産業活動のさまざまな分野にわたって非常な影

響を及ぼしたことを挙げています。そして「豪

雪時にも十分に機能する実効性ある雪対策を着

実に推進していくこととした」というふうに書

いてあります。 

  そして、改定のポイントを２つ挙げています。

「豪雪は災害であるという認識」の観点に立っ

た計画としたこと、そして、これまでの６つの

柱に、新たに７つ目の柱として「豪雪時におけ

る災害対策、災害救助に係る体制の確立を追加

した」というふうにしています。 

  雪対策行動計画については、「基本計画の見直

しを踏まえて、具体的な取り組みの内容と仕組

みなどを示すために新たに策定した」というふ

うにもしています。行動計画に基づく具体的な

事業は、５年間、つまり平成24年の今年度から

28年までの期間で事業展開していくことになり

ます。 

  そこでお伺いをいたしますが、米沢市では、県

のこの第３次雪対策基本計画の改訂版と具体的

な事業展開を定めた行動計画をどう受けとめて

米沢市の雪対策に生かそうとお考えなのでしょ

うか。 

  私は、この計画を米沢市の雪対策に生かしてい

くためには、県の基本計画に連動させる形で米

沢市の雪対策基本計画を策定する必要があると

いうふうに考えます。県が今後５年間で事業展

開する事業の受け皿をちゃんと準備しておく必

要があるのではないかというふうに考えていま

す。 

  米沢市は、1983年（昭和58年）、今から30数年

前になりますけれども、雪対策の総合的な計画

「米沢市克雪まちづくり計画」を策定していま

す。その後は総合的な計画は策定されずに個々

の対策で対応してきたようです。この機に改め

て総合計画の策定も必要な時期と考えるもので

す。当局のお考えをお伺いをしたいというふう

に思います。 

  また、改定された県の基本計画の具体的な事業

として、今年度から新たに「雪対策総合交付

金」を創設いたしましたが、米沢市はこの交付

金を、まず今年度、そして今後５年間どのよう

に活用しようとお考えなのかお伺いをしたいと

いうふうに思います。 

  以上、４点について質問いたしますので、答弁

をお願いいたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの高橋壽議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは雪対策基本計画についてお答えをい

たします。雪対策総合交付金を初めその他の項

目については、部長よりお答えをいたします。 

  このたび県が策定しました第３次雪対策基本計

画でありますが、平成23年及び平成24年の２年

連続の豪雪では、多数の死傷者や建物の被害発

生など県民生活に深刻な影響を及ぼしたことか

ら、豪雪への対応を踏まえ計画を見直すととも
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に、雪対策行動計画を新たに策定し、実効性の

ある雪対策を着実に推進していくこととされて

おります。この計画の内容は、保健、医療、福

祉など民生分野、除雪体制の充実、公共交通網

の確保などの生活基盤分野、農林水産業、商工

業の振興などの産業振興分野など多岐にわたっ

ております。 

  県の計画に沿った市独自の計画をとの御提案で

ありますが、県の計画は豪雪地帯並びに特別豪

雪地帯を意識したものであり、その内容は本市

の取り組むべき課題と施策の方向にほぼ一致し

ていることから、改めて本市独自の計画を策定

するのではなく、県の計画に沿った施策の実現

を目指していくことが重要であると考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、学童保育の障

がい児受け入れについて人数に応じた補助加算

についてお答えいたします。 

  放課後児童クラブにおいて障がい児を受け入れ

た場合の指導者・指導員加配に対する補助の充

実に関する請願がさきの議会で採択されました

ことは、重く受けとめております。 

  そこで本市といたしましては、県の子育て支援

担当部署などと県内全ての福祉事務所長、福祉

担当課長が参加して開催されました平成24年度

秋季山形県都市福祉事務所長・課長連絡協議会

定例会の席上、この件を議題として提案いたし

ました。その結果、参加者からの同意を得ると

ともに、県からは市長会への議題としても提案

いただきたいとの要望を受けたところでござい

ます。したがいまして、本市としましては次回

の市長会議題として取り上げていただくよう事

務を進めてまいります。 

  また、市単独補助にて障がい児の受け入れの補

助対応をというお話でございますが、これまで

も放課後児童クラブへの補助につきましては国、

県の補助とタイアップして実施してまいったも

のでございます。したがいまして、このたびの

障がい児対策につきましても同様に県などの補

助事業とともに実施させていただきたいと考え

ているところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、小学校スタート支

援員、特別支援教育サポーター、学習チュータ

ーを次年度も継続できるように予算措置すべき

ではないのかという点についてお答えをしたい

と思います。 

  まず、これら３つの事業の成果について御説

明をいたします。 

  初めに小学校スタート支援事業についてです

が、小学校１年生入門期の不安を解消し、良好

な学校生活への適用を図るため、スタート支援

員を配置して児童の学習や生活全般の支援を行

ってまいりました。平成23年度は８名の小学校

スタート支援員を配置し、小学校８校に派遣を

いたしました。平成24年度は９名を配置し、小

学校９校に配置をしています。 

  特に、小学校１年生の担任補助や個別指導の

必要な児童への学習支援、集団生活への適応の

ための支援などを重点的に行い、児童の学習意

欲の向上、学習習慣の定着などとともに、小学

校入学時の不登校の未然防止や児童の情緒安定

に大きな効果が見られました。結果、小学校１

年生の学校不適応が減少したと言えます。 

  続いて、特別支援教育サポーター派遣事業に

つきましては、特に重い障がいを持つ児童生徒

が在籍している学校へ特別支援教育サポーター

として介護補助できる職員を配置し、安心・安

全な学校体制を確立するとともに、障がいを持

つ児童生徒の介護のサポートを行ってまいりま

した。平成23年度は５名の特別支援教育サポー
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ターを配置し、小学校５校に派遣をしました。

平成24年度は７名を配置し、小学校７校に派遣

しています。 

  特に、肢体不自由障がいや重い知的障がいを持

った児童が在籍している学級に配置し、学習支

援や生活支援を行いました。教室移動や体験活

動などでのサポートができ、保護者や教職員も

安心して、各学校の教育活動上、重要な役割を

果たしておりました。 

  最後に、学習チューター派遣事業につきまして

は、基礎的、基本的学力の定着を図ること、個

に応じた指導を行うことを目的とし、小学校に

おいて担任を補助し、児童の学習を支援するた

めの学習チューターを小学校へ派遣してまいり

ました。平成23年度は７名の学習チューターを

配置し、小学校７校に配置をいたしました。平

成24年度も同様の配置をしております。 

  特に、複式学級での担任補助や個別指導の必要

な児童への学習支援、習熟度別学習などを重点

的に行った結果、児童の学習意欲の向上、学習

習慣の定着などの効果が見られました。 

  今後、この成果をどのように引き継がれていく

のかという点についてお答えをいたします。 

  これら３つの事業につきましては緊急雇用創出

事業を活用しており、予定では平成23年度まで

でしたが、平成24年度まで１年間延長して実施

をしてまいりました。本事業が終了することに

ついては各学校へ連絡をしております。各学校

においてこれまでの成果をもとに指導法に生か

していける部分を引き継いでいくように学校体

制や協力体制について見直しを図ってもらう予

定でおりました。過去形ですけれども。しかし、

先週末のことでありますけれども、緊急雇用事

業の25年度追加募集がありまして、当然のこと

ながら希望することとなりました。この３つの

事業を通して、幼稚園・保育園と小学校、小学

校と中学校、特別支援学級と通常学級などの連

携を密にすることが重要であると感じておりま

す。追加募集に漏れた場合でも、それぞれ講師

間の連結を強化し、指導法の共有化を図るため、

学びのかけ橋づくりを図っていく事業として成

果を引き継いでいきたいと考えております。 

  また、県の各種加配教員、別室登校加配、ある

いは児童生徒指導加配等、あるいは避難児童生

徒支援のための加配措置等、該当するものには

強く今後も要望していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２点、御回答申し

上げます。 

  まず１点目ですが、３項目めの自家生産の野菜

などの放射能を測定できるよう測定器を用意す

べきではないかとの御質問についてお答えいた

します。 

  食品中の放射性物質への対応につきましては、

厚生労働省が平成24年４月から食品の安全・安

心を確保するため、放射性物質についての新し

い基準を定めております。一般食品につきまし

ては１キログラム当たり100ベクレルとなってお

り、これによりまして安全な食品が流通するよ

うさまざまな機関において検査が行われている

ところであります。 

  山形県におきましても、食の安全・安心を確保

するため、野菜類、魚介類、果実類、穀類、キ

ノコ類など数多くの県産農畜産物等を対象に放

射性物質の検査を昨年３月から継続して行って

おり、平成24年11月29日現在で、これまでの検

査の結果、全て厚生労働省が定めた基準値を下

回っております。こうした県の検査結果では、

本市の農畜産物における野菜や果樹、米、大豆、

ソバ等についてはセシウムなどは不検出との検

査結果が出ております。今後も本市地元産であ

る露地物の野菜などの検査が予定されていると

ころであります。 

  また、市内の空間放射線量につきましても、市
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内を400メートル四方に区切った区画内の主に人

家が存在する816地点の空間放射線量の測定の結

果では、局地的に数値が大幅に高いいわゆるホ

ットスポットはなく、放射線は低い水準であり、

除染や被曝量調査が必要な状況ではないことが

わかっております。 

  このように、市内の空間放射線量の測定結果並

びに県内各地及び本市の農畜産物等の放射性物

質の検査結果によりまして、農畜産物の安全性

を十分確認していることから、本市独自に測定

器を購入して食品の放射性物質の検査を行うこ

とは現段階では考えていないところでございま

す。 

  なお、参考でありますが、福島市におきまして

は、平成24年３月１日より各地区の支所などに

食品等簡易放射能測定器を新たに設置し、市内

38施設で家庭の食品中に含まれる放射性物質の

測定を行っておりますが、10月の結果を見ます

と、キノコ類におきましては基準値を超えるも

のがあるものの、家庭菜園で栽培する大根、白

菜、サツマイモ、里芋、ミョウガ、それからリ

ンゴなどにつきまして、基準値を超える数値は

検出されていない状況にございます。 

  次に、４項目めの雪対策総合交付金につきまし

てお答えいたします。 

  県の雪対策総合交付金は、市町村が実施する地

域の実情に応じた雪対策を支援するため、県議

会９月定例会上程の補正予算に計上されたもの

であります。県が策定した雪対策基本計画及び

雪対策行動計画とともに、10月末から11月初め

にかけて県内各市町村に事業内容の説明がなさ

れたところでございます。 

  また、交付金につきましては、県全体総額

8,400万円を、人口、面積、財政力指数、積雪度

などの客観的な指標に基づいて各市町村に配分

するものでありまして、本市においては配分額

が420万円と決定されたところであります。 

  本市では以前から雪に強いまちづくりの推進に

取り組んでいるところであり、今年度について

は配分額を考慮して、当初から実施を予定して

いた事業に対し雪対策総合交付金の活用を考え

ているところであります。具体的には、要援護

者対策事業として、今年度派遣回数を２回から

３回に拡充する高齢者等雪下ろし援助員派遣事

業に、また、住民からの除雪依頼への対応を向

上する事業としましては、雪おろし等の依頼や

除雪業務へ円滑に対応するための臨時職員の雇

用に活用しようとするものであります。このほ

か町内会等の排雪費への一部助成事業、それか

ら空き家の除排雪、果樹園地に続く作業道の除

雪に活用しようとするものであります。 

  また、新年度の御質問もございましたが、新年

度以降につきましては、県の雪対策基本計画そ

れから雪対策行動計画の推進に資し、市民の安

全・安心を向上させる事業について新年度の予

算編成過程の中で検討していきたいと考えてお

ります。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） それでは、学童保育の障

がい児の受け入れ加算についてお尋ねいたしま

すけれども、この間、９月の議会の請願の全会

一致の採択を受けて、県なりあるいは市町村の

担当部署のところで議題に出して働きかけて、

県からは逆に、先ほどの答弁ですと、次の市長

会の議題に上げていただきたいと促されたとい

うことですけれども、私は、恐らく県からもそ

ういう形で促されたということですし、米沢市

だけでなくて、９月の時点でも山形市からも具

体的な要望として県のほうに上がっていたとい

うこともありましたし、９月の県議会でもこの

問題が取り上げられているということも考えれ

ば、来年度の恐らく県の予算には計上されてい

くんだろうというふうに思います。 

  それで既に県のホームページに載っております

けれども、県では、来年度平成25年度の当初予
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算要求概要というこういうのが各部局から今上

がっていて、ホームページに出ているわけです

ね。この学童保育関係の担当部局である子育て

推進部のこの要求概要を見ますと、この障がい

児受け入れに対する助成の拡大、新規というこ

とで出ております。ですから、子育て推進部の

ほうでは予算要求として出しておりますので、

これが予算編成具体的になっていく中で外され

るのかどうかわかりませんけれども、県の意向

としては来年度これでやっていこうという話に

なっているようであります。それは御承知です

よね。承知だと首振っておられますけれども。 

  それで、お願いしたいというか要望したいのは、

この手の新規事業は、大体やっぱり県が新年度

予算で県議会で議決されますと、実施が大体７

月以降、あるいは年度の後半で初めて事業展開

されるということになるわけですね。先ほどの

答弁ですと、これまでもそういう形で県の事業

にあわせて米沢市も予算を組んでやるというの

が妥当だと、米沢市単独でやるということでは

ないんだという話ですけれども、そうなると、

来年度、県で新規事業として障がい児の受け入

れ加算の事業を展開したときに、やはり米沢市

は７月以降、早くて。通常どおりやって年度の

後半。そういう時期に展開せざるを得ないとい

う状況になるというふうに想定されますけれど

も、そういうことでよろしいんですか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ただいま議員から御紹介

ありましたように、県のほうでも放課後児童ク

ラブにおける障がい児受け入れ推進ということ

で、御質問の内容の補助が出ているということ

で私どものほうに通知ございます。ただ、今の

ところ概算でということで、その詳細はやはり

不明でございます。私ども予算を執行するにお

きましても、やはり具体的な県のほうからはっ

きりとした実施要綱等を頂戴し、それに見合っ

た形で現場のほうの調査をかけたりして必要額

を算出する必要があるといったことから、やは

り当初というよりは、県の内容が明らかになっ

た時点で私どもとしても予算を組まざるを得な

いというふうなことでございます。 

  したがいまして、県のほうともタイアップして

それぞれこれまでも補助という形で追加してき

たわけなんですけれども、例えばということで、

最近では放課後児童クラブに対する耐震診断・

耐震改修、それから低所得者への利用支援事業、

これらについてもやはりある程度のタイムラグ

がございました。ただ、やはりこれらについて

もきちっとした数字を確定して金額を充ててな

ければならないということでございますので、

この障がい児に関しましても、県から発出され

る要綱等を確認させていただいて、補正などの

手法をもって予算の確保を図りたいというふう

に考えているところでございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） これまでもこの手の事業

で、県内の他市のほうでは既に４月から始めて

いて、米沢市では、今の答弁のように、県の予

算が確定して要綱などで内容がつまびらかにな

った後に、米沢市が補正で組んでようやく７月

ごろに早くて事業展開する。あるいは年度後半

でやっと事業展開する。年度内でやれればいい

んですけれども、場合によって、ほかの市は当

該年度で実施しているのに米沢市は１年見送っ

て次の年から始めたということも多々あったと

いうふうに私は思います。認可外保育園の２人

以上の子供さんをお持ちの場合の２人目の子供

さんの保育料の軽減についても、既にこの事業

を県で展開始めたときには、当該年度で鶴岡市

は４月から始めていたのに米沢市は１年見送っ

て翌年から始めたということがあったわけなの

で、そういうことにならないように、もう既に

今予算要求で出ているし、当局でもおわかりだ

というお話でしたので、その辺は何度か県のほ

うにもう県議会のほうにも内示も出るわけなの
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で、情報交換というか、情報をいろいろお話を

して、やはり４月当初からできるような対応と

いうのは考える必要があるというふうに私思い

ます。やはりこの間ずっと学童保育関係の皆さ

ん方が何度も米沢市に要求してきて、ようやく

県でも各市町村から上がってきてこれをやりま

しょうという話が具体化されるわけなので、何

とか４月からできるように工夫ってできないも

のでしょうか。これはやっぱりできない話です

か。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 繰り返しになりますが、

やはりその要綱の中身というのが、どうも私ど

も想定しているものと県のほうで考えていらっ

しゃるのがまず同じなのかどうか。やはり最終

的には公費を使う補助でございますので、その

辺、正確に判断させていただかないと額などの

決定はできないものというふうに考えておりま

す。 

  繰り返しになりますが、やはり形をはっきりさ

せた上で補正予算なりを計上させていただきた

いというふうに思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） そうしましたら、少なく

とも４月にさかのぼって４月分から支給すると

いうふうなことは何としてもお願いしたいとい

うふうに思います。 

  やはり年度途中からということになると、指導

員を採用するといったってなかなか難しい話で

すし、何よりも、本当にこれ困っている状況の

中をどうやって対応していくかということで何

度も何度もこれまで出てきた話なので、それは

補助金の、あるいは予算の組み立てのあり方か

ら考えれば、そういう答弁も当局の答弁として

は妥当なのかもしれません。しかし、例えば一

旦立てかえる形でやるということも私はできる

と思うんですよ。２月内示が出たあたりで、や

はり情報交換して、一旦米沢市で立てかえて、

以前立てかえて結果的に返還せざるを得なかっ

たという状況はありましたけれども、その辺の

ところは学童保育連絡協議会の皆さん方とよく

話をして、そういう場合によっては返還もあり

得るということをもし確認できれば、私は、４

月に米沢市単独で一旦立てかえて、それで事業

をスタートさせておいて、県の事業が具体的な

形で明らかになって補助金額が決定したときに

それで調整していくということも、私は手法と

して市民のことを考えたら妥当な対応だという

ふうに私思います。 

  やはり当局のこの予算編成、あるいは県の予算

の流れからすればそういう答弁は当然なのかも

しれませんけれども、もう少し市民のほうの側

を向いた対応というのも少し考えてみるという

ことも私は必要だというふうに思うんですよね。

なかなか難しい話なのかもしれませんけれども、

やはり本来ならば、これだけ補助金加算をお願

いしたいということが何年間も出てきたわけな

ので、本来は単独予算で本当は組んでもいい話

だと私は思うんですよね。それは単独で組めな

いというのはどういうわけかわかりませんけれ

ども、少なくともそういう構えを持っていただ

きたいというふうに思いますけれども、いかが

ですか。 

  私は本来ならば単独で組んでほしいんですよ。

でも、単独で組めない予算上の全体としてのお

考えの上で、そういうふうに県の補助金とあわ

せてスタートするという話なんですけれども、

どうですか、そこは。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 まず、２つあったように

思います。できない場合さかのぼって出すこと

はできないのかというふうなお話でした。こち

らのほうは、これも県の要綱に載っているわけ

なんですけれども、それが可能である場合は、

当然のことながらそのような対応はしなければ

ならないというふうに思います。 
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  あと、やはり私どものほうでも、先ほど申し上

げましたように厳密な数字をもって予算化して

計上と。議員の皆様の議決を頂戴しているとい

う関係からまずはその厳密な数字を出すといっ

たところで、今のところの情報ですと、その子

供さんの数に対しての指導員の数の割りつけの

ようでございます。そうすると、年度がかわっ

て、果たして25年度になってことしと比較して

どのくらいの子供さん、障がい児の方なんです

けれども、それが入られるかといったところを

確認しなければなりません。したがって、その

辺の数字確定させたところで、先ほどの話につ

ながりますが、きちっとした数字を計算させて

いただきたいというふうに考えているところで

す。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） そうしましたら県のほう

に強く、２月の県議会で議決されて予算執行す

るということになりましたら、要綱を早く出し

てほしいということを強く求めていただけます

か。できるだけ要綱を早くつくっていただいて、

４月からスタートできなくても５月あるいは６

月からスタートできるように対応してください

と、それが米沢市の学童関係者の強い要望だと

いうことを県に申し上げていただけますでしょ

うか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 なお、そのように要望し

てみたいと思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） ちょっと順序ずれますけ

れども、時間の関係で。 

  最後の雪対策の総合計画のところでお聞きしま

す。 

  米沢市単独でその総合計画をつくる予定はない

と。県の今回つくった計画に米沢市のこれまで

やってきた方向性、それからこれからやろうと

する方向性が一致したと、沿った形なので、県

の計画に沿った形でいろいろやりたいというお

話でした。私は米沢市単独で県の計画とは別個

につくってほしいという話をしているわけでは

ありません。県の３次のこの雪対策総合計画を

受けて、その上で今個々にやっているものを総

合的に組み立てていって、優先順位をつけて、

米沢市のその雪対策に対する課題がどこにあっ

て、何を優先してやるべきかということを明ら

かにする意味で、米沢市としても総合計画のよ

うなものをつくったほうがいいのではないかと

いう提案でした。県の計画とは別個に独自につ

くれという話ではありません。 

  それで、県の計画に沿った形でやると言います

けれども、先ほどの例えば総合交付金の話を聞

きますと、例えば今年度当初予定していた事業

の予算に420万円、今年度の交付金額ですけれど

も、これは充当していくということをおっしゃ

っていましたよね。それはどういうことでしょ

うか。プラスアルファ、420万円を別途事業で展

開する。あるいは、額がふえるわけですから、

事業を拡充するということでやるということで

ないんですか。今まで100万円で組んでいた予算

に、米沢市の持ち出しを50万円減らして、その

分50万円県から来た予算を充てるということで

すか。当初予算組んでいた100万円に、プラス県

から来る50万円を充てて事業を拡充するという

方向で私はやるべきだというふうに思いますけ

れども、そういう考えでよろしいんでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 県から示された事業名につい

ては11項目ほどあるようです。その中で米沢市

がそのメニューの中に該当するものが、先ほど

申し上げました５項目ございます。例えば要援

護者の対策事業ほか４件ですが、この要援護者

の対策事業の当初予算分約1,400万円ほどあるわ

けですが、この中の一部について県の交付金を

充てようとするものでございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 
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○８番（高橋 壽議員） ですから、その充てると

いうことは、当初100万円用意をして組んでいた

と、その独自予算100万円のうち、幾らか県の予

算来た分を減らして、それで合計当初額どおり

100万円にしてしまうということなんですか。そ

の420万円を県から交付されるわけなので、それ

で、例えば高齢者の皆さん方のさっき屋根の雪

おろし事業などを、今までの回数にプラス２回、

３回ふやして事業を拡充していくという話では

ないのですか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 そもそも先ほど申し上げまし

た県の11項目のメニューにつきましては、各市

町村が新規あるいは拡充して予算に盛り込んで

いるものを対象に交付金とするというものでご

ざいます。それで、まさに議員の御指摘のとお

り、２回を３回に拡充する今回措置をとってお

りますので、その部分について交付金の対象と

なったということでございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） そうしますと、昨年度よ

りも事業の中身は拡充して、それで拡充したと

ころに県の予算を充てると。結果として事業を

拡充するということですね。 

  そうしますと、来年度以降、この５年間、こと

し含めて５年間ですけれども、これの組み立て

はどういうふうにされるかという話になります

けれども、先ほどの答弁ですと新年度予算編成

のときに検討していきたいというお話ですけれ

ども、これについてはどういうふうな形で拡充

する作業をしていくわけですか。新規事業をこ

れから検討していくのか。あるいはこれまでの

事業、今おっしゃったような形で回数をふやす

なり、例えば高齢者の年齢を引き下げるとか。

高齢者の年齢規定ありますよね、そういうもの

を引き下げるとか。あるいはこれまで対象にな

っていない方々について対象を拡大するとか、

そういうことでよろしいんでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 またちょっと繰り返しになり

ますが、先ほどの11のメニューがまずございま

す。この中の３つのメニューが実は必須項目と

されております。必須項目のうち米沢市が今年

度取り組むものが２つございまして、１つが抜

けております。その１つの部分についてまず来

年は実施したいというふうに考えております。 

  そして、さらには、県が来年度どのような交付

金となるかまだ現実的には見えておりませんの

で、壇上からは、新年度の予算編成の中で必須

メニューの１つも加えた上で検討していきたい

と考えているところでございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） そうしますと、新年度に

向けて予算編成するときに各課から、どういう

形かわかりませんけれども、こういう事業メニ

ューを新たに展開したいとか、あるいは今まで

やったやつをこう拡充したいというやつを、ど

こに上げるかわかりませんけれども、何らかの

形で集めて、それでこの交付金の事業の中に盛

り込んでいくということになりますかね。どこ

が集約していくというか、中心に窓口になって

各課の事業を取りまとめていくということにな

るんでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 その窓口については、実は市

全体のこともありまして当初企画かななんて思

っていたところなんですが、ふたをあけてみま

すと、やっぱり420万円程度の影響しか米沢市に

はないと。それから雪対策ということで特化さ

れている。そんな状況もありまして、今のとこ

ろは財政課というふうに考えているところでご

ざいます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 新年度については、県の

25年度以降のところがどういうふうな事業メニ

ューになるかまだわからないので、それが出て
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からということですけれども、今年度の事業メ

ニューをこれ見てみますと、この要援護者対策

事業というのが１つ目に、今11項目とおっしゃ

いましたけれども、ありますよね。それで、こ

の要援護者というのはどういうふうに考えれば

よろしいんでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 要綱上は要援護者につきまし

ては、身体的かつ経済的理由から、この場合は

みずから除雪が困難な者、そういった方の除排

雪に要する経費に対する助成というふうに考え

ています。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） ちょっと細かくなります

けれども、そうしますと米沢市の場合、現在要

援護者という方はどういう方なんですか。具体

的には。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ただいま総務部長が答弁

した内容で網羅されていると思いますが、ただ、

その中の細分として、例えば高齢者65歳の方と

か、障がい者の方とか、さまざまな要件が加わ

ってはくると思います。ただ、くくりとしては

ただいま総務部長が答弁したものと合致すると

いうふうに考えております。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） この要援護者については

各市町村独自の判断ということになっているよ

うです。それで、交付金を県でつけて各市町村

の事業展開をやっぱり支援し、内容を充実させ

ていく、拡充させていくという方向でというこ

とで交付金を今回つけるわけなので、これまで

の、今おっしゃったように雪おろしの回数をふ

やすとか何かという、これまでの事業を拡充す

るとありましたけれども、例えば要援護者につ

いても、これまで米沢市が規定していた要援護

者の中身をもう少し検討し、拡充していくとい

うことも私は必要だと思うんですよ。それはさ

っき申し上げましたように各市町村の独自の判

断で構わないという話ですので、だから、そう

いう中身の精査と、それから今までの米沢市の

雪対策を踏まえながら、もっと手が届かなかっ

たところに手を届かせるという拡充の方向でど

うやるかというのが、私は今回の交付金を使う

ときに問われている問題だというふうに思いま

す。 

  今年度は10月から説明があって11月って日あい

も余りなかったので、十分検討する時間もなか

ったというふうに思います。ただ、来年度以降、

これ期間が４年間残されているわけなので、こ

こは十分もう一回米沢市のこれまでの事業展開

の中での課題を洗い出して、それで拡充する方

向、しなければならない点はどこなのかという

のをもう一回検討して出していただけないかと

いうふうに思うんですよね。そこはいかがです

か。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 先ほど答弁にもありまし

たように、高齢者につきましては３回なりの回

数を拡充しているというふうな予定でございま

す。そういった意味合いからも、議員お述べの

とおり、その中身について私どものほうで、福

祉サイドになりますけれども、検討してみたい

と思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） ぜひ一回議会のほうにも

出していただいて、それで議会の声もちょっと

聞きながら、どういうふうな形で拡充できるの

かとちょっとお互いにもみながら、いい方向で

この交付金を使っていくということにさせてい

ただきたいなというふうに思います。 

  それで、第３次の雪対策基本計画に沿った形で

これから米沢市もやっていきたいということで

すけれども、この計画をやっぱり議会にも明ら

かにというか、もう少し説明をしていただいて、

米沢市議会にも説明をしていただいて、沿った
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形で米沢市ではどういうふうなことをやるのか

というところも議会に出していただきたいと思

うんですよ。やはり議会でも何度も何度も毎回

毎回この雪対策の問題が要望として出されます

けれども、県に沿った形で出していくというこ

とが私は大事だというふうに思いますし、この

計画そのものを見させていただきましたけれど

も、米沢市でやっていることもありますけれど

も、もっと米沢市でやれるんではないかという

こともあるわけですよ。あるいは村山地域でや

っていて米沢市でやっていないこと、豪雪地域

の最上地域でやっていて米沢市でやっていない

ことといろいろとあるわけですね。だから、こ

の基本計画、それから行動計画をやはり米沢市

議会にもちょっと説明をしていただいて、それ

でこれに沿った形で米沢市で何をやるのかとい

うことを、新年度予算編成のときに考えていく

とおっしゃいますけれども、議会にも考えさせ

ていただきたいというふうに思うんですよ。そ

の辺はいかがですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 聞き取りの際は、市独自

の計画をというふうに誤解をしておりました。

大変恐縮です。それで今真意がわかりまして、

その中で市の考え方といいますか、行動計画な

りのものを議会のほうにも説明すべきでないか

というふうな御指摘でありました。 

  今このやりとりの中でも少し見えてきた部分が

あるわけでありますが、これ県の今回の総合交

付金の中身についてまだまだちょっと掘り下げ

てわかっていない部分が、スタートしたばかり

ですので、あります。これ県の市町村課が窓口

になっているわけでありますが、全市町村の例

示が恐らく取りまとめられると思いますので、

そうしたものも見させていただきながら、この

28年度までの５年間の中で、米沢市はどういう

もの、これを活用してどういうところに力を入

れていくんだというふうなものはやっぱり取り

まとめていく必要があるんだろうというふうに

私も感じましたので、なおどういう姿がいいの

か検討させていただければというふうに思いま

す。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 次に、放射能の測定器に

ついてお伺いします。 

  県のホームページに県で各市町村のサンプルを

検査して結果を公表しているわけなので、それ

で不検出ということになっていますよね。それ

で、先ほど壇上で御紹介しました方には、私も

担当課からお話を聞いて、県のホームページに

載っておりますと、それから米沢市のホームペ

ージからも県のホームページにつなげるように

なっていますので、どちらからでもインターネ

ットで御確認くださいという話をしましたけれ

ども、その方から言われたのは、やはりインタ

ーネットを使える方だけが市民ではないと。そ

れは当然だというふうに思うんですね。 

  それで、要は、食べ物に対しての放射能汚染に

ついて不安を持っている方がまだいるというこ

となんですね。まだいる方の不安をどうやって、

どういう手だてで払拭していくかということは

続けていかなければならないというふうに思い

ます。確かに現状は不検出となっていますけれ

ども、その不検出だということをもっともっと

市民の皆さん方に知らせていくと。そして安心

してお食べいただけるという状況をつくってい

く必要があるというふうに思うんですね。だか

ら、その手だてをもう少し考えていただければ

というふうに思います。広報で知らせるなり、

あるいはいろいろな各コミュニティセンターで

の何らかのそういう相談会とか、いろいろなこ

とは考えられるというふうに思うので、いずれ

にしてもまだまだ市民の方はこの不安を払拭で

きなくているというところをよく考えていただ

きたいというふうに思います。いかがでしょう

か。何らかの手だて、インターネットのほかに
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検討していただけますでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 福島市の例を出せば、福島市

へ避難している人もあれば、福島市から避難さ

れている方もあると。それぞれ感覚は千差万別

でありまして、多少の不安でもやっぱり見過ご

すことはできないという方が米沢市にもいらっ

しゃっていると。そういう方さまざまいる中で

払拭というのをどういうふうにやっていくかと

いうのは非常に難しいところではあります。た

だ、議員がお述べになりましたように、まずは

ホームページ、それから広報等でお知らせをし

ていきたいと思いますし、さらに、県が今実際

測定しておりますその中に米沢市の品目をさら

に加えていただいて品数をふやしていただきた

いと、そんな要望もしていきたいと思います。 

  それから、流通している食品以外で自家製の野

菜、こういったものが今現在県では受け入れて

はもらっておりませんが、再度県とちょっと相

談してみたいと考えているところでございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 今答弁ありましたように、

県のほうにももう少し品目数をふやすとか、あ

るいは検査の期間をもう少しスパンを短くして

小まめに検査をしていただくとか、そういうこ

とも県にもちょっと申し上げていただいて、ぜ

ひ市民の皆さん方が安心できるような体制をつ

くっていただきたいというふうに思います。 

  それから、最後になりますけれども、教育委員

会のこのスタート支援員その他ですけれども、

さっきの答弁ですと、県の緊急雇用対策の追加

募集があったということで、これにいわばすが

るというような、大変教育委員会としても綱渡

りというか、そういうことで何とかこの事業を

展開していきたいという気持ちだというふうに

思いますけれども、やはり本来ならば教育委員

会としては予算要求するんだけれども、なかな

か予算手当てつけていただけないということだ

というふうに思います。 

  それで、じゃあ今年度、25年度は何とかやりく

りしても26年度以降どうするのかという話にな

りますので、予算編成として教育委員会の予算

をどうするかという話で、全体を考えてどうす

るかという話もあろうかと思いますけれども、

壇上でも申し上げましたけれども、これは非常

に成果が上がっている事業だというふうに教育

現場のほうでも感じられていて、何とかなくし

てほしくないという要望も教育委員会には上が

っているようです。その声にやっぱり応えてい

く必要があると思うんですよ。現場と教育委員

会が一緒になって考えて、成果が非常に上がっ

ているという、ここですよね。なかなか上がら

ないという話でなくて、上がっていると。そし

て、やっぱり県内の市町村の教育委員会からも

いわば注目されている事業だというふうに、私

ほかの市の教育委員会の方からもちょっと話を

聞いたことがありました。米沢市でとにかく予

算つけてやっているんですねということで、で

すから、本当に危うい形だけで苦労されていて、

結果として非常に大きい成果を上げて、１年生

に入ったばかりの子供たちが大変心配な時期に

教職員挙げてこの事業の中でやっているという

ことなのですし、障がいを持っている子供さん

のところもしっかりこれで受けとめて、障がい

を持っている子供さんはもちろんのこと父母の

方も安心していられるという状況があるわけで、

これ、なくなったらどうするんだと。教育委員

会では引き継いでいくとおっしゃっていますけ

れども、この事業を継続したにこしたことはな

いんですよ。やむなく今までの事業でやらざる

を得ない。それから県の加配に期待せざるを得

ないと。もし県の加配がなくなったら、本当に

お母さん方、お父さん方が大変心配されるわけ

ですよ。そういうこともよく考えて、市長、ど

うですか。これは予算編成権お持ちなんですけ

れども、９月の議会ではまだ予算編成時期にな
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っていないので答弁差し控えさせていただきま

すというお話がありましたけれども、いよいよ

予算編成の佳境に入っているときだと思います。

いかがですか。感想でも結構ですけれども。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 教育委員会の意向をまず優先さ

せたいと思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） ぜひ教育委員会でも予算

づけしていただきたいというお話ですから、そ

の意向を酌むということですから、ぜひ予算を

計上して事業を継続してお願いしたいというふ

うに思います。 

  以上です。 

○佐藤 議長 以上で８番高橋壽議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することに

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、公契約条例について外１点、３番小久保

広信議員。 

  〔３番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○３番（小久保広信議員） 市政クラブの小久保

です。 

  私で一般質問12番目ということで、２日目の

最後になります。壇上からお顔を拝見しますと、

皆様大分お疲れのような感じではございますが、

最後までおつき合いをいただければなというふ

うに思いますし、当局の皆さんについてもお疲

れのことと思いますが、ぜひ真摯な答弁を、回

答をいただければ、また、わかりましたという

答えがあればすぐにでも終わるような質問でご

ざいますので、ぜひいい答えをお願いをしたい

というふうに思います。 

  それでは、最初に、公契約条例についてお伺

いいたします。 

  私がこの公契約条例を質問いたしますのは、

平成21年６月と12月定例会でお伺いして以来、

３回目になります。また、ことし３月の代表質

問において我妻德雄代表からこの質問をしてお

ります。今回の質問はその内容を踏まえ、さら

に、ここ数年で多くの自治体において公契約条

例が制定をされたこと、さらに、制定に向けた

取り組みが多くの自治体で行われていることを

踏まえて質問をさせていただきます。 

  まず初めに、そもそも公契約の本来の姿はど

のようなものなのでしょうか。公契約とはどの

ようにあるべきなのかについてお伺いします。 

  私は、公契約の本来の姿は、市民、契約当事

者、公共物件の３つの安心・安全を目指すもの

でなければならないと考えます。 

  市が民間に業務を委託するときに何よりも重

要なのは価格ではありません。地方自治法が求

めているのは、市民が負担している税金で行う

以上、公正・公平でなければならないというこ

とであり、何よりもその事業が安全・安心なも

のでなければなりません。 

  不幸な事故が起こった場合は、誰が、どのよ

うに責任を負うのでしょうか。それは契約当事

者においてもしかりです。 

  建物などは市民の共有財産であるがゆえに、
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請け負った会社などが手抜き工事をすることな

ど、許されるものではありません。また、契約

そのものが、技術で、労務管理で、公正競争で、

社会的視点で、企業を育てるものでなければな

りません。 

  さらに、大きな契約は、それ自体が地域の経

済政策、雇用政策と無縁ではないのです。自治

体として、障がい者、母子家庭、父子家庭、ホ

ームレス、就職困難者を福祉政策の対象から雇

用施策へ政策誘導を行ったり、環境の課題や再

生可能エネルギーへの取り組みなどのさまざま

な政策誘導を行う機会でもあります。 

  契約そのものが「政策」だと理解したとき、

いろいろな視点が展開してきます。このような

視点で公契約を考えるべきだと思いますが、当

局はどのように考えておられるのかお伺いをい

たします。 

  次に、公契約条例の目的は、不良業者を市場

から退場させ、公正競争を確保することです。

公契約条例は直接的に賃金を引き上げるもので

はありません。支払い賃金を入札参加資格要件

として受注者の契約上の義務と位置づけること

により、従事する労働者や下請業者にリスクを

押しつけて利益を出そうとする不良業者を排除

し、社会的に有用で、公共性のある業者を優先

して選定しようとする仕組みなのです。 

  さらに、公共事業を含めた公共サービスを担

う業者は、公共の規律を遵守する必要がありま

す。そのための条件を述べています。 

  公契約条例の理念と原則は、契約自由の原則

と受注者の責務です。 

  受注者が支払うべき賃金の最低額は、自治体

が公権力を背景として受注者に当該額以上の賃

金を支払えと命じているのではなく、発注者で

ある自治体と受注者である事業者との間の契約

上の約束事として受注者側の責務として位置づ

けるものです。 

  川崎市契約条例では、第８条に契約上に規定す

べき事項を列挙し、受注者は川崎市と締結した

契約上の約束の履行の義務を負うとしています。

多摩市公契約条例は同じく第８条で、請負契約

にあっては市長及び受注者が相互に対等平等な

関係にあることを、指定管理者にあっては市長

等及び受注者が共同して公の施設の管理の責任

を負うことを前提として、両者が協力、共同し

て公契約条例が定める目的を実現することを明

記しています。 

  このような公約条例の目的や定める意義、理念

と原則について、当局はどのように考えておら

れるのかお伺いいたします。 

  ３つ目に、他自治体の状況についてお伺いしま

す。 

  公契約条例は2009年に千葉県野田市において日

本で初めて制定され、全国に徐々に広がりを見

せています。条例制定している自治体は、一定

額以上の契約について公契約条例の対象として

いるものが多数です。 

  条例制定済みの自治体は、いわゆる公契約条例

の「労働条件に関する条項がある自治体」が、

千葉県野田市、神奈川県川崎市、相模原市、東

京都多摩市、国分寺市です。公共調達条例など

の「労働条件に関する事項がない自治体」が、

山形県、高知県高知市、東京都江戸川区です。 

  そして、条例案が審議されている自治体は札幌

市です。 

  さらに、条例制定に向けた動きがある自治体が、

長野県、鹿児島県、山形市、東京都西東京市、

小金井市、羽村市、八王子市、千葉県我孫子市、

神奈川県横浜市、兵庫県西宮市などとなってい

ます。山形市においては今月にも素案が出され

るという話を聞いております。 

  このような状況を本市はどのように考えておら

れるのかお伺いをいたします。 

  次に、本市の公契約条例の制定についてお伺い

します。 

  多くの自治体において、先ほども述べましたと
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おり、公契約条例への取り組みがなされていま

す。 

  経営者はいつまで会社を維持できるかわからな

い不安に駆られ、内部留保や役員報酬の確保を

続け、労働者には労働強化や賃下げを続けてい

ます。仮に、どこか１社が労働条件改善をした

ところで効果は限定的です。 

  さらに、自治体はもっと社会的現状や自治体公

契約のもとで働く労働者の実態を認識し、「労

働者の適正な賃金」という視点を持つ中で「入

札改革」を進める必要があります。 

  業務における適正な品質の確保・適正な労働者

への賃金を担保できる制度の確立に向けて、自

治体での入札制度の改善の検討をさらに進める

必要があります。このことがより担保できる制

度として公契約条例の制定があると考えます。 

  米沢市として、自治体が地域経済の主導者であ

るとの自覚を持ち、公契約条例を制定し、労働

者、つまりは市民が安心して暮らせる社会づく

りの先導者となるべきであると考えますが、当

局の考えをお伺いいたします。 

  大きな２つ目の項目のセルフネグレクトへの対

応についてお伺いします。 

  セルフネグレクトとは、成人が通常の生活を維

持するために必要な行為を行う意欲や能力を喪

失し、自己の健康や安全を損なうことです。必

要な食事もとらず、医療を拒否し、不衛生な環

境で生活を続け、家族や周囲から孤立し、孤立

死に至る場合があります。 

  防止するためには、地域社会などによる見守り

などの取り組みが必要とされています。 

  自己放任と言われています。 

  全国的に近年、介護・医療サービスが必要な状

態なのにもかかわらず、利用を拒む高齢者がふ

えていると言われています。さらに、衣食住の

管理が自分ができず、体のふぐあいや認知症が

進んだり、亡くなったりしてから発見される場

合が多く、法的な定義はありませんが、まさに

セルフネグレクトの状態にあると言えます。こ

のセルフネグレクトは、全国で起きている高齢

者の「孤立死」の最大の要因になっています。 

  株式会社ニッセイ基礎研究所では、平成22年度

老人保健健康増進等事業による「セルフ・ネグ

レクトと孤立死に関する実態調査と地域支援の

あり方に関する調査研究報告書」を取りまとめ、

公表されています。 

  この調査研究では、地域社会からの孤立やセル

フネグレクト（自己放任）の状態にある高齢者

は、たとえ本人からの明確な「拒否」があった

としても、それが必要な情報・知識に基づく合

理的な判断ではない場合には、真のニーズの見

きわめによって社会的支援につなげていく必要

があるのではないだろうかという課題意識を踏

まえ、全国自治体への悉皆調査や先進的な取り

組みを実施している地域への訪問調査を通じて、

これまで体系立った調査・研究のなされていな

い「孤立死」の実態把握と発生数の推計、セル

フネグレクトとの関係の解明に取り組まれてい

ます。 

  その推計によれば、全国で65歳以上の高齢者が

死後２日以上たって発見された事例は約２万

7,000人に上ります。この数字は日本の１年間の

自殺者数３万人以上に匹敵するものです。「孤

立死」と言われる死後４日以上たって発見され

た事例は約１万6,000人になります。都道府県別

では、４日以上たって発見された高齢者の孤立

死数の推計によると、山形県は174.5人です。 

  この調査によれば、孤立死した事例の約80％の

割合でセルフネグレクトと考えられる事例が含

まれると報告されています。 

  このように、セルフネグレクトの構成要素が１

項目しか含まれていなくても、また広範囲にわ

たる放任状態に陥っていなくも、生命に大きな

リスクをもたらすとも報告をされています。現

在の介護保険制度では利用者が申請しなければ

サービスを利用できないため、セルフネグレク
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トの高齢者は制度からこぼれ落ちることになり

ます。 

  全国のケアマネジャーを対象に行われた調査に

よると、介護や生活の問題が深刻な状態なのに、

高齢者自身やその家族がサービス利用に拒否的

であり、困った経験があるという回答が６割も

あり、高齢者自身の拒否が７割を占めたことが

報告をされています。 

  介護拒否の理由として、経済的困窮や、介護サ

ービスに知識がないため「仕方がない」と諦め

ている、認知症や精神疾病などで自分の状況が

的確に判断できない、サービスを受けるのを嫌

だなどが挙げられています。その結果、カップ

ラーメンや菓子パンだけを常食とするなど食生

活の問題や、長い間着がえや入浴をしない、ま

た衣類や生ごみ、古新聞などをため込み室内が

足の踏み場もないなど、衣食住のケアを適切に

行えない「生活後退現象」を起こすことが特徴

的とされています。 

  高齢になれば誰しも、物事のこだわりを強く持

つ人や頑固になる人もいますし、社交的でない

性格の方もいらっしゃいます。周りから変わり

者のように思われている方もおられます。 

  しかし、そのようなことに関係なく支援してい

くのが福祉だと思います。本市の孤立死とセル

フネグレクトの状況はどのようになっているの

かお伺いします。 

  セルフネグレクトへの対策については、平成18

年４月に施行された高齢者虐待防止法に盛り込

んで対策を行うべきと指摘がされていましたが、

法律には盛り込まれず、多くの自治体で独自の

「虐待防止マニュアル」でセルフネグレクトに

言及し、対策の必要性を指摘しています。 

  本市でも平成19年度に高齢者虐待防止マニュア

ルを策定しています。本市のマニュアルにはセ

ルフネグレクトの状態が示されていますが、そ

の対応はどのようになっているのかお伺いしま

す。また、そのマニュアルで本当に対応可能な

のかどうかお伺いをいたします。 

  米沢市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計

画では、「米沢市高齢者虐待対応マニュアルに

より、高齢者虐待防止ネットワークを構築し、

関係機関と連携をとりながら虐待の防止、早期

発見、支援等を行っています。家庭に内在する

問題から虐待に発展するケースが多く、虐待は

もとより、被虐待者も事実を表に出さない傾向

があるため、現在把握しているケースのほかに

も対応が必要なケースが少なくないと考えられ

ます」として、平成24年から26年度の今後の方

針として、「法律や相談窓口等の周知の強化、

虐待は犯罪であることの啓発、虐待を発見した

際に速やかに対応できる体制を構築していきま

す」としています。 

  さらに、見守りネットワークの推進として、認

知症サポーター等養成事業、民生委員・児童委

員による相談活動への支援が挙げられています。

現状と課題として、「民生委員・児童委員は、

独居老人、高齢者世帯の見守り、高齢者に対す

る各種事業の説明、高齢者の相談及び支援等の

さまざまな活動を行っています。市では、民生

委員・児童委員活動の支援として、市で行って

いる福祉サービスの説明、対応が困難なケース

の相談及び支援を随時行っています」としてい

ます。 

  平成24年から26年度の今後の方針として、「高

齢化、核家族化が進み、民生委員・児童委員の

負担が大きくなっていくことから、民生委員・

児童委員活動の負担軽減、効率化を図るため、

引き続き研修会の開催、相談及び支援を行って

いきます」としていますが、今述べました２つ

の事業にセルフネグレクトの部分がないように

思われるのですが、いかがでしょうか。 

  セルフネグレクトへの対応は全国的に介護専門

職の個人的な努力に負っていると言われていま

すが、本市の対応策をどのように考えているの

かお伺いいたします。 
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  これからますます高齢化が進んでいきます。金

曜日の山田議員の質問でも出されていますが、

65歳以上のひとり暮らしの高齢者は平成24年４

月１日現在で2,404人になり、65歳以上の高齢者

の10.6％です。平成23年４月１日の2,208人から

200人近くふえています。このことからも、ます

ますふえていく傾向にあると思います。 

  このような人の中に、必要な介護や支援を受け

ない方がふえるおそれがあります。どのような

体制や支援策を講じていくのか、今後の方向性

をお伺いします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの小久保広信議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、セルフネグレクトへの対応について

お答えをします。その他につきましては部長よ

りお答えします。 

  本市では、セルフネグレクト及びセルフネグレ

クトが原因による孤立死の事例につきましては、

高齢福祉課及び地域包括支援センターへの報告

や相談の内容などから、必要な支援を全く拒否

しているような事例はなく、セルフネグレクト

と判断されているケースは今のところ報告され

ていない状況です。 

  しかし、全国の複数の自治体でセルフネグレク

トによる事例が発生しており、本市でも相談に

結びつかず埋もれているケースもあるのではな

いかと認識しているところです。 

  本市の高齢者虐待対応マニュアルの中で、セル

フネグレクトのサインの例として、昼間でも雨

戸が閉まっている、届け物が放置されているな

ど７つの例を示しております。また、高齢者虐

待を判断する際のチェックシートの中にも、支

援者が必要なサービスを本人もしくは家族に勧

めても、無視あるいは拒否されるという項目を

設けております。したがって、この虐待のサイ

ン及びチェックシートを活用し、民生児童委員、

地域の方々などから情報をいただきながら、現

在のマニュアルを利用して発見、対応に努めて

まいりたいと考えております。 

  続いて、本市の対応状況でありますが、地域に

密接な関係を持った民生児童委員等の情報をも

とに、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健

師のいる地域包括支援センター、警察及び保健

所と協力をしながら高齢者宅を訪問し、万一経

済的な困窮を原因とするセルフネグレクトに陥

るようなおそれのある場合には、生活保護の申

請がなくても社会福祉事務所長の権限で生活保

護を適用させています。 

  また、栄養管理ができず栄養失調の状態にある

人や、一人で入浴ができない状況にある人など

の困難事例の場合は、福祉事務所長が有する措

置権によって特別養護老人ホーム等への入所や、

医療機関と情報を共有しながら対応しておりま

す。したがって、関係者個人の努力というより、

むしろ組織的に関係機関と連携し対応している

のが現状であります。 

  さらに、判断能力が不十分な方へは成年後見制

度の利用を勧め、成年後見人による介護サービ

スの利用契約や施設への入所契約などを本人に

かわって行ってもらうなどの支援を行っている

ところです。 

  今後の方向性としましては、セルフネグレクト

は早期に発見、早期に対応していくことが重要

であることから、地域の方々にセルフネグレク

トについて御理解をいただき情報を提供してい

ただけるような普及啓蒙活動に力を入れていく

必要があります。広報掲載や会議の場等でＰＲ

に努めていきたいと考えております。 

  また、高齢者虐待対応マニュアルでも記載して

いるとおり、地域の実情を把握している民生児

童委員や町内の方々、地元老人クラブの方々、

人権擁護委員の方々などの情報を中心に、虐待

の防止、早期発見、見守りを行うネットワーク
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の構築が必要であると考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１項目めの公契約

条例についての御質問にお答えいたします。 

  まず１点目の、公契約の本来の姿はどのような

ものかについてでありますが、公契約とは、国

や地方自治体が行政目的を遂行するために民間

の企業や団体等と締結する契約であり、公金の

支出を前提とするものでありますから、当然公

平・公正なものでなければならず、そこから生

み出される公共サービスは安全で価値の高いも

のでなければならないと考えております。 

  また、公共サービスにおける入札制度につきま

しては、これまでの価格入札から政策入札へと

改革が行われており、本市においても導入して

おります総合評価方式による入札制度は、価格

以外の要素を基準に入れ、受注する企業に技術

提案や地域貢献などの実施を促し、公契約に社

会的価値を求めているところであります。 

  このように、公契約の果たすべき役割としては、

契約の目的や事業の規模、効果から考えると、

民間契約を上回る社会的貢献がなされるべきで

あると考えます。一次的には、契約の確実な履

行がなされ受注した企業の利益を生み出すこと。

そして二次的には、地域経済の活性化や雇用の

安定等に寄与すること。これが公契約のあるべ

き姿と考えております。 

  次に、２点目の公契約条例の目的と意義につい

てでありますが、公契約条例は、労働者の適正

な労働条件を確保することにより、業務の質の

確保と公契約の社会的な価値の向上を図り、住

民福祉の向上に寄与することを目的とするもの

でありますが、条例の目的は同じでも、川崎市

契約条例と多摩市公契約条例のアプローチにつ

いては相違があるところであります。 

  川崎市契約条例につきましては、既存の契約条

例を改正する方法をとり、最低賃金の確保に重

点を絞った契約重視型と評されているものであ

り、契約全般について、透明性の確保、公正な

競争の推進、不正行為の排除、価格以外の多様

な要素も考慮して総合的にすぐれた契約の確保

を狙っているものであります。川崎市の場合は

あくまでも市と元請との契約関係であり、元請

の契約上の義務により間接的に下請を指導でき

るものであります。 

  一方の多摩市公契約条例については、全国で初

めて野田市が制定した公契約条例に類似してお

り、雇用、労働条件を確保するために考えられ

る方策全てを条例に盛り込んだ条例重視型であ

り、労働条件の改善という明確な意思が見てと

れるもので、契約ばかりでなく、労働者の継続

雇用の確保に対する努力義務なども盛り込まれ

ているものであります。 

  以上のことからも、相違する２つの公契約条例

の目的や意義、理念と原則につきましては、今

後公契約条例の制定に向けて取り組もうとする

自治体に影響を与えていくものであると考えて

おります。 

  また、議員のおっしゃるとおり、契約は民事上

の約束事でありますから公権力の及ぶところで

はなく、市と契約者が自由で対等な立場で契約

を締結し、互いに契約条項を遵守することが基

本であると考えます。 

  なお、公契約条例は、不良業者の排除というよ

りも、受注者の責務として、業務に関する全て

の労働者に条例で規定する水準以上の賃金を支

給することを義務づけることにより、受注者の

真摯な企業努力と適正な労働条件の確保を求め

るものであり、これが条例制定の意義であると

捉えているところであります。 

  次に、３点目の他自治体の状況についてであり

ますが、議員も述べられましたとおり、野田市

が日本で初めて条例を制定して以来、川崎市が

旧契約条例を改正して施行し、昨年12月には相
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模原市と多摩市で公契約条例が制定され、こと

しの６月には東京国分寺市と渋谷区で条例が制

定されましたので、全国では１区５市の６団体

で制定されているところであります。 

  なお、今年３月に公契約条例の制定を目指した

札幌市につきましては、継続審議となっている

ところであります。 

  そのほかの地方自治体でも公契約条例の導入に

向けて検討されておりまして、議員が述べられ

ましたように、全国的にも広がりを見せており

ますが、その中に公契約条例の検討をしている

山形市も含まれているようであります。 

  市といたしましては、労働条件に関する条項が

ないものの、公共調達基本条例を制定している

山形県に次いで公契約条例制定の検討を進めて

いる山形市に注目していきたいと考えておりま

す。 

  次に、４点目の公契約条例の制定についてであ

りますが、本市の対応といたしましては、公共

事業のうち、建設工事及び建設工事等に関する

測量、設計業務等につきましては、低入札調査

制度を施行しているとともに、建設工事につき

ましては「総合評価落札方式簡易型の試行」を

導入して入札を執行しており、著しく低い価格

での落札、いわゆるダンピングを防止する対策

が適切にとられておりますことから、受注者の

もとで従事する方の適正な労働条件も確保され

ているものと考えているところであります。 

  また、その他の委託業務における労働者の賃金

を含めた労働条件につきましては、労使双方に

より決定すべきものであり、労働基準法や最低

賃金法に基づき定められているところでありま

すので、公契約条例が目指しているような労働

者の保護対策につきましては、特定の地域や業

種等に偏らないようにするためにも国の政策と

して法律により行うべきものと考えております。 

  このようなことから、本市といたしましては、

公契約条例の制定について現在のところ考えて

おりませんが、今後とも山形市を初め、継続審

議となっている札幌市など、条例制定の検討を

進めている他の地方自治体の動向を引き続き注

視してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 想定内といいますか、

ただちょっと表現が変わったなというふうに、

公契約条例のほうで注目していきたいというこ

とで、今まで注目もしていなかった気がします

が、そういった意味では半足前進かなというふ

うに思いますけれども、一歩までいかない、半

歩までいかない、半足前進だというふうに思い

ますが、ここで、最後の制定に向けた理由、し

ない理由として、国の課題であるというふうな

お話、これ前からずっとありました。賃金決定

についても当該労使の自主決定に委ねるものだ

というようなお話。 

  ここに、ある研究会、大阪のほうの研究会なん

ですが、大阪の府内の自治体に対して調査した

結果、回答された共通しているものがあるんで

すが、１つは、先ほど米沢市も言いました。公

契約法というのは国の課題で、賃金決定という

のは自主決定なんだと。個々の国の法律として

すべきだと。そういうことが言われていますけ

れども、あと法令遵守、先ほど最低価格入札が

あるからそこで大丈夫なんだよと。法令遵守も

ちゃんと総合評価方式でやっているから大丈夫

なんだよということなんですけれども、本当に

それだけで大丈夫なんでしょうか。どこの自治

体の契約にあってもきちっとした遵法精神とい

うのを述べているのはどこでも一緒なわけです

し、それを載せないような契約はないわけです

から、そういった意味で、現実的にプールでの

死亡事故が起きたり、そういった悲しい事件が

起きたりしているわけです。そういった意味で、

契約、そういったものにそういったことを載せ

ているから、労働基準法の趣旨を遵守するよう
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にというふうに載せているからそれでいいとい

うような問題ではないというふうに思うんです

が、その点はいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 契約を結ぶに当たってはさま

ざまな法令を遵守することはもちろんでありま

すが、法令のほか、特に契約に当たっては本市

の要綱や要領等でさまざま定めております。過

去にも議論になったかと思いますが、例えば総

合評価の落札方式をとってみたり、それから等

級格づけの際の基準の参考にしたりと、さまざ

まな点で契約に当たって公正さを保てるような

方策をとっておりますので、公契約条例にかか

わらず、法律、条例、要綱、基準等一体となっ

て取り組んでいる状況でありますから、そうい

う意味では今のところは心配はないというふう

に考えております。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 今のところ心配はない

というところなんですが、本当にそれでいいの

でしょうか。指定管理者制度などにおいても労

働者の賃金実態が下がっているという話もお聞

きをしていますし、実際いろいろなことで遵守

するんだという契約になっていても、実際事故

が起きていたりと、そういった実態があるわけ

ですから、そういった意味で、その総合評価方

式の部分ですらきちんとしていく、させていく

その努力というものが必要だというふうに私は

思います。 

  それで、１つ提案なんですが、総合評価方式を

とりますと、非常に評価をする大変な部分があ

るというふうに思います。ある自治体なんかで

は、労働条件の部分などについて、社会保険労

務士さんであるとか、弁護士さんなどであると

か、そういった方が認証をすると、そういった

ことを義務づけをしているというふうなところ

がございます。そういったところ、総合評価方

式の改善というところで考えられてはいかがか

と思うんですが、いかがしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 御指摘のように、東京都下の

団体の中ではそういうふうなところに専門の職

種、例えば弁護士、公認会計士に関しては財務

状況、それから社会保険労務士については労働

条件、こういったところを委託して実際の契約

等に当たっているところもあるようでございま

す。 

  米沢市の場合には、総合評価落札方式、この中

に個々具体的に委託までして評価しようとまで

は考えておりません。別途お金が必要なことも

ありますし、先ほども申し上げましたが、現状、

法律、条例一体となって取り組んでおりますこ

とから特段問題はないと考えているからでござ

います。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 確かに現行の総合評価

方式の中の労働条件の部分であればそれでいい

のかもしれませんけれども、よりもっとそこの

部分をきちんと評価をするという、そこで働く

労働者も先ほども言いました米沢市民なわけで

すから、市民の収入を上げると。そういった意

味でも、また、きちっとした適正な価格で入札

が行われた価格で工事が行われる、事業が行わ

れる、そういったことになれば一番みんながい

いわけですから、そういったところを目指した

中ではそういった方策もとるべきだというふう

に思っています。 

  それから、契約の受託労働者の声というのがあ

る会議でありまして、公契約条例にすごく期待

をしているんですね。何かというと、１つは低

価格入札、先ほど制度がありますよと米沢市は

出ましたけれども、それでもそこに近いもので

あれば、今までよりも低い水準での入札額にな

れば、労務集約型の事業であれば一番最初に削

られるのはやっぱり人件費ですから、賃金減と

いうことになっていきますし、安定的な雇用か
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ら不安定雇用に変わっていく、そういった事例

がいっぱいあるわけです。そういった意味で、

そういったことをきちっと歯どめになってくれ

るそういった期待を寄せられていますし、労働

者としても雇用が安定するということで、技能

の向上、スキルの向上が図れるんだと。そして

複数年契約によることで、それでもっと次の世

代に引き継いでいくと。先ほど海老名議員の質

問の中でも似たようなことがあったなというふ

うに思いますけれども、そういったところまで

きちんと考えるべきだというふうに思うんです

が、その点はいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 技術者もそうなんですが、現

場で働く技能労働者、これの不足も深刻でござ

います。そういうことから、この技能労働者に

つきましてもその労働の評価、これを適切にや

っていくべきではないかと。例えば施工力にか

かわる資格とか工事経験、過去の情報の蓄積、

こういったものを全体に捉えて技能労働者を評

価し、そして見合った報酬とする。そんな考え

が必要ではないかなということで国の中でもい

ろいろ検討されているようでございます。それ

も踏まえ、今後注視していきたいと思っている

ところでございます。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） じゃあ視点をちょっと

変えますけれども、今度は労働行政としてのあ

り方といいますか、先ほど就業困難者というこ

とのお話をさせていただきましたけれども、ど

ういう方かというと、社会的に差別を受けてい

ると、具体的に言うと障がいを持つ方であった

り、そういったことで就労が困難な方。今まで

福祉行政ということでそういった方については

福祉でさまざまな就労訓練であるとか訓練をす

るとか、そういったことはあったわけですけれ

ども、実際問題として、じゃあ就業訓練終わり

ました。雇ってもらえるところあるでしょうか。

なかなかないんですよね。民生常任委員会で行

きました宇部市のように、きちっとした体系と

してネットワークをつくってやっているような

ところであればまた別なんですけれども、そこ

までいかないところについては、なかなか不況

になればなるほどそういった方は雇っていただ

けない。そういった意味で、福祉のサイドで片

づけられてきているわけですけれども、この公

契約条例の中で先ほど言いました政策的な要件

で言えば、労働行政として米沢市、とりわけ非

常に薄いということを常々私申し上げておりま

すけれども、そういった意味では、この公契約

条例をつくっていくことで、そういった部分を

入れ込むことで、労働行政としてのあり方とし

てできるのではないかなと思いますし、大阪の

例などは、以前にも申し上げましたけれども、

知的障がい者が清掃業務についておられると。

そういったことがなされているわけですから、

そういった点について、どのようにお考えでし

ょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 労働行政として、就業が困難

な方をそこにどう取り組むかというのは大切な

問題だと思います。就労困難者の定義について

は、なかなか難しいところがありますが、まず

は障がい者雇用、それから子育て中の主婦なん

かもやはりずっとここに含んでいいのかなとい

う気はしますが、そういったことを含めた部分

については、契約の中でいえば、等級別の格づ

けの基準の中でクラス判定をする際に入れ込ん

でございます。そういったことも加味しながら

契約は一体となって行っているということでご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） じゃあそれで米沢市、

障がい者雇用進んでいるんですかね。どうなん

でしょうかね。そこをちょっときちんと考えて

いただきたいなというふうに思います。現状で
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当局のおっしゃるように、部長のおっしゃるよ

うに、そういったことが進んでおるのであれば

私はこういった質問をしないというふうに思う

んですが、ぜひその点を加味していただきたい

というふうに思います。 

  時間もあるので次の課題にも移りたいんですが、

その前に、１点だけこの公契約条例についてお

伺いをしたいんですが、先ほど国の施策だと、

国でやってもらわなくちゃだめなんだよという、

これもこの間ずっと米沢市が言い続けてきてい

るところなんですが、だとするならば、国のこ

とだというふうに当局がおっしゃるのであれば、

きちんと国に対してこういったことを要望や意

見書をしたことがあるんでしょうか。どうなん

ですか。きちんとそういったことをすべきだと

いうふうに思うんです。国が決めることですよ

と言いながら、市としてはできていない。注目

するだけということであれば。きちんと国に対

して公契約法の制定を求めるべきだというふう

に思いますし、そのことが行政として市民を守

るのではないでしょうか。いかがですか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 米沢市が直接国に対してそう

いった要請をしたことはございません。御指摘

のとおりでございます。 

  ただ、米沢市も加盟しております全国市長会に

おきまして国に要請してございます。これは全

国会議員と関係省庁でございます。公共の事業

の充実に関する提言の中で、公契約において適

正な労働条件が確保されるよう公契約法に関す

る基本的方針等を策定することと要請してござ

います。 

  これを受けてかどうかわかりませんが、このた

びの総選挙の中で、国も、民主党のマニュフェ

ストではございますが、公共事業の請負など、

国や自治体との契約で働く際の労働条件の適正

化に向けて法制化を進めるというのが載ってご

ざいます。ただ、民主党のマニュフェストでご

ざいますので、選挙の結果はどうなるかわかり

ませんが、少なくとも与党がそのマニュフェス

トの中に掲げたことで現野党についてもこれは

見逃すことはできない課題だという認識になる

かと思いますので、今後の動き、国の動きには

十分期待しているところでございます。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） ぜひ市長会の中でやっ

ておられるということですが、安部市長として

きちんと国に対して要望すべきだというふうに

思いますので、その点はいかがですか、市長。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 おっしゃるとおりだと思います。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） ぜひ決意を言っていた

だきたかったわけですが、そこにかかわってい

ると時間がないので、次、セルフネグレクトに

ついてお伺いしますけれども、本市のマニュア

ル、先ほど市長も２つほどちょこちょこってお

っしゃいました。７点、以下の症状が出るとい

うふうに言われています。再度繰り返しますが、

１つは、昼間でも雨戸が閉まっている。電気、

ガス、水道がとめられていたり、新聞代、あと

テレビの受信料、家賃などの支払いを滞納して

いる。配食サービス等の食事がとられていない。

薬や届けた物が放置されている。物事や自分の

周囲に関して極度に無関心である。何を聞いて

も、いいよ、いいよと言って遠慮し、諦めの態

度が見られる。室内や住居の外にごみがあふれ

ていたり、異臭がしたり、虫が湧いている状態

であるというような特徴があるというふうにな

っています。病的に自分の生活に関して無関心

となっている状況というわけですけれども、先

ほどの答弁の中で、チェックシート、マニュア

ルを使ってやっていきますよ、そしてネットワ

ークをつくっていますよということなんですけ

れども、何かこの構築をその民生委員、先ほど

申されたようなところだけで、民生委員とか地
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域の方々、主任介護専門員、警察、保健所等々、

そういったところだけでいいのかなというふう

に思うんです。しっかりとしたまずは一つは行

政内での相談窓口であるとか、受け手の受け口

ですね。ネットワークをつくったとしても行政

が受ける受け口がきちんと機能しなければなら

ないというふうに思いますし、そこのシステム

構築とネットワークをつくり上げていく。その

ためにはどのようなことを考えておられるのか

お伺いします。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ネットワークどのような

形で構築するかというふうなことだと思うんで

すけれども、まず一つに、早期発見、見守りネ

ットワークというふうな形態がございまして、

その例としましては、今のところなんですけれ

ども、社会福祉協議会で作成しております米沢

市地域福祉活動計画、この中の重点事業の中に

見守り・声がけ運動の推進、これがございます。

これは、町内会などの役員や福祉部を中心とし

て、日ごろから挨拶を交わし、町内で困ってい

る人たちに対して見守りや声がけを強化しなが

ら、民生児童委員や関係機関と連携、協力して、

向こう三軒両隣の相互扶助の精神をもって隣近

所の助け合い運動に取り組んでいただいている

ものでございます。これは行政や専門職のすき

間を埋める力として欠かせないものであるとい

うふうに考えております。このような取り組み

につきましては現在も各地域で行われておりま

して、市としても今後とも支援してまいりたい

というふうに考えているところであります。 

  また、今申し上げた地元の住民の方々が中心と

なったネットワークの推進のほかに、専門機関

支援のネットワークの推進として、今年度中に

法務局や警察、弁護士などの専門機関、そして

老人福祉に携わる機関の代表者の方々による米

沢市高齢者虐待防止連絡会を開催する予定であ

ります。 

  このように、それぞれのネットワークの強化に

努めながら、セルフネグレクトに関しまして対

応を強化してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） さまざまな仕組みをつ

くっていただきたいなというふうに思うんです

が、一つ例を挙げて申し上げますと、大阪府の

豊中市では、ひと声ふれあい収集、これはごみ

の収集なんですけれども、高齢者や障がい者の

方が在宅生活をするために支援するということ

で、ごみ置き場まで持っていけない方について

は自宅まで伺ってごみを収集すると、ついでに

ひと声かけて安否を確認してくるといったそん

なことなんですけれども、そんなことであると

か、あと、先ほど言いましたニッセイの調査の

中で、課題対応というような項目もあります。

こういったことを対応していったらいいんじゃ

ないかというようなところがあるんですが、そ

ういったところでは、水道の検針であるとか、

電気、ガス、灯油、あと金融機関、コンビニ、

新聞配達などなどそういった社会資本といいま

すか、そういったところを使って、そういった

方たちにも、事例として電気の検針がすごく有

用だったというようなことが報告をされていま

すし、そういった意味で、そういったさまざま

な各お宅を訪問しておられる業種というのはい

っぱいあるわけですから、そういった方の情報

をいただく。それをもとに対応していくという

ことも一つの手段だというふうに思うんですけ

れども、先ほどの答弁の中で、米沢市にはセル

フネグレクトに陥っている状態の方はいらっし

ゃいませんし孤立死はなかったというお話だっ

たわけですけれども、ただ、隠れている埋もれ

た事例というのはあるのではないかというお話

ですから、そういった意味で埋もれた事例をい

かに掘り起こしてきちんと対応していくかと、

そういったことが必要だと思うんですが、その
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点についてはいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 対応につきましては、議

員お述べのとおり、本当にそのものだというふ

うに私も感じております。幸い米沢ではこのネ

グレクトの事例がないということで、今のとこ

ろなんですけれども、やはり何らかの形で、私

ども地域包括支援センターなりに何らかの形で

つながっていらっしゃるという方々がほとんど

でございます。やはり万が一にも全く近隣の方

とも絶縁していらっしゃる方がいらっしゃると

いった場合には、即座それなりの対応を打たな

ければならないわけで、今議員がお述べのとお

り、水道やガスなど貴重な情報源、これらをい

ただけるような体制を組みながらこちらのほう

は対応してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） ぜひそこの部分、いろ

いろな手段を使っていくことで今まで本当に隠

れていた部分が出てくるんだろうというふうに

思いますし、米沢市の対応として、きちっとそ

っちの部分も含めて行っていきますよという決

意がありましたので、なかなかある意味、私の

場合は生活保護の方だったわけですけれども、

やはり認知症になられた方で、自分は大丈夫だ

と、しっかりしているから、何でもできるから

と。しかしながら、４本づえのつえをついて生

活をされ、なかなか一人では非常に厳しい状況

なんですけれども、病気がゆえに、私は大丈夫

だということで施設入所を相当拒まれた。非常

に私もその方には恨まれた、そういった意味で

は、事例がありますし、そういった困難事例、

多分あるというふうに思いますので、そういっ

たことをきちんと拾い上げて、困難事例は困難

事例で放っぽっておかないで、それをきちっと

対応できるそういった体制をつくっていただき

たいというふうに思いますし、先ほども申しま

したけれども、新聞配達であるとかさまざまな

情報があるわけですから、そういったものを届

けていただけるそういった窓口をきちっと明確

化する、そういったことが必要だというふうに

思います。 

  その点を要望として申し上げて、私からの質問

を終わりたいと思います。 

  以上で終わります。 

○佐藤 議長 以上で３番小久保広信議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○佐藤 議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 午後 ４時１３分 散  会 

 


